
地域医療再生調査研究事業報告書

プロローグ

多職種連携における連携の定義は不詳とされるが、多職種の専門家が並列的に連携する面

とコミュケーションに力点を置く面があるといわれる。当連携協議会の実績に鑑みると、両

者を臨機応変に癒合させることも含めて、連携を図ることが要点である。

愛知県医師会地域医療再生に関する多職種連携協議会(以下、多職種連携協議会あるいは

当協議会と記す)は愛知県歯科医師会・愛知県薬剤師会・愛知県看護協会・愛知県歯科衛生

士会・愛知県栄養士会・愛知県理学療法士会・愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会・

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会の各職種の幹部で構成され、愛知県医師会が主導する

立場で他・多職種連携を見据えて月1回2年間に亘り、毎回全員発言の風通しの良い活発な

討議を行ってきた。

本協議会では、具体的に主として以下の4つ視点から、多職種連携推進ヘ向けた取り組み

を実施した。
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(1)愛知県における在宅医療・介護の質の均てん化

(2)地域特性と施設特性(含・在宅医療介護=療養)の普遍化

(3)職能特性と連携の具体化

(4)人材の開発と教育・研修・学習の活用化

俊寛

正治

そしてこれらを具体的に達成するために、オヤッ?とCard・システム①と事例検討やミ

ニレクチャー(山、ならびに調査を実施(nD したが、その過程で得られた課題(1V)なら

びにそれらの解決方法に関する提言(V)を中心に報告するものである。

眞



1.他・多職種連携における「オヤッ?と C討d」(旧称イエローカード)・システムの活用

a)「オヤッ?と Card」(旧称イエローカード)・システム

a)愛知県における在宅医療・介護の質の均てん化、(2)地域特性と施設特性(含・在宅

医療介護=療養)の普遍化、(3)職能特性と連携の具体化、(4)人材の開発と教育・研修・

学習の活用化という 4 つの課題を、統合的に解決する手法としてイエローカード・システム

を考案した(平成25年度)。平成28年2月29日付けで、イエローカードの商標登録が却下

されたので、今後は「オヤッ?と Card」・システムと呼称する。「オヤッ?と C釘d」・システ

ムは療養者に関る多職種(家族などを含む)の誰であっても、生活者である療養者に対し「普

段と比ベてオヤッ?・あっ!」と感じたところから早期対応ヘ繋げる、チェックリスト形式

のツールとして開発した。基本的な考え方は①問診レベル、観察レベルにおける均てん化の

ためであり、②他・多職種の連携の端緒となりうる、の 2 点である。つまり、誰でも見るべ

きことが分かり、それにより必要な他・多職種ヘ連絡を取るきっかけとなることを意図した。

「オヤッ?と Card」・システムは、次の4つから構成されている。

.オヤッ?と Card q日称イエローカード)

.手引書簡略版

.手引書詳細版

.連携りスト

.連絡票

D 「オヤッ?と C釘d」(図表 D

より簡便で、分かりやすく、活用しやすいよう、当初のイエローカード29項目から「オ

ヤッ?と C町d」 24項目ヘ簡略化した。内容はA~1の 9大項目と、その中にチェックリス

ト形式の24項目から構成されている。また、J項目として自由記載欄を設けている。

. A (5 項目)

B (1 項目)

C (2 項目)

D (1項目)

E (3 項目)

F (2 項目)

G (3 項目)

H (3 項目)

1 (4 項目)

J (その他
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ツクが大切であり、そのチェックが「正しい」か「否」かは問わないことを強調した。

図表1 オヤッ?と Card本体
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2)手引書簡略版(参吉資料1)・手引書詳細版(参老資料2)

「オヤッ?と Card」のチェック項目に関する手引書である。簡略版は6ページからなる解

説と参老資料から構成されている。現場にてすぐにチェックした項目の意味を理解でき、

どの他・多職種と連携を取るのが良いのかが示されている。 A~1の大項目に関しては病態

名、相談可能な他・多職種を列記した。さらに、①認知症患者ヘの対応、②虐待ヘの早期

気付きと対応、③後見人制度の活用を参考資料として掲げた。詳細版は、より詳細に項目

の解説がなされており、学習に活用できるものとなっている。
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3)連携りスト(参老資料3)

職種別に連携可能な人材のりストを、地域別に作成したものである。このりストには、

連絡先や対応可能時間などが記載されている。その他に、専門分野を記載している職種も
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あり、各職種が自律的に作成している。連携りストを作成することにより、各職能団体が

医療資源の増加にどのようにして取り組むかに向け、地域ごとの医療資源を可視化する目

的もある。

4)連絡票(参考資料4)

他・多職種とオヤッ?とCardを利用した連携を行う場合に、必要な情報を記載でき、そ

のままFAX送信できるよう作成したひな形である。

2)「オヤッ?と Card」の特徴

他・多職種連携の立場からみた特徴は、以下の通りである。

D 誰が記載してもよく、誰でもが活用可能であること。

2)チェックリストの判断は記載者(含・観察者)によって異なることを是認しているこ

と。

3)手引書簡略版・詳細版は、チェックされた項目からどの他・多職種に連絡すれば良い

かを示したこと。

4)連携りストは、地区・地域・場合によっては施設ごとに各職種としてのコーディネー

夕を配する具体例を示した。また、「報告・連絡・相談」の対応可能な時間帯、手段、

参考のため保険点数(平成28年度改訂は未収載)の記載も試みたこと、など地域特性

と施設特性にも配慮したこと。

(3)「オヤッ?と Card」・システムにおける人材活用

活用人材の開発と教育・研修・学習の立場からは、事例検討における活用、つまり「オヤ

ツ?と C釘dj・システムを家族をも含めて訪問介護員(ホームヘルパー)を始めとして気付

いた人がチェックした項目を、介護支援専門員(ケアマネジャー)や各職種のコーディネー

夕などに伝達されて、事例の整理整頓やいわゆる教材としての活用できるよう工夫した。さ

らには地域包括支援センターによる会議やサービス担当者会議などで力ードそのものが活用

できれば、経時的変化、より全人的な対応ヘの有効なツールとなりうる。他・多職種連携を

推進するために、自分の職能を説明する際にも、その職能内容を知悉してもらうツールとし

ての役目もある。

(4)「オヤッ?と Card」の広報

愛知県医師会の WEB ページ上に、「オヤッ?と Card」・システムを公開しており、同時に

各職能団体のWEBページからのりンクや掲載を要請した。次の手段としてはCD化、ネット

ワーク化などを実施し、活用・実施状況の確認が必要であろう。活用は自由であり、その広

がりを確認したいために、利用の連絡と改善のための意見などを、愛知県医師会地域包括ケ

ア推進室ヘいただきたい旨の説明を行っている。



11.他・多職種連携における事例検討・ミニレクチャーの活用

(1)事例検討・ミニレクチャー

「オヤッ?と Card」・システムを実際に使用するにあたり、その広報また「オヤッ?と Card」・

システムを実際に使用する練習のため、事例検討と組み合わせる事が検討された。また、「オ

ヤッ?とC町山のチェック項目と職能の関係は手引書に記載されているが、より丁寧に説明

する講演をミニレクチャーと称し、その活用も併せて検討された。

(2)事例検討における Q&A(参老資料5、 6)

「オヤッ?と Card」を活用した事例検討において、全職種から 71 の質疑応答の一問一答、

自問自答のQ&Aを創生していただいた。その個々の内容は検討に値する意義深い結果であっ

た。ただし各職能団体の委員である指導者が創生した一問一答・自問自答が主体となったた

めに、連携の実態や対応可能の可否の観点は不十分であった。ーつの方法とは老えられたが、

さらなる検討が必要とされた。

(3)モデル事例・規範事例の創生・集積・公開

当協議会などが中心となって、多職種が関与すべく討議され、洗練された事例をモテル事

例・規範事例として集積し、個人情報に十分配慮しつつ公開することが大切である。それに

より、在宅医療・介護の質の均てん化を目指すことが可能だからである。



Ⅲ.連携先に関する意識調査

「オヤッ?とCard」の大項目ごとにみた連携先に関わる意識調査を理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士のりハビリテーション3職種が尾張地区、三河地区、知多地区の3地域で開催し

た研修会において、職能特性や地域特性をみるための意識調査を実施した。

2016年2月6日(尾張地区:犬山市国際観光センターフロディア2F多目的研修室・参加

者80名)、 2016年2月7日(三河地区:豊橋市商工会議所3Fホール・参加者94名)、 2016

年2月13日(知多地区:常滑市中部国際空港第2セントレアビル・参加者56名)の3 回開

催された、地域りハビリテーション専門職介護予防指導者育成事業地区研修会において実施

した。研修後に各職種が「オヤッ?と Card」のA~1の9大項目に関して【「オヤッ?」と感

じた時、誰に相談しますか?】として【あなたが相談する3つの職種に0を付けてください】

(図表2)として前記の意識調査を実施した。意識調査結果は参考資料6に提示した。

図表2 連絡先に関する意識調査
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調査対象はりハビリテーション3職種が主であり、バイアスの存在も否定できないが、格

段の地域差は認められなかった。ただし、微妙な差は否定できず、たとえばD項目「閉じこ

もりにっいて」は尾張地区が居宅介護支援事業者、理学療法士、作業療法士の順、三河地区

は居宅介護支援事業者、看護師、理学療法士の順、知多地区は居宅介護支援事業者、理学療

法士、看護師の順など、理学療法士、作業療法士、看護師の地域差、人材の差、職能の差な

どが微妙に影響しているかもしれない。各職能団体の大中小の各研修などにおいて実施する

ことが求められる。それにより、各職種の動向把握に役立つであろう。同時に、住民をも含

む様々な会合において、経年的に継続的にあらゆる場で、共通的に実施されると世相の流れ

が推察できるなど、より地域の実像に密着できる可能性もあろう。共通の意識調査を随時、

誰もが実施できるようにすることは、県レベルにおける在宅医療・介護の質の均てん化を基

士怖

でてきた.

=



盤とする、地域の医療資源増加ヘの実態を考察する上で有用性があり、現状を示唆するもの

といえるだろう。



Ⅳ.現状の課題

「オヤッ?と C町d」・システムや事例検討・ミニレクチャーの活用により、(D 愛知県に

おける在宅医療・介護の質の均てん化、(2)地域特性と施設特性(含・在宅医療介護=療養)

の普遍化、(3)職能特性と連携の具体化、(4)人材の開発と教育哘州多・学習の活用化を試

みた。この試みは一部成功したとも言えるが、これらを完全に達成できなかった理由として、

現状の課題を記す。

a)「オヤッと?card」システムの運用における課題

「オヤッと?card」・システムの普及に向けた広報活動が十分であるとはいえず、広く活用

されるに至っていない。当連携協議会は愛知県内の各職能団体の指導者が構成委員である。

その視点から老察すると、 D 各職能団体組織自体の「自立と自律」が脆弱であり、各下部組

織ヘの「穀告・連絡・キ齢炎」が適切に行われにくい、2)各職能団体の各下部組織のステーク

ホルダーとしての地域・地区・支部などが職能団体毎に異なっており、不統ーバラバラで、

現場任せの落とし穴に陥り、他・多職種連携のあるべき全体像が見通せていない、3)少なく

とも愛知県においては、各職能団体の指導者が集う当連携協議会のような会議は前例がなく、

会議の運用そのものが粁余曲折、試行錯誤の連続であった。背後にはいずれの職種も理論的

な鍵となる異職種連携の経験不足があり、日々の日常業務に没頭せざるをえないなどの時間

的、経済的制約、専従的人材不足等の現況が実態であろう。

(2)事例検討・ミニレクチャーにおける課題

療養者の生活を見据えた事例検討を様々に経験すると、結果論としていわゆる正解はなく、

あらゆる場面において、他・多職種連携の臨機応変な柔軟性が大きな課題であることを認識

できた。現状の事例検討においては、各職種が各々の職能にこだわり、他の職種の職務内容

のことを知らない、医療系と介護系の視座が噛みあわずに乘離が大きい、職種間の創設時の

歴史的背景を担ったヒエラルキーが透見されたるという課題が散見された。さらに事例検討、

各職能を解説するミニレクチャー後の検証で、会場から発せられた言語聴覚士(ST)という

職種を初めて聞いた、戚下障害に関しては各職種が各々にガイドラインをもつ、などなど多

岐に亘る課題が存在していた。他・多職種連携は「事例検討に始まって事例検討に終わる」

という格言的な指摘もなされたが、疾病特性、地域特性、療養者を取り巻く生活環境特性な

どと軌をーにした正解のなさを明示していた。事例検討とミニレクチャーの関係は、別々に

実施、両者を癒合しての実施などが課題となった。事後検証によれば、臨機応変さが大切で

あり、統一的にこの臨機応変さをコーディネートする必要がある。ともあれ、そこでの発表

者、参加者には他の職種の内容を知る点においては概ね好評であった。他方、事例検討に関

しては、以下に示す点において、総花的で、散漫傾向が拭えず、未解決の課題で、問題点を

整理しつつ、ようやく灯明が見えてきた段階である。

)事例検討の立場を明確にする。事例検討に関しては、該当する、発表する、提示する事例

が療養者ヘの次の対応をどぅするかという現在進行形の事例検討、振り返ってみてこの点



は良かったが、この点を改善すべきだった、という過去形の事例検討、あるいは臨機応変

に両者を融合させた事例検討、他・多職種連携であればあるほどに、この事例検討の位置

づけの事前確認が鍵であった。

2)事例検討に参加する対象を誰に絞るのか。①Wレベル:各職種内外の専門家間など②Xレ

ベル:他・多職種の指導者間など(より医療系ヘ近接)③Y レベル:他・多職種の実務者

間など(より福祉系ヘ近接)④Z レベル:一般市民、地域住民など、公開講座など、の 4

点の事前確認が大切であった。

3)事例検討の基軸、順序などを明確にする。①周囲の状況、②QOL、③患者の意向、④医学

的適応、この 4点を基軸にさらに⑤法の遵守、⑥説明義務、⑦接遇態度、⑧注意義務、の

4 点を事例に応じて、基軸、順序を尊重しつつ柔軟に配慮する各職種の共通認識が不可欠

であった。

り事例検討における生活者の立場を明示する。人間と言う1人に対して、医療から福祉まで

対応する以上、医療系と福祉系が重複する部分、逆に飛離する部分があることは当然であ

リ、同時にこれは他・多職種間の職能における重複の課題と同一の延長線であった。国際

生活機能分類(1CF)はこの観点からの提示である。もっとも共通認識として理解し易いモ

デルとして QOL とADL の例示(文献 D をあげた。この例示は①生物レベルとしての生

命の質(主として狭義の医療)、②個人レベルとしての生活の質(主として医療系・福祉系

の重複が多い)、③社会レベルとしての人生の質(主として福祉系)という階層化モデルで

ある。どのレベルも各職能の法的範囲と重複、飛籬するが、この重複や乘離、そして境界

部分こそが、各職種が共通認識すべき、共有するべき連携、協働の主要な点であった。こ

の共通認識、共有認識が、他・多職種連携の要であり通低といえた。

5)事例検討の主題を絞る。各事例が多岐に亘ることは当然ながら、事例を提示する人が、主

題を明示するなどの工夫、たとえばXレベル「フレイルにおける下痢を主とする急性変化」、

これを踏まえて、発表職種を絞った試みの検討が実施されるべきと思われた。たとえば「患

者の意向」を優先して、「個人レベルとしての生活の質」・「歩きたい」を達成するための他.

多職連携として、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の4職種を事例検討にお

ける主たる発言者とし、他の職種は当日の討議に積極的に参加をしてモチベーションの向

上を図る。このような具体的実感を通じて「他・多職種連携をどのようにして推進するか」・

「各職能団体が医療資源の増加にどのようにして取り組むか」の梃子にする。

(3)他・多職種連携からみた各職種・職能団体の現場的・組織的・人材活用の組織的課題

当連携協議会の立場から通覧すると①組織体制や活用できる人材の把握が不十分であるこ

と、②関連深い各職能団体の 2~4職種が連携し、独自の組織体制創りを目指していること、

など創意工夫が散見されること、③研修や啓発なども勘案されていること、④いわゆる独立



開業と医療福祉施設などとの関係連携が希薄であること、などが列挙される。各職種の指導

者が2年間運用した当連携協議会の討議内容に鑑みると、各職種が固有の「事例検言寸」を提

示し、当連携協議会のような会において討議し、創生する。その視点は、質の高いブラッシ

ユアップした「モデル事例検討を各職能の立場からの連携」を視野に入れた事例の開発であ

る。討議、創生する過程こそが他・多職種連携の「良い契機」となる。多くの職種で研修、

啓発事業などが実施されているが、半歩漸進のための徹底した反省、検証が不十分といえよ

う。「事例検ミ寸」は案外「急がば回れ」の近道である戦術を秘めている。さらには、共通の意

識調査を軸に、対象レベル、相談・対応の可能性の職種、地域特性などを把握して、各職能

団体の記載者、観察者をも包含して医療資源増加に取り組む必要があろう。

(4)各職種・職能団体が抱える課題

各職能団体から今後の地域医療介護連携の視点から、現状認識、展望の自由記載による調

査「在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策について」(2015年12月18日

依頼)を実施した。この報告書の以下の記載は当連携協議会の委員長の立場から2年問の討

議内容を踏まえつつ、図表4 は委員長としてのキイフレーズをピックァップして提示したも

のである。これらの調査は各職能の現場の生の声が反映されており、参吉資料8 としてその

回答票を了解の下に提示する。

(5)地域における課題

医療は独り医師のみで行われるものではなく、多職種の協働によってなされていることは

今更論を待たない。実際に医療の現場では多職種協働が実践され成果を上げている。病院あ

るいは診療所など個別の医療機関において多職種協働(チーム医療)が行われて成果を挙げ

ている。疾病治療のみに限れば個別の医療機関で解決することも可能であるが、在宅医療や

介護となると個別医療機関では処理できない課題が多く、単独で解決することはもはや不可

能である。医療機関、介護サービス事業者のみの努力では解決不能な事例も多く発生し行政

や民生委員あるいはボランティア組織が少なからず関与する必要がある。そうした事例を多

数経験する中でから住民の医療・福祉さらには住居の問題を一体として考える必要があるこ

とから「地域包括ケア」の概念が生まれていたものである。

その中核となるのが多職種連携である。本項では瀬戸市・尾張旭市における多職種連携の

構築事例を紹介して今後の多職種連携の課題について考察する。

瀬戸旭医師会は行政区が瀬戸市と尾張旭市両市にわたる。瀬戸旭医師会では愛知県在宅医

療連携推進拠点事業申請にあたり、まず両市の健康福祉部との協議を行い、県会議員、市会

議員とも個別に面談し事業説明を行い、当面考えられる問題点などについて意見交換を行っ

た。その後、平成25年H 月に愛知県在宅医療連携推進拠点事業選定の内示を受けた。この

内示を受けて第一に取り組んだことは、行政との打ち合わせである。両市の健康福祉部長と

の協議を何度も行い、在宅医療介護連携推進協議会設立の準備会を開催した。さらに保健所

に対し同様の説明を行い、協議会ヘの参加を要請した。それに引き続き歯科医師会、薬剤師

会の会長に面会して事業説明と協議会ヘの参加の同意を取り付け、今後の協力体制確立につ



いて意見交換し理解を得た。さらに瀬戸市・尾張旭市両市の市会議員各会派ヘ説明に赴き、

理解と協力を求めた。

平成25年12月には三師会でこれについての講演を行い、歯科医師会・薬剤師会の理事に

理解を求めた。その後、両市の社会福祉協議会、介護関係者と個別に面談し、連携推進協議

会設立準備会ヘの出席を求めた。このように当初は議会・行政との協議、続いて医療関係三

師会ヘの協力依頼、その後福祉、介護関係の諸団体ヘの説明を行った。

また、地域内の基幹病院(陶生病院、旭労災病院)、法人病院(病院会)と地域外であるが

密接な関係を持つ愛知医科大学、在宅医療を行うにあたり重要と考えられた愛知県がんセン

ター、愛知県心身障害者コロニー中央病院に訪問した。いずれの病院でも院長以下、関係医

師と連携室の看護師および事務に参加いただき、ネットワークの概要の説明、協議会ヘの参

加を要請したところ、快諾を得た。このような準備を行い、平成26年1月27日に瀬戸旭在

宅医療介護連携推進協議会設立準備会を開催した。

さらに、この準備会での議論を経て平成26年2月14日に瀬戸旭在宅医療介護連携推進協

議会設立総会が開催された。出席者は以下の如く設立準備会の27名から37名に増えた。そ

の中でも特筆すべきことは、地域内では自治会や介護事業者の協議会(瀬戸市では瀬戸市介

護事業協議会、尾張旭市では尾張旭介護サービス事業者連絡会)から組織内部の部会長が参

加したことである。

こうして連携推進協議会が発足したわけであるが、実際にネットワーク構築のみならず、

市民ヘの啓発活動や研修会開催などの活動を行っていく中で、これまでの組織では十分でな

いことに気づくようになってきた。さらに、協議会内に実行委員会(ネットワーク部会、連

携推進部会、研修部会、広報部会)を設置し、事業を実際に行う直接実務に参加する委員と

して、医師会等の長ではなく担当理事や基幹病院の関係職種、理学療法士、市役所内部の各

部署が実行委員として参加することで実効的な運営を可能にすることができるようになった。

しかし、その過程で医療・介護には地方では未だ組織化されていない職種があり、その職種

が協議会に参加してもらうためには職種ごとの地域組織が必要であることを痛感させられた。

そこで、県医師会の多職種連携協議会において各職種の地方組織の充実をお願いした。そ

の結果、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の三士会において県内の地方組織が出来上が

リ、また栄養士会、歯科衛生士会も同様に地方組織の拡充に努力された。瀬戸旭在宅医療介

護連携推進協議会では平成27年度から栄養士会、歯科衛生士会にも協議会に参加していただ

けることになった。地域包括ケアを充実させる観点からは勿論これで充分とは考えておらず、

医療介護福祉に携わる全ての職種が参加することが必要である。今後さらに、障害支援相談

員、民生児童委員、障害者支援組織、特別支援学校などの参加を促すことが今後必要になっ

てくると考える。

このように多職種連携の協議会を設立するには当初は政治家、行政の理解の上に、各関係

団体の長が理解し参加メンバーを送ることが必要であるが、実際に地域包括ケアシステムを

実現し活動するためには考えられるすべての職種の参加が必要となる。しかし、一挙に多数

の参加でスタートしようとすると多人数により混乱が生ずるので、徐々に職種を広げ実際に

活動する人数を増やしていくことが成功の鍵となることを実感した次第である。



以上、瀬戸旭医師会の取り組みの中でどのように多数の職種、部署が参加していったかの

過程を述ベ地域包括ケアにおける多職種連携の実際を示した。
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瀬戸市社会福祉協議会

尾張旭市社会福祉協議会

瀬戸市介護事業協議会

尾張旭市介護サービス事業者連絡会

会長

次期会長

所長

部長

部長

事務局長

事務局長

会長

居宅介護支援部会長

訪問看護部会長

訪問介護部会長

通所介護部会長

施設事業所部会長

福祉用具部会長

介護支援専門員部会

訪問介護部会長

通所介護部会長

福祉用具部会長

瀬戸市基幹型地域包括支援センター

尾張旭市地域包括支援センター

公立陶生病院

旭労災病院

愛知医科大学病院

愛知県がんセンター中央病院

愛知県心身障害者コロニー中央病院

瀬戸市自治連合会

尾張旭市自治連合協議会

国立長寿医療研究センター

名古屋大学附属病院先端医療・臨床研究支援センタ

平成28年度協議会委員

瀬戸旭医療介護連携推進協議会

瀬戸旭医師会

所長

循環器内科部長

血液内科部長

事務局長

継続看護相談室看護師長

医療福祉相談室課長

緩和ケア科医長

外来看護師長

副会長

会長

在宅医療連携部部長

教授

瀬戸歯科医師会

会長

会長

副会長

副会長

会長



尾張旭市歯科医師会

瀬戸旭長久手薬剤師会

瀬戸旭病院会

瀬戸旭病院会

愛知県瀬戸保健所

瀬戸市健康福祉部健康福祉部

尾張旭市健康福祉部

瀬戸市社会福祉協議会

尾張旭市社会福祉協議会

瀬戸市介護事業協議会

尾張旭市介護サービス事業者連絡会

会長

会長

会長

瀬戸市基幹型地域包括支援センター

尾張旭市地域包括支援センター

瀬戸保健所管内栄養士会

愛知県歯科衛生士会

公立陶生病院

所長

部長

部長

事務局長

事務局長

会長

企画委員

企画委員

介護支援専門員部会長

訪問介護部会長

通所介護部会長

福祉用具部会長

施設部会長

旭労災病院

愛知医科大学病院

愛知県がんセンター中央病院

愛知県心身障害者コロニー中央病院

瀬戸市自治連合会

尾張旭市自治連合協議会

国立長寿医療研究センター

名古屋大学附属病院先端医療・臨床研究支援センター

平成28年度実行委員会委員

瀬戸旭医師会

所長

理事

尾張東部支部長

新生児部長

緩和ケア主任部長

事務局長

継続看護相談室看護師長

医療福祉相談部技師長

緩和ケア科医長

外来看護師長

瀬戸歯科医師会

理事

在宅医療連携部部長

教授

理事

理事

事務次長

理事



尾張旭市歯科医師会

瀬戸旭長久手薬剤師会

瀬戸旭病院会

公立陶生病院

旭労災病院

愛知医科大学病院

愛知県がんセンター中央病院

中央病院

愛知県瀬戸保健所

瀬戸市健康福祉部健康福祉部高齢者福祉課

瀬戸市健康福祉部健康福祉部高齢者福祉課

瀬戸市健康福祉部健康福祉部高齢者福祉課

尾張旭市健康福祉部

尾張旭市健康福祉部長寿課

専務理事

副会長

事務長会

がん相談支援センター長

地域連携室長

地域連携室主査

地域連携室主査

医療ソーシャルネットワーク室主査

地域医療連携看護師

医事課医事係長

継続看護相談室看護師長

医療福祉相談部技師長

緩和ケア科医長

理学療法士

主査

課長

地域支援係長

介護認定給付係長

次長

課長

主査

主事

主事

企画委員

居宅介護支援部会長

訪問看護部会長

訪問介護部会長

通所介護部会長

施設事業所部会長

地域密着型部会長

福祉用具部会長

介護支援専門員部会

介護支援専門員部会

訪問看護・りハビリ部会長

訪問看護・りハビリ部会

訪問介護部会長

通所介護部会長

施設部会長

瀬戸市社会福祉協議会

尾張旭市社会福祉協議会

瀬戸市介護事業協議会

尾張旭市介護サービス事業者連絡会



瀬戸市基幹型地域包括支援センター

瀬戸市基幹型地域包括支援センター

瀬戸保健所管内栄養士会

愛知県歯科衛生士会

名古屋大学附属病院先端医療・臨床研究支援センター

(6)日本医師会の「かかりつけ医機能研修制度」の課題

医師会の課題を「かかりつけ医」の立場からみると、参考資料のごとくである。応用研修

すべてに症例検討が組み込まれている点と3年先までの計画が具体的に提示されており剖眼

に値する(文献2)。この研修制度は基本研修、応用研修、実地研修の3つの研修から成るが、

今後の他・多職種連携に等閑視できない意義を有する。(参考資料9)

福祉用具部会長

所長

理事

尾張東部支部長

助教
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(D 他・多職種連携における現況から

D 現況からみた他・多職種連携における活用人材の数値的把握は、一部の職能を除いて、残

念ながら力量不足で、全く不十分であった。ただし、愛知県医師会総合政策研究機構の既

報告書は、その可視化支援ツール(文献 3)を提示してある。このツールと問診レベル・

観察レベルの「オヤッ?と C町山・システムとを結合させることは、克服すべき課題も多

いが、実運用に耐える基盤となろう。行政が指導性を発揮し、多職種の職能団体と連携し

てデータを収集すれば、医療資源増加のための時代の方向感覚を踏まえたりアルタイムな

政策立案に資する可能性を秘めているといえよう。

2)「オヤッ?と Card」、ミニレクチャー、事例検討、さらには地域住民ヘの広報活動の集積

は医療資源の適正化と表裏一体といえる。他・多職種間においてすら、各職種の対応可能

な特性が不周知である以上に、地域住民は不祥であることが十分推察された。現存する医

療資源を有効活用するためにも、各職種の内容を知ってもらう広報は等閑視できない。他

方で現場の実態をみると、地域に密着し、根付く意味において、生活と各種医療機関や施

設と在宅とが連携するための要として社会福祉士など(いわゆる医療ソーシャルワーカー)、

行政として保健所、特に保健師などの役割は不可避と思われる。「他・多職種連携をどのよ

うにして推進するか」、「各職能団体が医療資源の増加にどのようにして取り組むか」の面

からも、このような多種多様多岐に亘る多職種が連携協議会に関ることは分科会をも含め

て必須であろう。これらの職能団体を含めた参集を提言したい。

(2)他・多職種連携における課題から

D 少子高齢化の超高齢社会を迎えて、医療が医師独りで行われるものではないことは当然で

ある。他方、多くの現場場面で中核的には看取りを始め、死亡診断書の記載に象徴される

ように、医師が有形無形に関ることが多いことも現実である。一方、その過程において他・

多職種連携の必然性は当然である。

この観点を通して、他・多職種連携を考察すると、参老資料9 に示すように、医師会の

3年間の機能研修項目は当連携協議会が収集した現場的課題、組織的活用人材の組織的課

題とを繋ぐ良い指標となりうる。とりわけ応用研修すべてに症例検討が組み込まれている

点と3年先までの計画が具体的に提示されており、連携の共通課題として十分に参考に値

する。今後の他・多職種連携に等閑視できない意義を有する。

各職能団体が、組織としての「自立と自律」に欠如がある。組織の「自立と自律」の上に

「他・多職種連携」が構築されるべき点力訓頁序といえる。具体的な問題点は、組織の厚生

員の勤務先(含・独立開業)が多岐にわたると同様に、各職種により勤務状況が異なる点

は見逃せない。指導者の集まる会であるがゆえに、組織の「自立と自律」を意識すること

が求められ、それなくしては組織の脆弱さに直結することを忘れてはならない。これは、

当連携協議会において透見された課題である。連携の通低がここにある点も無視できない。

提言



各職能団体は教育・研修・生涯学習の基点であり、大局観に立った連携としての各職種の

創意工夫が必須であり、当連携協議会のような会を共通・共有のまな板とすべきである。

3)地域の現場、中核医療機関のみならず種々の施設、サービス担当者会議、地域包括支援セ

ンター、地域ケア会議、行政、保健所などと各職能団体の指導者が集う当連携協議会が、

愛知県における在宅医療・介護の質の均てん化ヘの指導性を発揮することはーつの要とい

える。これらの諸施設、会議などへの参画は、「異」職種連携であるがゆえに、一面におい

て「報告・連絡・キ脈炎」の最終段階としてのとりあえずの「相談」(含・各種会議)に該当

し、その吟味の上に「実施・実行」という手続き論が大切である。「オヤッ?と C釘d」・シ

ステム、ミニレクチャー、事例検討、地域住民ヘの広報活動は、ネットワークという連携

の環であると言わざるをえず、地域特性、施設特性などに十分配慮しながら、この環を効

率よく回転させることを提言したい。

この具体的な方法論として、「オヤッ?とCard」の各項目に関して、各職種の体験に基づ

く事例検討を基盤にモデル事業、規範事例を作り上げていく、最も身近で具体的な連携を

示すことができょう。これを各研修において公開、討議することが有益であることを併せ

て提言しておく。

(3)他・多職種連携における今後ヘ向けて

)今後に向けまず行うべきことは、連携の意味の再確認である。「システム」は仕組みであ

リ、「ネットワーク」はコンピューター・ネットワークという以上に網目組織である。語感

の違いは実態の違いを示唆し、地域包括ケアシステム、他・多職種連携の現状はとかくコ

ンピューター・ネットワークが強調されるが、その一方で、「顔の見えるヌ寸話・会議・関係」

という表現がインパクトを与えている。「顔の見える対話・会議・関係」という細網組織も

また確実なヒューマン「ネットワーク」である。他・多職種連携は各職種の地域の職能実

況を加味した両者の有機的連携を支援・整理する「オヤッ?と Card」は網目機能であり、

整頓という「システム」は形式である。2 つの連携アプローチを癒合させた「ネットワー

ク」の位置づけの眼目であろう。

)「ネットワーク」を網目組織とすれば、網目の濃淡は愛知県下一律とはいかず、これまた

都市部、非都市部の特性が顕著である。身近な地域というと中学校区にーつといわれる地

域包括支援センターを仂佛させるが、地域特性は国、自治体などの行政がその境界線を規

定することは、必ずしも地域の実態、他・多職種連携の実施可能性を反映しない。それゆ

えに、問診レベル、観察レベルにおける均てん化の重要性と重大性が多職種の共通認識で

ある。多職種連携における「地域とはどこか」は、まさに地域特性に配慮した自在な定義

を要する。とりわけ他・多職種連携は行政の方向性と複雑多岐のケア現場との乘離が起こ

りやすく、不整合が生じやすいといえた。当連携協議会はその乘離を埋める任務を原点と

した。いわゆる ICTはこれらの実態を十分に吟味、検証しつつ構築されるべきであろう。

このような観点に立脚した、在宅療養を中心とする質の均てん化を基盤に据えた、他・多
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職種の連携をネットワークする仕組みを提言したい。

3)組織論からみて今後を考察すると、当連携協議会を構成しているメンバーは歯科医師・薬

剤師・看護師・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・居宅介護支援事業者・

医師の10職種である。地域に密着する現場から地域包括ケアシステムなどをみると、現場

的には医療を核とした病院はもとより、在宅療養、施設療養などの生活の視点も欠かせな

い。当連携協議会は医療に重点を置かざるをえず、多職種から構成される介護支援専門員

をも含めて、多くの関係諸団体の組織体制の把握はできていなかった。ただ前記10職種に

関しては、各団体固有の自助努力は十分感知できたが、組織論からみる限り組織がまだ未

成熟であり、その水脈には他・多職種連携を軸としつつ、各職能団体内においてすら「報

告・連絡・相談」の欠落が存在していた。組織論の要である意思の疎通を欠く組織は、在

宅医療・介護の質の均てん化を目指す上で、我田引水に陥る危険を有する。当連携協議会

が粁余曲折、試行錯誤した各種の討議内容は、いずれも有力な検証ツールになりうること、

その上で10~50年後に通用する命題を肯定的に主張することを提言したい。

エピローグ

提言の補考として、以下の 3 点を強調しておきたい。骨子・骨格は当連携協議会の愛知医

報に掲載した 2年間の議事纏め(参考資料10 「平成26年12月1日(第 1987号)~平成28

年3月15日(第2018号)」)および法的経緯に関る背景である。

a)第1点目はプロローグで指摘した意図が一義的である。数年前より地域包括ケアシステ

ムがーつの鍵であったが、医療介護連携が台頭し、地域の内実の実態は「地域包括ケアネッ

トワーク」で、主たる対象は都市部といわれている。当連携協議会はその魁を担ってきたと

いえよう。愛知県という立場に鑑みると、この指摘は等閑視できない。「地域とはどこをさす

のか」、都市部と非都市部の定義はさておくとして、医療介護から生活に踏み込んだ対応観点

は見逃せない。この点からの他・多職種連携は、 D 常に改善に向けた取り組みをし、半歩漸

進を目指している地域、 2)現状維持でマンネリ化傾向から脱却できない地域、 3)とりあえ

ずの形式的な対処に終始している傾向が強い地域、の3局面地域格差が生じる可能性を否定

できない。翻って月1回の定例の多職種連携協議会の活発な討議は意義深い内容が多々示さ

れた。提示した他・多職種連携における「オヤッ?とCard」の活用・事例検討のあり方を鍵

として、「他・多職種連携における現況・課題・今後に向けて」を適宜、実施、解析、検証、

考察することは有用性が高いことを推奨しておきたい点である。

(2)第2点目は重大性と重要性に鑑みた歴史的、法的経緯の再確認で、参考資料Ⅱに示す

ごとく、いくつかの節目があるが、重要な変換点は以下の2つの内容である(文献4)。

①「2013年8月発表された『社会保障制度改革国民会議報告書」も、地域包括ケアシステム

と医療との関係を強調しました。同報告書は『地域包括ケアシステム(の構築)』に 15 回



も言及したのですが、ほとんどの場合、それを『医療機能の分化・推進』と併記し、しか

も『医療の見直しと介護の見直しは、文字通り一体となって行わなければならない』、『地

域ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない』と強調しました。さらに、同報

告書は『地域包括ケアシステムというネットワーク』とのストレートな表現に象徴される

ように、『地域包括ケア』をシステムではなく、『ネットワーク」と位置づけました」

②「2013年5月に3年ぶりに発表された『地域包括研究会(2012年度.第3 回)報告書』は、

地域包括ケアシステムの5つの構成要素の表現を緻密化する(介護・りハビリテーション

医療・看護.保健・予防.福祉・生活支援.住まいと住まい方)と同時に、これら 5 つの

構成要素の基礎に新たに『本人・家族の選択と心構え』を加えました。」

これらの歴史的経緯を知悉しておくことは、今後の他・多職種連携の基本を老える上の通

奏低音である。

(3)第3点目は当連携協議会が中心となって、試行錯誤を重ねた他・多職種が関与すべく討

議された、洗練された事例をモデル事伊1・規範事例として集積し、個人情報に十分配慮しつ

つ公開・活用することは、いわゆる出前授業を含めて大切な方法論である。いずれにしても

「オヤッ?と Card」、ミニレクチャー、事例検討などを多面的、有機的に統合することによ

リ、他・多職種連携における各職能の立場から医療資源増加に寄与する現場的視野が大切で

ある。繰り返すが、この前提には各組織の「報告・連絡・相談」と「自立と自律」が不可欠

で、地域の現場、種々の施設、地域包括支援センター、保健所などを含む各職能団体の指導

者が集う当連携協議会のような会議が、愛知県全体を佑瞰した現場的な在宅医療・介護の質

の均てん化ヘの指導性を発揮することはーつの要といえる。「オヤッ?とCard」、ミニレクチ

ヤー、事例検討、地域住民ヘの広報活動など、その集積は医療資源の適正化と表裏一体とい

える点であることを再度強調しておきたい。

以上
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参考資料 1

「オヤッ?と Card」をつける際の注意点

オヤッ?と Card 手引書簡略版

1)「オヤッ?と Card」は、必要な医療サービスをもれなく療養者に提供するこ

とが最大の目的です。

2)「おやっ」「あっ」と感じたこと、伝えておきたいことなど、どの項目も「い

つもと同じか、いつもと違うか」を考えてください。そして、いつもと違うの

であれば、良くなったか、悪くなったかを考えることも大事です。そのために

は、「おやっ」「あっ」と感じたときだけではなく、定期的に観察し、変化を捉

えることが大切です。チェックする人の主観的な判断で構いません。

3)在宅にて療養されている方を主な対象として、「オヤッ?と Card」を利用し

ます。しかし、施設など在宅以外において利用することもおすすめします。ど

なたがチェックしても構いません。チェックした状態を、多職種で共有するこ

とが大切です。



.こんな時は訪問看護ステーション、医療機関ヘ連絡

1呼びかけに反応しない。2会話ができない。3強い苦痛がある。

療養者の状態が良好なときから、療養者や家族の終末期ケア(延命治療など)

に対する希望を確認しておくことは大切です。療養者や家族の考え方を事前に

話し合い、可能ならば文書で意志を確認しておくことが有用です。その内容を、

療養者に関わる人が共有しておくことが大切です。

A.療養中に新たに出現した、あるいは進行・悪化したことについて

(参考になる疾患:心不全・腎不全・呼吸不全・貧血・栄養不良など)

【観察するときの注意】

療養者の病気に対する薬の多さはやむを得ない面もありますが、「くすりはり

スク」と考えて症状を見逃さないことです。とくに新たに出現した症状は、 ^、

の副作用を念頭におくことが大切です。おかしいと思、つたら、すみやかに薬を

処方した医師や薬剤師に相談し、服薬の中止等の指示をもらいましょう。

また、服薬がむずかしくなった場合には、その状況を確認することが大切で

す。たとえば、うまく薬の管理ができない、うまく飲めない、あるいは残薬が

顔色が悪くなってきた。

不眠を訴えるようになってきた。

食欲がなくなり、体調が悪くなったり、徐々に元気がなくなったりしてき

【観察するときの注意】

療養者は常に急変すると想定しておくことが、大切です。体温、血圧、呼吸

の様子などの変化はもちろん、日々の生活の中で、食欲、排池、睡眠、運動等

の変化にも気をつけましょう。

高齢者では全身状態に注意をしながら、各項目をチェックすることが療養上

の見逃しを防ぎます

【相談できる職種】

看護師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科医師・歯科衛生士/

「医師」

3.薬の数力ゞ増えたり、服薬がむずかしくなったりしてきた。

4.新しい薬を飲むようになって、発赤、かゆみ、熱など今までにない症状で

てきた。
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多いなどの状況を伝えましょう。

【相談できる職種】

薬剤師・看護師・作業療法士・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士・言語聴覚士・歯科医師.

/「医師」

B. ADL (日常生活乍能力)の低下について

(参考になる疾患:脳血管障害、パーキンソン病、認知症、四肢麻瘻など)

6.日常の身近なことができなくなってきた。

【観察するときの注意】

いままでできていた日常生活(食事の用意、買い物など)が円滑にできなく

なってきているかを、観察しましょう。

【相談できる職種】

理学療法士・作業療法士・看護師・薬剤師・歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士・言語聴覚士/

「医師」

C.運動機能の低下について

(参考になる疾患:脳血管早害、薬の副作用、神経の病身、老年症候群、廃用

性縮など)

フ.はたから見ていて、転倒の危険を感ずるようになってきた

8.力が弱くなったり、移動するのを面倒がるようになってきたりした。

【観察するときの注意】

体の動きが悪く、ささいな段差や置いてある物につまずいたり、すぐに何か

につかまったりします。また、自分の体を支えられなくなるなど、体力の衰え

が目立ちなどの反応が鈍くなる場合は注意が必要です。何よりも体を動かすこ

とを億劫がらないかどぅか、見逃さないことが大切です。また、精神安定剤等

薬剤を服用している場合には、その影響であることも考えられます。

【相談できる職種】

理学療法士・作業療法士・薬剤師・看護師・管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士/

「医師」



D

(参考になる疾患:うつ病・認知症・脳血管障害など)

閉じこもりについて

9 外出を嫌がったり、閉じこもりがちになったりしてきた。

【観察するときの注意】

外部との接触を嫌がったり、理由も無く避けるようなってきたら留意が必要

です。一人で居ることに何も感じなくなってきている様子が見られたり、身の

回りが乱雑になってくる、いままでと違って、何となく会話が減ってきたりし

てぃる点も留意が必要です。閉じこもり、壁を叩いたり、独り言をぶつぶつ言

うようなこともあります。精神安定剤等の薬による可能性もあります。

【相談できる職種】

作業療法士・看護師・言語聴覚士・理学療法士・薬剤師・歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士/

「医師」

E 認知症について

(参考になる疾患:各種の認知症・脳血管障害、薬の副作用など)

【観察するときの注意】

日常生活における振る霧いや会話、あるいは笑いや笑顔が少なくなってきた

リ、ときにトンチンカンなことを言うようになります。生活全般ヘの関心が薄

れ、テレビ、新聞など世間の状況に無関心となり、一人でいる傾向が見られま

す。いままでの人柄と異なった感じを受け、性格の変化を感じることもありま

す。また、記憶障害とともに見当識障害(現在と過去が混乱する)も見られま

す。そのため、発症当初は約束を破ったこと自体を忘れることもあり、進行と

ともに次第に迷子になる、俳佃が見られる場合もあり、症状の出方は多様です。

医療的に対応できる認知症もありますので、医師をはじめ多職種との連携を常

に考慮することが大切です。

認知症の始めは分かりにくいことが多く、加齢による「もの忘れ」と病的な

「もの忘れ」の区別が難しいことがあります。また「認知症」と「うつ状態・

うつ病」との区別は大切です。その人にとって大変重要なことを忘れることが

目立ってきた場合は、より一層の留意が必要です。薬の飲み残しは早期の認知

症の手がかりとなります。また、不潔行為を隠すなどの行動も見逃さないよう、

注意深く観察することを心がけることです。

以前と比ベて性格、態度、振る舞いなどが少し変わってきた。

薬の飲み忘れが目立ってきた。

今の日時や自分のいる場所が分からなくなってきた。
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→参考資料1

参考資料2

【相談できる職種】

看護師・作業療法士・薬剤師・理学療法士・言語聴覚士・管理栄養士・歯科衛生士・歯科医師/

「医師」

「認知症高齢ケア1、ついて」

「成年後見 1度について」参照

うつ状態についてF.

(参考になる疾患:うつ病・各種の認知症・脳血管障害、薬の副作用など)

13.日々の生活に活気がなく、表情が乏しくなってきた。

14.物事を悲観的に考えるようになってきた。

【観察するときの注意】

前向きな言動が少なくなり、何事に対してもかなり頻繁に、ときには言葉を

発しなくなり、否定的な言動が見られるようなときは注意が必要です。うつ状

態の始めは、閉じこもりや認知症となどと症状が類似しており、区別が難しい

ことがあります。日常現場における症状は、常にうつ状態、閉じこもり、認知

症の三者を一括りに考えながら判断することも良いと思います。高齢者は普段

と比ベて落ち込みが著しくなってきた場合、注意が必要です。

うつ状態の始めは、その人がこれまで送ってきた人生の足跡に左右されるこ

とも多く、この点に十分配慮して観察することが重要です。身近な人の死を始

めとする環境の変化や、介護者との人間関係などが影響することも考えられま

す。うつ状態においては、高齢者が自分の過去を話したがらない場合もあり、

対応には慎重さが求められます。また、特定の人ヘの依存状態が強くなってき

た場合も要注意です。

新たな処方や処方変更によるいわゆる精神安定剤、多剤処方など薬が関与し

ている可能性もあります。

【相談できる職種】

看護師・作業療法士・薬斉鵬而・理学療法士・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士・管理栄養士/

「医師」

G.氏栄養について

(参考になる疾患:貧血

5

食事のとり方が悪くなったり、体重が増えたり減ったりしてきた。

寝だこ(圧迫されたところ)が赤くなってきた。

種々の浮腫・心不全・腎不全・末梢神経障害など)

巧
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17.むくみが出たり、腹部が大きくなったりしてきた。

【観察するときの注意】

食事を適切に摂取したかどぅかだけでなく、食事中の動作や口の中の汚れや

悪臭などにも十分注意することが鍵となります。同じものばかり摂取するなど、

食事内容の偏りとともに、水分の摂取量も留意が必要です。

栄養の取り方が悪いと、血圧、心臓、腎臓などの臓器に影響を与えます。症

状は手足、顔などのむくみ、お腹が膨れる、顔色が悪くなるなどは、ときどき

見られる症状です。皮膚がカサカサになっていないか、水ぶくれができていな

いかも確認しましょう。体重の減少は見逃されやすいこともありますので、注

意しましょう。

食物と薬の飲み合わせや、最近ではサプリメントによる影響にも目配りが必

要です。サプリメントや薬と食物の食ベ合わせは、薬剤師との連携が重要です。

低栄養においては、歯科領域の状態(歯のぐらつき、舌苔、入れ歯の不具合

など)とともに、唾液の分泌不足など口腔環境はもっとも基本になります。

【相談できる職種】

管理栄養士・看護師,歯科衛生士・歯科医師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/

「医師」

H

(参考になる疾患:口腔内の種々の疾患・歯周病・入れ歯の不具合・口皎不全

岨嘱機能低下・脳血管障害など)

口腔機能の低下について

口の中が痛い、飲み込みが悪い、むせる、口臭があるなどの症状がでてき

本人の言葉が聞き取りにくかったり、会話が減ったりしてきた。

入れ歯の具合が悪くなってきた。

【観察するときの注意】

口腔内は外から見えにくく、思わぬ病気と関連のあることを見逃しがちにな

ります。繰り返しの肺炎が口腔に起因することもあります。

入れ歯を外して汚れの程度の確認、ときには口を開けて口臭の有無など、日

常的なチェックが欠かせません。歯牙欠損や咽頭の障害などが口腔機能の低下

に繋がる場合もあります。また見逃されやすいのは、唾液が少なく、口の中の

乾燥も要注意です。

療養者の虫歯は見過ごされやすく、それが原因で食事摂取がうまくできない

原因になっている場合もあります。療養者は細かな動作ができず、歯ブラシの

使用が不適切で、口腔内が汚れている場合などは、全身状態を勘案しながら、
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口の中や周囲を観察することが大切です。歯周病の原因となる歯垢は細菌の棲

家であり、いろいろな病気の感染の元になることを理解しましょう。

【相談できる職種】

歯科医師・歯科衛生士・看護師・言語聴覚士・管理栄養士・作業療法士・理学療法士・薬剤師/

「医師」

介護している人(家族、同人など)について

(参考になる状況:介護する人の疲れ・家の中の乱雑、療養者ヘの無関心など)

【相談できる職種】

行政(地域包括支援センター)・看護師・作業療法士・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・言語

聴覚士・歯科医師・歯科衛生士/「医師」

21.介護している人の愚痴が多くなってきた。

22.介護している人が、緊急時ヘの不安を言うようになってきた。

23.介護している人に、なげやりな態度がみられるようになってきた。

24.介護している人が、虐待をしているかもしれないと、感じられてきた。

【観察するときの注意】

介護する人の疲れ、ストレス、苦労などは想像を絶する場合がありますが、

当事者が口に出して言いにくい状況を推し量ることが大切です。これらのこと

が、虐待につながることもあります。ときには不意に訪れる、あるいは療養者

にも介護する人にも、息抜きの会話も有用です。介護する人の不安の要因を探

ることも大事です。それには療養者と介護する人の関係を、冷静に見抜くこと

が大切です。同時に、

虐待が疑われる場合は、一人で抱え込まず、まず、ケアマネジャーを中心に

医療機関やサービス事業者がチームとなり、療養者や介護者に十分に配慮を払

いながら多角的に観察を続けることが重要です。サービス事業者等には高齢者

虐待防止法による通報義務がありますので、行政や地域包括支援センター等に

通報し悲劇を未然に防ぎましょう。虐待を疑うボイントは以下です。

①療養者の身体の見えにくいところに、痔や傷がある。

②介護する人の態度がよそよそしい。

③家の中が雑然としている。

④食事を十分に与えられていない感じがする。

⑤療養者が極端にやせた状態にある。

⑥療養者に怯えている様子が見られる。

→参考資料3「高齢者虐待対応ヘの基本姿勢」参照



16/03/28

参考1

日本神経学会脂忍知症疾患治療ガイドライン2010』第3章「認知症ヘの対応.

治療の原則と選択肢」には、認知症高齢者ケアの原則として次のように示され

ています。

なじみの人間関係(仲間)をつくって安1山・安住させる。

高齢者の1山や言動を受容し、信頼・依存関係をつくる。

高齢者の心身の動きやぺースやレベルに合わせ、よい交流を!

ふさわしい状況を与え、隠れた能力(手続き記憶)の発揮を!

理屈による説得よのも共感的納得を図り自覚言動を促す。

よい刺激を絶えず与え、情意の活性化と生きがいを得させる。

孤独の放置や安易に寝たきのにしない。廃用低下を防ぐ。

高齢者は変化に弱いので急激な変化を避ける。また変化するものほど忘れや

すいので、変化させず、パターン化して教える。

高齢者のよい点を認めよい付き合いをして、いき方の援助を!

高齢者は過去と未来がないので、
"'"ー、、"

の安住を常にはかの、時間の観一フ

念がないので日課を与え順序・時間づけを得させる。

認知症高齢者ケアについて

9

10

認知症は、「脳血管性認知症」・「アルツハイマー型認知症」・「レビー小体型認知

症」・「前頭側頭型認知症」・「歩行障害・パーキンソン症候君羊」・「うつ病」・「統

合失調症」・「正常圧水頭症」・「>B12欠乏症」・「甲状腺機能低下症」などに分

類することができます。この中には、治療不能恋認知症(untreatable

dementia)だけではなく、治療可能な認知症(Treatable dementia)もあ

のます。必要な医療を受けているか注意して下さい。

日本神経学会『認知症疾患治療ガイドライン2010』

第3章晞忍知症ヘの対応・治療の原則と選択肢」

室伏君士『痴呆老人ヘの対応と介護』東京金剛出版 1998よの一部改変)

1
2
3
4
5
6
7
8
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参考2

どのようなときに、成年後見制度の利用が考えられるのでしょうか。下記は、

最高裁判所事務総局家庭局が医師向けに後見制度における診断書作成の手引き

として示したものです。このような状況においては、成年後見制度の利用を検

討しても良いかもしれません。日頃よのオヤッ?と Card に状況を情報源とあ

わせて記載しておくと、後見人制度の利用を検討する際に参考になるでしょう。

成年後見制度について

a 「自己の財産を管理・処分することができない。」

日常的に必要な買い物も自分でできず、誰かに代わってやってもらう必要があ

る程度(後見に相当する)。

b 「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である。」

日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動

車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借の等)は自分ではできない程度(保佐

に相当する。)。

C 「自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。」

重要な財産行為(不動産・自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借の等)

にっいて、自分でできるかもしれないが、できるかどぅか危愼がある(本人の

利益のためには、誰かに代わりにやってもらった方がよい)という程度(補助

に相当する。)。

d 「自己の財産を単独で管理・処分することができる

後見、保佐又は補助のいずれにも当たらない程度。

また、判断能力が後見人制度を利用するほど低下していない場合は、「日常生活

自立支援事業」の利用も考えられます。社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。

最高裁判所事務総局家庭局「後見制度における診断書作成の手引き」
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参考3

高齢者虐待対応ヘの基本姿勢

「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

において、下記の行為を高齢者虐待としています。

.身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること

.介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居

人による虐待行為の放置恋ど、養護を著しく怠ること

.1山理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著し

い心理的外傷を与える言動を行うこと

.性的虐待

高齢者にわいせつな行動をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさ

せること

.経済的虐待

蓋護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その

他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

高齢者の虐待が疑われた場合には、以下の点に注意して対応しましょう。個人

ではなく、組織・チームで対応することが重要です。市町村(高齢福祉課や地

域包括支援センター)ヘ相談するなど、組織・チーム内の役割や手順を決めて

おくと良いでしょう。

.高齢者本人の権利擁護を最優先する

.高齢者本人の意思を尊重する

.高齢者本人と共に養護者を支援する(家族支援の考え方を踏まえる

.組織で対応する(チームアプローチ)ことで課題の解決を図る

.長期的な視点に立った支援策を検討していく

あいち介護予防センター『愛知県高齢者虐待介護マニュアル』
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また、日本高齢者虐待防止学会研究調査委員会と朝日新聞大阪本社による調査

報告には、高齢者虐待を防ぐために以下が提言(一部抜粋)されています。

若い養護者ヘの支援

若い養護者ほど早期に虐待が発生していることから、被虐待高齢者の介護申請の当初

から専門臓による介入が必要である。

精神障害(疑い含む)のある養護者ヘの支援

養護者の3 割以上に精神障害(疑い含むが認められ、虐待の一要因であった。精神障

害は、精神障害による就労困難のため、生活が困窮し、被虐待者の年金に依存する悪

循環を断つために、生活保護申請による生活の安定を図る必要がある。被虐待高齢者

の年金・収入管理は成年後見制度を利用する。

息子の自立支援・就労支援

多くの働き世代の息子が主介護者となっている。介護による離臓を予防し、就労支援

をすることが息子の自立を促すことに繋がる。精神障害の4 割以上は、息子であった

ことから、虐待予防のためには、早期に精神科受診につなげること、生活保護による

経済的自立、被虐待高齢者の収入資産は成年後見制度を活用する。

.

.

日本高齢者虐待防止学会・朝日新聞大阪本社
『養護者の高齢者虐待に至る背景要因と専門臓支援の実態・課題』 2013より一部抜粋





参考資料 2

着眼点:オヤッ?とCard手引書・詳細版

A.療養中に新たに出現した、あるいは進行、悪化したことについて留意すべきこと

【普段と比ベて、身体的に体力が衰え、精神的にも活気がなくなってきたの、体重の変化が感じられるなど、「おやっ」「あっ」と黒うことが
ある。】

(1)とくに最近になって、普段と比ペて、新たに出現した、進行・悪化してきたこと

1.食欲がなくなり、体調が悪くなってり、徐勺に元気がなくなったのしてきた。

相誤できる職種観宗するときの
注思

歯科医師(会) *口腔と末期治療

具体的な項目

わ口腔ケア不良、口腔乾燥、口内炎、舌炎、口臭、皎傷、歯肉からの出血に注意する。

2)本人の希望がある限り、経口による食事摂取の努力を継続する。

3)免疫機能の低下により口腔カンジダ症や多発性の口内炎などの口腔粘膜の炎症が起こりやすいので注意が必要。

4)誤味や窒息を防止するために、口の中に食物の残留が恋いか確認する。

5)義歯が不適合であったり、歯が無い場合、頬が落ちくぼんで酸素マスクが合わないことがある。

6)頭頸部や口腔内ヘの放射線治療後は、口腔粘膜の炎症や歯肉出血を起こしやすい。哉た、抜歯の創部や皎傷な

どは治癒しないことがあるため、口腔内の環境を整えることが必要。

フ)抗がん剤治療では食欲低下を来しやすい。頻回の嘔吐がある場合には、口腔粘膜や歯が胃液の酸の影響を受け
るので注意が必要。

わ処方せん医薬品の副作用や、コンプライアンスが悪いことによる弊害を確認する。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

1)痛みや不安等症状の軽減に努める。

2)全身状態の管理とケア、家族・介護者ヘの支援、医療機器の管理と医療処置を行う。

3)痛みの訴えが増強してきている場合の緩和ケア。

4)肉体的だけでなく精神的な苦しさや不安が増強してきている場合の支援。

5)家族・介護者ヘの看取のへの準備教育。

1)栄養状態の改善による自立度アップと口から食ベる楽しみを支援する。

2)摂食機能変化(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握改善につなげる。

薬剤師(会)

看護師(看護協会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

栄養士(会)

*痛みと苦しみへ

の対応

食事状況の観察

評価をし、食事内



歯科衛生士(会)

容等の提供が必要

口腔内の汚れ

口臭

発音に不明瞭

3)噌好調査・栄養補給方法係呈口・経管等)・個別食形態の提供を把握改善につなげる。

4)唄曙・味下障害の程度把握・噂下機能低下(むせ、嘆声)を把握改善につなげる。

5)いやいや無理に食ベているような場合。

6)食ベられる物と食ベられない物が前と変ってきた場合。

1)発語が少なくなる。

2)口腔粘膜に痛みなどがあの、歯磨きなどの行為をしなくなる。

3)口臭が強くなる。

4)口の中が乾いてきている。

5)精神的に不活発化してきて、歯磨きをおっくうがるようになってきた。

1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方

法の指導。

3)息、切れや筋力の低下などにより運動機能が低下した場合。

4)痛みによの動きが悪くなった場合。

5)病気の進行など不安が多くなった場合。

6)家屋構造などが運動機能と合わなくなった場合。

フ)息苦しさの訴えが強くなってきた場合。

8)行動範囲が徐々に狭くなってきた場合。

わ身体機能・¥剤畊幾能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

2)生活バランス、作業内容・作業方法の評価。

3)環境調整(段差解消・手すりの設置・動線の短縮・福祉用具の検討)。

4)介護者ヘの介護方法指導。

5)精神的な不安定さが目立つようになってきた場合。

6)体の動かし方がぎこちなくなってきた場合。

わ口をもぐもぐさせている。

2)喪がからんだような咳をするようになった。

3)口をもぐもぐさせるようになつた場合

4)咳や疫、飲込みにくさの訴えがある場合

わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

理学療法士(会)
*体力の不穏に留

作業療法土(会)

言語聴覚士(会)

*精神面の安定

居宅介護支援事業者各サービス提供者

飲み込みが悪い

意



連絡協議会くケアマとの確認・連絡調

ネジャー>(会) 束女
^

2.顔色が悪くなってきた。

歯科医師(会)

薬剤師(会)

看護師(看護協会)

栄養士(会)

歯科衛生士(会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

わ介護者の体調や精神的負担などの確認

理学療法士(会)

1)処方せん医薬品の副作用や、コンプライアンスが悪いことによる弊害を確認する。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)発話の減

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

3.不眠を訴えるようになってきた。

歯科医師(会)

立ち上がり時のふ

らつき

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、脚身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(噴下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方
法の指導。

3)筋力の低下などにより運動機能が低下した場合。

4)バランスが悪くなり転びそうになった場合。

5)息苦しさの訴えが強くなってきた場合。

薬剤師(会)

1)発話が減少し、声も小さくなってきた場合

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

わ咳を緩和する薬(キサンチン系気管支拡張薬)、認知症治療薬(アセチルコリンエステラーゼ阻害薬)、パーキ

ンソン病治療薬(ドパミン作動薬)等による興奮作用、昇圧剤(交感神経興奮作用薬)による前立腺平滑筋緊張
による尿道の閉塞等の可能性がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3・



看護師(看護協会)

栄養土(会)

歯科衛生士(会)

理学療法土(会)

作業療法士(会)

わ会話が続きにくい言語聴覚士(会)疲労感が強い

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

(3)薬に関る全身状態(服薬・管理など)で留意すべきこと

4.薬の数力吐曽えたり、服薬がむずかしくなったりしてきた。【A-3】

観察するときの
相談できる職種

注意

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)睡眠剤を服用している場合、不眠の型と睡眠剤の型が一致していない可能性がある。

6)寝る前にコーヒーなどを飲んだの、テレビを見て目が覚めてしまう場合には、生活指導を行う。

昼間「ウトウト」

しているか。

1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方

法の指導。

3)昼間の運動量が減っていた場合。

4)夜間にねぼけが認められる場合。

*口腔ヘ薬の影響

が出やすい
歯科医師(会)

具体的な項目

つ薬の副作用による口腔乾燥、舌のよごれ、口内炎、口臭、歯肉炎等がないか確認する。

2)降圧剤などにより歯肉肥大・t曽殖を認めることがある。

3)摂食・味下機能低下による服薬困難や誤味に注意する。

4)抗凝固剤による歯肉出血がないか注意する。

5)睡眠導入剤では口の渇きに注意する。

6)歯肉と頬の間や舌下、義歯の粘膜面に薬剤が残っていないか確認する。



薬剤師(会)

看護師(看護協会)

薬の飲み残し・飲

み間違いの有無

栄養士(会)

*なぜ服薬しない

のか

わ他科受診の場合、効果が類似の薬や飲み合わせのよくない薬がないか確認する。

2)必要に応じ、中止や処方変更を医師に提案をする。

3)飲み忘れが多い場合、その原因を確認し、飲み方の変更や一包化、お薬カレンダー等にっいてアドバイスする。
4)錠剤が飲みにくい場合、粉砕や散剤ヘの変更を医師に提案する。。

わ全身状態及び局所把握とアセスメント。

2)服薬方法等の確認とアドバイス。

3)薬が飲めない理由がはっきりし恋い場合。

4)い薮まで飲んでいた薬をいやがるようになった場合。

5)寝ていることが多くなってきた場合。

1)薬の内容を確認し、食品との相互作用などがないか確認する(例ワーファリンと納豆)。

2)内服薬確認と禁忌食品指導・服薬種類と食品の関係を把握し改善につなげる。

3)ある種の食事との食ベ合わせが悪いような場合。

4)血の止まりにくくなる薬を飲んでいる場合(例ワーファリンと納豆)。

つ味下機能の低下があの、錠剤や粉剤が飲みにくいと感じる。

2)口腔内の感覚が鈍くなり、口腔内にいつまでも錠剤や粉剤が残っているのに気づかない。

3)舌の動きが悪くなの、口の中に薬がいつまでも残っているような場合。

4)口が乾燥していて唾の出が悪いような場合。

つ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方
法の指導。

3)座位がうまく取れなかったり首の筋力が低下し呑み込みが悪くなった場合。

4)血圧の変動で、ときに理学療法を中断するような場合。

5)息苦しさで、ときに理学療法を中断するような場合。

わ病状や服薬状況の確認。

2)薬の数が増えてから、生活態度が変化してきた場合。

3)生活上、鎮静剤、安定剤の影響があるかもしれないと考えられるような場合。

わ薬の増量により、言葉が不明瞭になったの挺(ヨダレ)が出やすくなったと思われる場合

2)味下機能低下のため、薬が喉に喉に残ったように感じたり、ムセやすくなった場合。

わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

歯科衛生士(会)

薬物と食品の相互

作用の可能性

理学療法士(会)

むせの有無

口の中の汚れ

作業療法士(会)

*精神安定剤によ

るバランスの不良

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

*精神安定剤によ

る心のアンバラン

ス

歯切れが悪い

薬が飲込みにくい

各サービス提供者



連絡協議会くケアマとの確認・連絡調

ネジャー>(会) 整

5.新しい薬を飲むようになって、発赤、

口腔内に発赤歯科医師(会)

薬剤師(会)

看護師(看護協会)

かゆみ、熱など、今までにない症状がでてきた。【A-4】

1)口腔粘膜をよく観察する。

1)全身症状をよく観察する(発赤、かゆみ、熱など)。

2)皮膚の剥奪による重症化(やけど様)に注意する。

3)状況に応じ、服用を中止し、医師に連絡する。

わ症状の観察と服薬状況の確認。

*急性の副作用 2)医師、薬剤師ヘの情報提供。

3)対症看護。

つグレープフルーツ・ぶんたん(フラノクマリン炎動とカルシウム持抗薬効果増強の場合血圧低下

薬物と食品の相互 2)お酒と薬を一緒に飲んだ場合(睡眠薬・精神安定剤・抗うつ剤・鎮痛剤等)。

作用の可能性 3)牛乳と組み合わせが悪い薬の場合(抗生物質、制酸剤の一音D 吐き気や食欲不振。

4)ワーファリンと納豆の場合(ビタミンKの桔抗剤)血液凝固しにくい。

わ口の中に口内炎などができていないか。

口腔内に現れる薬 2)唾液の量が減少していないか。

の副作用の可能性 3)舌の表面が異様に赤くなっていないか、あるいは舌苔がついていないか。

4)歯ぐきが腫れていないか。

*発熱と理学療法わ持続か一過性か

*不機嫌と作業療
わ薬の変更の有無

*急性の副作用の

鉦い

1)介護者の体調や精神的負担などの確認

栄養士(会)

歯科衛生士(会)

わ話し方の悪化が急である。

2)熱っぽくだるそうである。

理学療法士(会)

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会く介護支

援専門員>(会)

B. ADL(日常生活動作能力)の低下について留意すべきこと

話し方の悪化

各サービス提供者

との確認・連絡調
わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサーピス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認
整



【普段と比ペて、いままで自分で出来ていた動作ができなくなったの、会話が少なくなってきたなど、「おやっ」「あっ」と思うことがある。】
(1)とくに最近になり、日常生活の円滑の度合いが低下してきていること

6.日常生活の身近なことができなくなってきた。旧一6】

観察するときの
相談できる臓種

注意

口腔内の汚れ

口臭の有無

歯科医師(会) *食事量の減少

薬剤師(会)

具体的な項目

わ口腔ケア不良や義歯の不適合による違和感や痛みなどのため、注意力が低下している可能性がある。

2)むし歯や歯周炎による違和感や痛みや等のため、集中力が低下している可能性がある。

3)よだれや食ペこぼし、むせがある場合。

4)急に歯みがきを嫌がったり、口の中を痛がる場合

5)常に口の中を気にしている場合や、逆に口の中の状況に無頓着になってきた場合。

6)食事の量が減ったの、食事時間が長くなった場合。

フ)皎もうとしなかったり、いつまでも飲み込まない場合。

1)抗不安薬や抗精神薬の長期連用により、認知症や同様の症状が出る可能性がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)副作用や効き過ぎによの、物忘れがひどくなる場合がある。

6)副作用や効き過ぎによのふるえなどで日常生活が不安定になってきた場合がある。。

わ一般状態やADLの把握とりハビリ評価(生活支援としてのりハビリテーション)をする。

2)早期に適功な療養生活環境を整えることでADLの改善につながる。

3)いままで自分でできていたことができなくなってきた場合。

つ体力低下や認知症等原因を確認して、低栄蓋状態につながらないよう食欲を高める。

2)本人の楽しみや外出できる環境を作る。体カアップを図る。

3)栄養評価(低栄養状態の把握)、生活りズムの変化、食事状況を把握し改善につなげる。

4)摂食機能変化(食事形態・食事回数・1蔓取量変化、食事介助状況)を把握し改善につなげる。

5)食ベ方が下手になってきた場合。

6)食ベたものをこぼすようになってきた場合。

つ心身の機能低下で歯磨きもしなくなる。

2)義歯をはずすことを面倒に思う、あるいは義歯をはめていることを忘れてはずさなくなる。

看護師(看護協会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

栄養士(会)

*日常できなくな

つてきたことへの

留意

歯科衛生士(会)

食生活環境悪化の

可能性



理学療法士(会)

*手足の運動で何

かできなくなって

きたか

3)食ベ物の噌好が変わってきた=同じものぱかり食ベる、飲み込みやすい物ぱかの食ベる。

4)口唇の力がなく、口に入れた食物を口の外に食ベこぼすことが多い。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(噂下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方

法の指導。

3)筋力の低下や関節拘縮などの運動機能が低下した場合。

4)家屋構造や道具が生活しにくくなった場合。

5)意欲や目的意識が低下してきた場合。

6)手足の動きが悪くなってきた場合。

フ)動くことを嫌がるようになってきた場合。

1)身体機能・¥献僻幾能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

2)生活バランス、作業内容・作業方法の評価。環境調整(家具の配置・目印を付けるなどの工夫の提案・福祉用

具の検討)。

3)介護者ヘの支援方法の指導。

4)こまかい仕事や作業を嫌がるようになってきた場合。

5)精神的にいきいきとしたところが感じられなくなった場合。

1)何をして良いかわからない状態。

2)発話が減少してきた。

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

*精神面で何が不

満になってきたか

C.運動機能の低下について留意すべきこと

【普段と比ベて、転ぴやすい、立ち上がのがスムースにできない、つかまりが多くなってきた、歩行が不安定になったなど、「おやっ」「あっ」

と思うことがある。】

(わ急、に体力不足や運動能力低下が目立ってきたこと

フ.転倒の危険を感じるようになってきた。【C一刀

具体的な項目相談できる臓種観察するときの

生活が劣化

各サービス提供者

との確認・連絡調
1)状況の確認から状況の確認から、サービス担当者会議(カンファレンス)の開催の調整

2)アセスメントの上、必要に応じての介護保険を中心とるサービスの再調整
整



歯科医師(会)
*入れ歯をうまく

入れられない

薬剤師(会)

わ奥歯が欠損したままで、うまくかみ合わせが出来ない人は、平衡感覚を保っことが難しく、転倒しやすくなる
危険性が高くなる。

2)噛み合わせが悪い、もしくは噛み合わせが無い場合。

3)うまく食いしぱれない場合。

4)入れ歯の不具合があるような場合。

5)上手く食ベられないような場合。

6)硬い食ベ物を敬遠するようなった場合。

1)薬剤の副作用により振戦、パーキンソニズム等が起きることがある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)例えぱ鎮静剤、安定剤、睡眠剤が投与されている場合がある。

6)副作用や効き過ぎによの、食欲が徐尺に減ってきている場合がある。

わ全身状態のアセスメントと、りハビリ職との連携。

2)服薬状況の確認。

3)手を握る力や立ち上がることが急、にできにくくなった場合。

4)ときに精神症状を伴うことがある場合。

わ体力低下や薬によるふらつき等を少しでも防ぐように楽しく食ベられる食事環境を作り、本人にあった食形態
も検討して提供する。

2)栄養評価・服薬と食事の関係、疾病の発症把握、岨曙・味下障害の把握をし、改善につなげる。

3)食事と電解質バランスのとり方が不十分と思われる場合。

4)カロリー不足が考えられる場合。

わ食事に要する時問が長くなった場合。

2)味下機能の低下で水分などがむせるようになった場合。

3)義歯を使用しなくなった場合。

4)言葉が不明瞭になった場合。

5)食事の噌好が変わってきた場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

看護師(看護協会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

栄養土(会)

*急に立ち上がる

ことができないこ

とへの留意

歯科衛生士(会)

低栄養状態の可能

性

理学療法土(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

*支援すれぱ動け



るか

作業療法士(会)

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)

移動、移乗方法の指導。

3)寝ていることが多く筋力などの低下がある場合。

4)介護者の負担が多く寝かされていることが多い場合。

5)体の痛みがあり動かない場合。

6)食事量や水分が減の動けなくなっている場合。

フ)家屋構造や使用している道具が合わない場合。

8)別の病気が起こった可能性が考えられる場合。

9)理学療法の不足が考えられる場合。

1)身体機能・精神機能の評価。

2)生活バランス(活動量確認)、作業内容・作業方法の評価。

3)環境調整(段差解消の検討・動線の確認・手すりや福祉用具の検討)

4)精神的な要因が考えられる場合。

5)大きな声が出なくなってきた場合。

1)コミユニケーションがとのにくい。言語聴覚士(会)外出の減少

居宅介護支援事業者各サービス提供者

連絡協議会くケアマとの確認・連絡調

ネジャー>(会)整

8.力が弱くなづたの、移動するのを面倒がるようになってきた。

1)摂食・味下機能が低下して、摂食不良により低栄養や脱水状態になると、日常の活動性が低下する。

2)むし歯や歯周病、奥歯の欠損や義歯不適合などにより皎合状態が悪化すると、全身に力を入れづらくなる

3)しゃべらなくなってきた場合。

*食ベ物の種類に 4)口から食ベた物がこぼれるようになってきた場合。
歯科医師(会)

よって噛めない 5)入れ歯が合わない場合。

6)口の中の痛みを訴える、もしくは痛そうにしている場合。

フ)口の中を常に気にしている場合。

8)硬い物を食ベなくなった場合。

医薬品の影響(コわ薬剤の副作用により振戦、パーキンソニズム等が起きることがある。
薬剤師(会)

ンプライアンスが 2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

・ 10

*手を貸しても嫌

がる傾向がある

わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサーピス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認



看護師(看護協会)

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

栄黄士(会)

*力が弱くなって

きたのは急、にか

徐々にか

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)例えぱ鎮静剤、安定剤、睡眠剤が投与されている場合がある。

6)副作用や効き過ぎによの、食欲が徐勺に減ってきている場合がある。

わ状態把握とともに多職種と情報共有。

2)物をもたなくなってきた場合。

3)歩き方がゆっくりとなってきた場合。

わ体力低下を防ぐため、食欲アップ・食事環境の見直し。

2)家族との協力を仰ぎ支援する。

3)栄養評価とADL評価、食事環境とストレスの把握をし、改善につなげる。

4)摂食機能変化(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し改善につなげる
5)食事の残しが多くなってきた場合。

6)家族などとの団樂が少なくなってきた場合。

つ一人で食事をすることが多くなってきた場合。

2)食ペ物の噌好が変わってきた場合(柔らかい物を好むなど)。

3)歯磨きや義歯を洗うこともしなくなった場合。

4)義歯を口の中に入れっぱなしにする、あるいははずしたままはめようともしない場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)
移動、移乗方法の指導。

3)寝ていることが多く筋力恋どの低下がある場合。

4)介護者の負担が多く寝かされていることが多い場合。

5)体の痛みがあり動かない場合。

6)食事量や水分が減り動けなくなっている場合。

フ)家屋構造や使用している道具が合わない場合。

8)歩くことを嫌うようになってきた場合。

9)寝返のもしにくくなり、握手する力が弱くなってきた場合。

わ身体機能・精神機能の評価。

2)生活バランス(活動量確認)、作業内容・作業方法の評価。

歯科衛生士(会)

低栄養状態の可能

性

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

理学療法士(会)

*力が弱ってきた

ことへの対応の留

意点

作業療法士(会)
*前向きに生きる

ことへの対応の留



言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協:義会くケアマ

ネジャー>(会)

意点

D.閉じこものについて留意すべきこと

【普段と比ペて、外出が少なくなったり、何事にもおっくうがるようになってきたなど、「おやっ」「あっ」と思うことがある。】
9.外出を嫌がったり、閉じこものがちになってきた。

観察するときの
相談できる職種

注意

咳や喪が多い

3)環境調整(段差解消の検討・動線の確認・手すりや福祉用具の検討)。

4)病状や服薬内容の確認、他臓種ヘの相談・連絡(通所サービスの提案も含む

5)手先の仕事をやらなくなってきた場合。

6)家にいることを好むようになってきた場合。

1)ちょっと動くだけで咳き込む。

2)疫が絡んだような声の時がある。

各サービス提供者

との確認・連絡調

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)

わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサーピス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認

歯科医師(会)
*口腔を中心とす

る動作の確認

薬剤師(会)

具体的な項目

むし歯や歯周炎による痛みや違和感等のために気分がふさぎ気味になる。

義歯がはずれやすかったり、義歯不適合によの会話がしにくいなどのため、他人と話すのを敬遠しがちになる。

歯並びなど外観が悪いのを気にしている場合がある。

口臭が気になっている場合がある(むし歯や歯周炎を放置、口腔乾燥などが原因として挙げられる)。

常に口を気にしている場合。

入れ歯が合わない場合。

いつも口元を手で覆っている場合。

抗不安薬や抗精神薬等の長期連用により、認知症や同様の症状が出る可能性がある。

処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

例えぱ鎮静剤、安定剤、睡眠剤などの薬が処方されたり、変わった場合がある。

副作用や効き過ぎによの、昼問寝ていることが多くなってきた場合がある。
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看護師(看護協会)

栄養士(会)

*対面したときの

対応

おいしく食ベるた

めの食環境のアド

バイス

つ状態把握とともに他職種と情報の共有。

2)声かけへの反応がにぶくなってきている場合。

3)おしゃべりが少なくなってきている場合。

わ食欲・食事摂取量の低下に伴い、体重減少・低栄養状態の悪化につながる。

2)本人・家族との対話を広げ、多臓種との連携を強化して外ヘ目を向くようにする。
3)食事ヘの意欲を高める。

4)調理力・食欲・栄養評価、他職種との連携を把握し改善につなげる。

5)摂食機能変化(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し改善にっなげる
6)同じものをたべるようになってきた場合。

フ)食事に興味を示さなくなってきた場合。

わ歯をみせるような笑いがなくなってきた場合。

2)歯磨きや義歯を洗うこともしなくなった場合。

3)会話が少なくなってきた場合。

4)食事の噌好が変化してきた場合。

5)むせることを避けて水分を摂らなくなってきた場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方
法の指導。

3)筋力の低下など運動機能が低下している場合。

4)家屋構造や使用している道具が合わない場合。

5)介護者の負担が多く寝かされていることが多い場合。

6)体の痛みがあの動かない場合。

フ)食事量や水分が減り動けなくなっている場合。

8)外の空気を吸いたがらなくなってきた場合。

9)体を動かすことが下手になってきた場合。

わ身体機能・¥酎僻幾能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

2)生活バランス(特に日中の活動量確認)、作業内容・作業方法の評価。

3)介護者ヘの支援方法の指導。

4)いままで尋ねてきていた人が来なくなった場合。

歯科衛生士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

理学療法土(会)
*りハビリに応じ

ない態度

作業療法士(会)
*何事にも嫌がる

傾向



言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

E.認知症について留意すべきこと

【普段と比ベて、同じ事ぱかり聞く、すぐ前のことを忘れる、ときにとんちんかんなことをいうなど、「おやっ」「あっ」と思うことがある】

(わ認知障害がちらほら疑われるようなこと

10.性格、態度、振る霧いなどが少し変わってきた。

観察するときの
具体的な項目相談できる職種

注意

人を避ける

各サービス提供者

との確認・連絡調

5)何事にも興味を示さなくなってきた場合。

1)言語機能や認知機能が低下し、他者との交流に自信がなくなる場合。

2)発動性が低下している場合。

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

認知症症状発現の

疑い

つ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認

歯科医師(会)
*口腔ケアを理解

できない

わ頻繁に指で口を触ることがある。

2)急、に食事をしなくなり、食習慣の喪失がある。

3)自分で歯磨きを行う回数が減少することがある。

4)入れ歯の管理ができなくなり、入れることを嫌がるようになる。

5)歯を診てもらっていることを忘れてきた場合。

6)入れ歯の管理ができなくなった場合。

フ)入れ歯をしているのか、していなのかがわからなくなった場合。

8)口の中が不潔になってきた場合。

9)食事をしたことを忘れる場合。

わ抗不安薬や抗精神薬等の長期連用によの、認知症や同様の症状が出る場合がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)薬の勘定ができなくなってきた場合に認知症の発症を疑う。

6)昔の薬やサプリメントなどにこだわってきた場合に認知症の発症を疑う。

14 ・

薬剤師(会)

整



看護師(看護協会)

栄貢士(会)

*見慣れた人をも

忘れる

歯科衛生士(会)

おいしく食ベるた

めの食環境のアド

バイス

わ認知力・¥齡制犬態の観察とアセスメント、家族支援。

2)いつも来ている人の顔や名前が分からなくなってきた場合。

3)日時や目の前にあるものが分からなくなってきた場合。

4)繰の返しての質問や話をするようになった場合。

1)声かけや手を添えて、摂食を促す。

2)利用者本人のぺースで安1山して食ベられるように見守る。

3)調理能力・食欲・栄養評価・ADLを把握し、栄養改善につなげる。

4)摂食機能変化(食事形態・食事回数・1蔓取量変化、食事介助状況)を把握し、栄養改善にっなげる。
5)好きなものだけを欲しがるようになってきた場合。

6)食事をしたことを忘れてきた場合。

1)義歯をはめっぱなしにする、あるいははずしっぱなしにする。

2)義歯を口に入れる時にどのように入れたらよいかわからなくなる。義歯の上下を間違える、など。

3)歯磨きや義歯を洗うということをしなくなった場合。

4)義歯の紛失(ティツシユに包んで忘れる、ゴミ箱に入れる、ポケットに入れて忘れる、など)が起きた場合
1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、脚身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(噂下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方
法の指導。

3)運動量が低下し閉じこもることが多くなった場合。

4)ご機嫌が良いにもかかわらず、笑ってごまかすことがある場合。

5)体を動かすことにほとんど反応しなくなってきた場合。

1)身体機能・¥計畊幾能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価。

3)環境調整(家具の配置・目印を付けるなどの工夫の提案・福祉用具の検討)。

4)介護者ヘの支援方法の指導。

5)子供のころに還ったことやとんちんかんなことをいうようになってきた場合。

6)ときに悲しそうな表情をみせる場合。

わ脳血管障害とアルツハイマー型の違い。

2)急な変化か、徐尽に変化しているのか、多臓種の情報が必要と思われる場合。

わ状況の確認から、サービス担当者会議(カンファレンス)の開催の調整

理学療法士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

*りハビリの意味

が理解できない

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

*いうことがチグ

ハグ

脳の病気かそれ以

外か

各サービス提供者



連絡協議会くケアマとの確認・連絡調
東交ネジャー>(会) ^

薬の飲み忘れが目立ってきた。

観察するときの
相談できる職種

注意

おいしく食ベるた

めの食環境のアド

バイス

歯科医師(会)

2)アセスメントの上、必要に応じての介護保険を中1山とるサービスの再調整

3)介護者の体調や精神的な不安などの確認

*口腔ケアを理解

できない

わ頻繁に指で口を触ることがある。

2)急に食事をしなくなり、食習慣の喪失がある。

3)自分で歯磨きを行う回数が減少することがある。

4)入れ歯の管理ができなくなり、入れることを嫌がるようになる。

5)歯を診てもらっていることを忘れてきた場合。

6)入れ歯の管理ができなくなった場合。

フ)入れ歯をしているのか、していなのかがわからなくなった場合。

8)口の中が不潔になってきた場合。

9)食事をしたことを忘れる場合。

わ抗不安薬や抗精神薬等の長期連用により、認知症や同様の症状が出る場合がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)薬の勘定ができなくなってきた場合に認知症の発症を疑う。。

6)昔の薬やサプリメントなどにこだわってきた場合に認知症の発症を疑う。。

1)認知力・¥剤側犬態の観察とアセスメント、家族支援。

2)いつも来ている人の顔や名前が分からなくなってきた場合。

3)日時や目の前にあるものが分からなくなってきた場合。

4)繰り返しての質問や話をするようになった場合。

1)声かけや手を添えて、摂食を促す。

2)利用者本人のぺースで安1山して食ベられるように見守る。

3)調理能力・食欲・栄養評価・ADLを把握し、栄養改善につなげる。

4)摂食機能変化(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、栄養改善につなげる。

5)好きなものだけを欲しがるようになってきた場合。

薬剤師(会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

認知症症状発現の

疑い

看護師(看護協会)

栄養士(会)

*見慣れた人をも

忘れる

具体的な項目



6)食事をしたことを忘れてきた場合。

1)義歯をはめっぱなしにする、あるいははずしっぱなしにする。
口の中の汚れ

2)義歯を口に入れる時にどのように入れたらよいかわからなくなる。義歯の上下を間違える、など。
口臭の有無歯科衛生土(会)

3)歯磨きや義歯を洗うということをしなくなった場合。
義歯装着の有無

4)義歯の紛失(ティツシユに包んで忘れる、ゴミ箱に入れる、ポケットに入れて忘れる、など)が起きた場合
1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方
*りハビリの意味法の指導。

理学療法士(会)
が理解できない 3)運動量が低下し閉じこもることが多くなった場合。

4)ご機嫌が良いにもかかわらず、笑ってごまかすことがある場合。

5)体を動かすことにほとんど反応しなくなってきた場合。

つ身体機能・精神機能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価。

*いうことがチグ 3)環境調整(家具の配置・目印を付けるなどの工夫の提案・福祉用具の検討)。
作業療法士(会)

ハグ 4)介護者ヘの支援方法の指導。

5)子供のころに還ったことやとんちんかんなことをいうようになってきた場合。

6)ときに悲しそうな表情をみせる場合。

1)認知機能の評価や家族指導が必要な場合。
言語聴覚士(会) 同じ話を繰り返す

2)多弁なわりに会話内容が空虚になっている場合。

居宅介護支援事業者各サービス提供者 1)状況の確認から、サーピス担当者会議(カンファレンス)の開催の調整

連絡協議会くケアマとの確認・連絡調 2)アセスメントの上、必要に応じての介護保険を中1山とるサービスの再調整

ネジャー>(会) 束女 3)介護者の体調や精神的な不安などの確認

2.今の日時や自分のいる場所が分からなくなってきた。

1)食習慣の喪失や歯磨き習慣の喪失などの日常生活の習慣の減少・喪失が考えられる。

2)食事をしたことを忘れる場合。*何でも口に入れ
歯科医師(会)

てしまう 3)自宅なのか診療所なのか判別できない場合。

4)食事の時間がわからない。

医薬品の影響(コわ抗不安薬や抗精神薬等の長期連用によの、認知症や同様の症状が出る場合がある。
薬剤師(会)

ンプライアンスが 2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

17 ・



看護師(看護協会)

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

認知症症状発現の

疑い

栄養士(会)

*多幸性の認知と

幻覚などへの留意

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)薬の先生であることが分からない場合。

6)薬そのものを理解できない場合。

わ生活状況等の把握とともに他職種との連携家族支援。

2)看護師であることが分からない場合。

3)昔の経歴を忘れたり、こだわったりする場合。

1)食事は一人でなく皆と一緒に楽しく食ペ、適度な刺激をするなど、残存機能を生かすために自分で食ベられる

よう自助具の工夫をする。

2)声かけや対話を持って、確認をおこなう。

3)調理力・食欲・栄養評価、他職種との連携をし、改善につなげる。

4)摂食機能変化(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し改善につなげる。

5)どんな仕事で相談にのってもらっているか分からない場合。

6)食ベ物に興味を示さなくなった場合。

わ歯磨きや義歯を洗うなど口の中の清潔が保てない。

2)義歯のはめ方がわからない、あるいは義歯であることを忘れる。

3)歯ブラシを渡しても使い方がわからない。

4)義歯が義歯であるとわからなくて、口の中にいれてもすぐにはずしてしまう。

5)食具(箸やスプーン)の使い方がわからない。

6)食事時にがつがつと詰め込むような食ベ方をする。

フ)食事時に食物が食物と認識できず、なかなか食ベ始めない。

8)食事時に周のの音に気をとられる、周のに人の動きに気を取られるなど、食事を食ペるということに集中でき

ない。

9)やたらとむせる。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方

法の指導。

3)筋力の低下など運動機能が低下している場合。

4)介護者の負担が多く寝かされていることが多い場合。

必要に応じて調理

指導や食環境のア

ドパイス

歯科衛生士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

理学療法土(会) *突然動き出す



作業療法土(会)

言語聴覚士(会)

5)体の痛みがあり動かない場合。

6)食事量や水分が減り動けなくなっている場合。

フ)家屋構造や使用している道具が合わない場合。

8)どんな仕事で相談にのってもらっているか分からない場合。

9)りハビリの意味が理解できなくなった場合。

1)身体機能・¥苛僻幾能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。
2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価。

3)環境調整(家具の配置・目印を付けるなどの工夫の提案・福祉用具の検討)。

4)介護者ヘの支援方法の指導。

5)どんな仕事で相談にのってもらっているか分からない場合。

6)言われたこと以外のことはしない場合。

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

*大きな音は聞こ

えても意味が理解

不台Ξ

F.うつ症状について留意すべきこと

【普段と比ペて、何かきっかけでもあったのか、生活の実感が乏しいようで、わけもなく疲れたようで、不眠を訴えるようになってきて、と
きに「おやっ」「あっ」と思うことがある】

(1)最近になって日常生活や対人関係が変わってきていること

13.日凡の生活に活気がなく、表情が乏しくなってきた。

観察するときの
相談できる職種

注意

音が聞こえること

と反応のちぐはぐ

各サービス提供者

との確認・連絡調

1)音は聞こえているようだが、発語ができない。

具体的な項目

わ「岨咽運動」によの脳血流量を上げ、「食ベる楽しみ」を理解して貰うようにする。

2)食事の時、食ベさせ方や食ベる順番が本人の意思や好みと違うと、自分の意思通りにして貰えないことへの不

満から、自分の意思を諦めて現実逃避の傾向が見られることがある。

3)歯の治療をしても無関1山なことが多い場合。

1)状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサーピス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。
2)介護者の体調や精神的負担などの確認

歯科医師(会)
*食事の拒否があ

る

整



薬剤師(会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

うつ症状等発現の

疑い

看護師(看護協会)

4)入れ歯がほうりっぱなしになっている場合。

5)よく噛んでいない、または良く噛めない場合。

6)食事を拒否する場合。

栄蓋士(会)

わインターフエロン製剤、副腎皮質ホルモン製剤等による副作用の可能性がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)例えぱ服薬を無視するようになってきた場合、うつ発症の場合がある。

*外出を嫌がる

歯科衛生士(会)

食事の様子観察と

評価をし、食事ア

ドバイス

わ経過観察。

2)寝ていることが多くなってきた場合。

3)外出をいやがるようになってきた場合。

1)食欲低下、食事摂取量の減少あり、何に対しても意欲がなくなってきている状態がある。

2)観察、見守りをして体重減少・体調管理のチエック等を支援する。

3)栄養評価・ADL評価、食事状況の把握と食事提供。

4)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、改善につなげる。

5)食事をとらなくなってきた場合。

6)食事に関しておいしい、おいしくないの感想をいわなくなってきた場合。

わ歯磨きや義歯の清掃をしなくなった場合。

2)義歯を使用しなくなった場合。

3)食事の噌好が変化した場合。

4)味覚が変化し、食事がおいしくない、という場合。

つ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)。

3)歩行能力の低下などによの外出の機会が減っている。

4)筋力低下などが起こってきている場合。

5)りハピリ中になげやりな言動を示す場合。

6)車椅子に乗ることを拒むようになってきた場合。

1)身体機能・¥齡叫幾能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

理学療法士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

作業療法土(会)

*りハビリ中にな

げやりな言葉

*死にたいなど口



言語聴覚士(会)うつの悪循環か

居宅介護支援事業者各サービス提供者

連絡協議会くケアマとの確認・連絡調

ネジャー>(会)整

4.物事を悲観的に考えるようになってきた。

走る 2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価。

3)介護者ヘの支援方法の指導。

4)病状や服薬内容の確認、他臓種ヘの連携(通所サービスの提案も含む)

5)人と話をすることがいやになってきた場合。

6)生きることを否定するような言動がみられる場合。

1)人との接触を拒んで、ますますコミュニケーションがとれなくなる。

つ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調敕を行う。
2)介護者の体調や精神的負担などの確認

歯科医師(会)
*嫌いな食ベ物を

無視する

薬剤師(会)

わ口腔機能の向上が、活力ある生活を取り戻せる可能性がある。

2)食事の時、食ベさせ方や食ベる順番が本人の意思や好みと違うと、自分の意思通のにして貰えないことへの不
満から、悲観的になることがある。

3)歯を治そうとしない傾向がみたれる場合。

4)口の重要性を理解しなくなってきた場合。

5)食事の介助を拒否したの嫌がるようになった場合。

6)歯磨きを嫌がるようになった場合。

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

うつ症状等発現の

縫い

*「私なんかどう

でもしWU という

ような言動

おいしく食ペるた

めの食事の工夫を

提供

看護師(看護協会)

栄養士(会)

つ経過観察と情報の共有と連携。

2)私なんか、どうでもいいというような言動がみられる場合。

3)死にたいことを口にする場合。

つ体の健康と脚の健康は関係しているので、食生活状況・体調管理を把握して他職種と連携情報を共有し協力す
る。

2)栄養評価・ADL評価、他職種連携、食事状況の把握と食事提供。

インターフエロン製剤、副腎皮質ホルモン製剤等による副作用の可能性がある。

処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品にょる副作用や効き過ぎの確認を行う。

処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

例えぱ服薬を拒否する傾向がみられると、うつの場合がある。

わ
 
2
)
 
3
)
 
4
)
 
5
)



歯科衛生士(会)

理学療法士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

3)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、改善につなげる。

4)食事を拒否する場合。

5)やせることに無関心である場合。

わ口や歯のほんのわずかなことでも気にし締、けるような場合。

2)エチケットとしての歯磨きなどをしなくなった場合。

3)食ペることに無関心になってきた場合。

4)義歯を使用しなくなる場合。

5)口を触られることを嫌がる場合。

1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)。

3)生活に目標が定まっていない場合。

4)りハビリを拒否する場合。

5)治らないことをさかんに口にする場合。

1)身体機能・精神機能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)。

2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価。

3)介護者ヘの支援方法の指導。

4)過去のことにこだわるような言動がある場合。

5)何もしないで暗いところでじっとしていることが多い場合。

うまく話せないことへのもどかしさが強い。

作業療法士(会)

*何をしたいのか

わからない

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

*生活ヘのハリを

欠<

G.低栄養について留意すべきこと

【普段と比ベて、やせてきた、体がむくんでいる、圧迫部に赤みがみられるようになってきたなど、「おやっ」「あっ」と思うことがある】
(1)体重が増えたり、減ったのするようなこと

15.食事のとの方が悪くなったり、体重が増えたり減ったりしてきた。

具体的な項目観察するときの相談できる職種

話し合いを避ける

各サービス提供者

との確認・連絡調
わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認
整



歯科医師(会) *食ベ方が異様

薬剤師(会)

わむし歯や歯周病で歯が動揺して噛めないとか、入れ歯の不適合・破損、歯の喪失、摂食味下機能の低下、誤暎
性肺炎、唾液分}必低下による口腔乾燥ぐ口腔粘膜疾患、口角炎等の可能性がある。

2)食ベ方が下手になってきた場合。

3)食ペたものをこぼすようになってきた場合。

4)食事が不規則な場合'

5)食ベ方が異様な場合。

6)入れ歯の具合が悪そう、歯や歯茎が痛そうな場合

1)抗不安薬や抗精神薬等の長期連用により、認知症や同様の症状が出る可能性があり、食事のとの方に景二響する。
2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品にょる副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)利尿剤が使われている場合、体重が減少する場合がある。

6)下剤が使われている場合、体重が減少する場合がある。

フ)一部の抗精神薬により、食欲が増進する可能性がある。

わ味下状態や、消化器症状等の状態把握とアセスメント。
、

2)痛みや微熱を伴っていることがある場合。

3)治療による食欲の低下がある場合。

わ食事摂取量の変化、'疾病はないか、利尿剤等の変化、食欲の低下・脱水・下痢はないか、ストレスはないか、

運動量は増えていないか等の確認をし、改善につなげる。

2)栄養評価、 ADL評価、食事状況の把握、'服薬と食事の関係を把握し改善につなげる。

3)摂食機能変化(食欲、'.食事形態,食事回数'・味覚異常・摂取量変化、食事介助状況)を把握し改善につなげる。

4)体重減少率、'血清Alb値を把握し改善につなげる。

5)食事の摂取、カロリーが不足している場合。

6)食事の用意が十分にできていない場合。

わ味下機能が低下し、十分な栄養が摂取できていない。

2)口の機能に合った食形態が提供されていない。

3)食ベこぼしが多い。

4)歯または義歯にトラブルがあり、痛みや不具合がある場合。

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

体重増減の可能性

看護師(看護協会)

栄養士(会)

*排池・排尿の量

がおかしい

歯科衛生士(会)

低栄蓋状態の改善

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無



理学療法土(会) *やせが目立つ

5)味下食でカロリーが不十分な場合。

6)食事をする環境(姿勢、食具、騒音など)が本人に適していない場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(噂下機能・座位姿勢含む)。

3)座位がうまく取れず飲みこみが悪くなっている場合。

4)手足特に手の動きが悪くなってきた場合。

5)介護者の負担が大きく生活に変化がなくなった場合。

6)運動量が落ちてきている場合。

フ)利き手がうまく使えない場合。

わ身体機能(呼吸器・循環器・口腔味下機能評価含む)。

2)精神機能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)

3)生活バランス(特に日中の活動量確認)、作業内容・作業方法の評価。

4)介護者ヘの支援方法の指導。

5)病状や服薬内容の確認、食事内容の確認、食事時の姿勢や環境(机やいすの高さ)評価。

6)精神的な落ち込みがみられる場合。

フ)スプーンなど食事のとり方がうまくない場合。

1)食事の時に、詰まらせたり、ムセたの、食ベこぼすことが増えた。

2)食事量の減少や、体重の減少がある。

作業療法士(会)

食事をこぼしてむ
言語聴覚士(会)

せる

居宅介護支援事業者各サービス提供者

連絡協議会くケアマとの確認・連絡調

ネジャー>(会)整

6.寝だこ(圧迫されたところ)が赤くなってきた。

つ義歯による圧迫で、義歯性の潰癌が口腔内にできることがある。
*口の中が赤い歯科医師(会)

2)入れ歯の当たりそうなところが赤くなっている場合。

1)圧迫されていないところでも赤い部位があるので、よく観察する。*思わぬところが

2)熱を伴っている場合には、特に注意は必要である。赤い*薬剤の適正薬剤師(会)

3)適切な薬剤使用により、治療期間が短縮できる。使用

わ栄養状態、物理的環境、介護力などの状態把握とアセスメント。環境調整。
*陰部のかぶれ看護師(看護協会)

2)おむつかぶれや皮膚がただれている場合。

1)状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認

*食事の取り方が

でたらめ



栄養士(会)

歯科衛生士(会)

低栄養状態の改善

3)いつも同じところが赤くなる場合。

わ祷癒の始まのといわれ、骨の突出部分の皮膚が発赤になりやすい。

2)低栄養状態をよくするため食事摂取量のアップと食欲増進を図り、体力をつける。

3)栄養状態評価、低栄養状態(樗瘻等)への対応をする。

4)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、栄養改善にっなげる。
5)排便量が少ない場合。

6)食ベる量が急、に少なくなってきている場合。

つ暎下機能が低下し、十分な栄養が摂取できていない。

2)口の機能に合った食形態が提供されていない。

3)食ベこぼしが多い。

4)歯または義歯にトラブルがあの、痛みや不具合がある場合。

5)味下食でカロリーが不十分な場合。

6)食事をする環境(姿勢、食具、騒音など)が本人に適していない場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)移動、移乗方
法の指導。

3)寝返りがうまくできなくなったり筋力が低下してきている場合

4)関節拘縮が起きてきている場合。

5)マット・クッションなどの道具が合わない場合。

6)一寸体を動かすと皮膚がむける場合。

フ)立たせると足が象のような感じがみられる場合。

わ身体機能(呼吸器・循環器・口腔味下機能評価含む)精神機能の評価。

2)指の太さが細くなったり、太くなったりしてきている場合。

3)指輪のところがスカスカか、食い込んでいる場合。

わ顔がぼうっとしてはれている感じ。

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

理学療法士(会)

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会く介護支

援専門員>(会)

17.むくみが出たり、

*皮膚が弱い

*指輪がスカスカ

顔面にもむくみ

各サービス提供者

との確認・連絡調
わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。
2)介護者の体調や精神的負担などの確認

束交

腹部が大きくなったりしてきた。



歯科医師(会)

薬剤師(会)

看護師(看護協会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

浮腫発現の疑い

*体がブヨブヨで

重そう

栄養士(会)

わ唄曙回数の減少による満腹感の低下と過食等が考えられる。

1)糖尿病治療薬や副腎皮質ホルモン剤等の副作用により、むくみの症状が出る可能性がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

歯科衛生士(会)

特別食が必要な可

能性

理学療法士(会)

わ状態把握とアセスメント。

2)食事摂取状態や生活の変化など、状態把握とアセスメント。

1)食事摂取量の変化を確認・浮腫の確認・体重が増える疾患・薬があるか。

2)糖尿病の改善・便秘があるか等把握し、改善につなげる。

3)栄養評価・食事形態の変化と塩分摂取量、疾病の把握把握をし、改善につなげる。

4)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)。

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連糸各1窃i義会くケアマ

ネジャー>(会)

*体動が急、に重く

なってきている

*精神的にもどん

よりしている

顔面にもむくみ

各サーピス提供者

との確認・連絡調

つ心疾患などの病状の悪化。

2)脚身機能の低下が並行して起こり、口腔内の清潔保持ができな

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、心身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)。

3)動く量が減ったの呼吸が荒くなった場合。

わ身体機能(呼吸器・循環器・口腔味下機能評価含む)精神機能の評価

2)病状や服薬内容の確認、他臓種ヘの連携。

わ食事を取のたがらない。

1)状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認

H.口腔機能の低下について留意すべきこと

【普段と比ベて、固いものが食ベにくい、むせることがある。口のなかが汚くなってきたなど、「おやっ」「あっ」と思うことがある】
(わ口腔内外に異常があるようなこと

・ 26

整



18.口の中が痛い、飲み込みが悪い、むせる、口臭があるなどの症状がでてきた。

観察するときの
相談できる臓種

注意

摂食・味下が困難

な可能性

歯科医師(会)

具体的な項目

つむし歯で歯が痛んだの、歯周病で歯がグラグラしたり、噛み合わせが悪くなって入れ歯がガタガタすると、入
れ歯が安定しなくて飲み込みが悪くなっている場合がある。

2)食事がとれなくて体力低下している可能性がある。

3)口内炎や口角炎を起こしている可能性がある。

4)口腔機能や摂食・味下機能が低下している可能性がある。

5)口の中が汚い場合。

6)噛む力が弱い場合。

フ)いつまで口の中に留めて飲み込もうとしない場合。

8)むせや、食ベこぼしが見られる場合

9)口の中が乾いている場合。

1)抗コリン作用のある感冒薬、抗不安薬や頻尿の薬等により口渇を引き起こすことがある。

2)薬剤の副作用によりパーキンソニズムが起き噂下機能が低下することもある。

3)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

4)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

5)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

6)薬の剤型や飲み方がぱらばらな場合には、処方変更を医師に行う。

つ口腔内・味下状態の観察とアセスメント、口腔ケア。

2)呼吸器症状がみられる場合。

3)排便量が少ない場合。

4)口の中に物を溜め込むことがある場合。

5)流淀がある場合。

わ口腔内の障害程度にあわせて、他臓種ヘの情報・連絡・1窃力を仰ぐ。

2)食事に関しては、本人にあった食事形態の提供をする。

3)家族や本人ヘ、理解しやすい情報発信をする。

4)栄養評価・舌苔・味下テスト、他臓種連携、味下障害程度により食形態の提供。

5)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、改善につなげる。

*口腔ヘの無関1山

薬剤師(会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

口渇等発現の疑い

看護師(看護協会)

栄養士(会)

*よだれに留意



歯科衛生士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

6)食事にむらがある場合。

フ)食後に熱を出すことがみられる場合。

わ歯周病で歯ぐきが腫れて痛い、歯がぐらぐらしている場合。

2)むし歯があり、痛みがある場合。

3)むし歯で歯が折れて、残った歯の根っこが舌や粘膜にあたって痛い場合

4)口内炎など粘膜トラブルがある場合。

5)上記のような理由で痛みのために歯ブラシを使うことを嫌がる場合。

6)上記のような理由で義歯を使わなくなった場合。

6)部分義歯の歯に止める金具が歯茎に食い込んでいて痛い場合。

フ)食後にいつまでも食ベ物が口の中に残っている場合。

8)水分でむせる場合。

9)食ベ物の噌好が変化した場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(暎下機能・座位姿勢含む)。

3)座位がうまく取れず飲みこみがうまくできない。

4)首の力が低下してきている場合。

5)寝ていることが多くなった場合。

6)体力不足が感じられる場合。

フ)うまく痩が出せない場合。

1)身体機能(呼吸器・循環器・口腔味下機能評価含む)。

2)精神機能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)

3)生活バランス(特に日中の活動量確認)、作業内容・作業方法の評価。

4)介護者ヘの支援方法の指導。

5)病状や服薬内容の確認、食事内容の確認、食事時の姿勢や環境(机やいすの高さ)評価。

6)声が小さい場合。

フ)口や顔の表情が乏しい場合。

1)スプーンを舌でどけてしまう。

2)噂下機能の評価や家族指導、環境調整が必要な場合。

わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサーピス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

理学療法士(会)
*寝てぱかのいる

傾向が目立つ

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

*声が小さくなっ

てきたことへの留

居宅介護支援事業者

むせることを怖が

る

各サービス提供者

意



連絡協議会くケアマとの確認・連絡調 2)介護者の体調や精神的負担などの確認

ネジャー>(会) 束女

9.本人の言葉が聞き取りにくかったの、会話が減ったりしてきた。

わむし歯で歯が痛んだり、歯周病で歯がグラグラしたり、噛み合わせが悪くなって入れ歯がガタガタすると、入
れ歯が安定しなくて発音が悪くなっている場合がある。

2)口腔機能の低下により、発音が不明瞭になっている場合がある。
*発音が不明瞭に

3)脳梗塞によの口腔機能に軽度の麻痩が出ている可能性がある。
歯科医師(会) なってきたことへ

4)むせや食ベこぼしがある場合。
の留意

5)飲み込みが上手くできない場合。

6)入れ歯が合わない場合。

フ)脳梗塞によの麻痩がある場合。

摂食・噂下が困難

な可能性

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

薬剤師(会)

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

発語異常発現の疑

い

看護師(看護協会)

栄養士(会)

わ抗コリン作用のある感冒薬、抗不安薬や頻尿の薬等により口渇を引き起こすことがある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

5)例えぱ口の筋肉がふるえたの、どもったりする場合、副作用が考えられる。

わ経過観察とともに多臓種との連携。表情筋の訓練や舌運動などの支援。

2)口の中に物を溜め込むことがある場合。

3)しゃべの方がいつもと違ってきている場合。

わ食生活の場で、摂食・味下機能の低下による症状を理解できるよう情報発信し、食事環境との関連を改善でき
るような対策を支援する。

2)栄養評価、他職種連携、水分補給、食事提供による脱水予防。

3)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、改善につなげる。

4)口が渇き、唾液がすくない場合。

5)むせることが多く、しゃべのにくそうな場合。

つ表情が乏しい。

2)舌苔がついている。

3)よだれが多くなる。

*しゃべり方に留

歯科衛生士(会)

意



理学療法士(会)

作業療法士(会)

4)食ベ物の噌好が変化してきた。

5)錠剤や粉剤が飲み込めない。

6)食事に要する時間が長くなってきた場合。

フ)水分でむせる場合。

8)食ベこぼしが目立つ場合。

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1小身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)。

3)声がかれたり、かすれている場合。

4)呼吸の仕方が悪い場合。

わ身体機能(呼吸器・循環器・口腔曠下機能評価含む)。

2)精神機能の評価(高次脳機能障害・認知症・精神疾患障害の評価も含む)

3)生活バランス件割こ日中の活動量確認)、作業内容・作業方法の評価。

4)病状や服薬内容の確認、食事内容の確認、食事時の姿勢や環境(机やいすの高さ)評価。

5)人見知りがあるような場合

6)もぐもぐして言葉を濁す場合。

わ言語機能面・認知機能面の評価

2)味下機能面の評価

*指示に従おうと

しない

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者各サービス提供者

連絡協議会くケアマとの確認・連絡調
束交ネジャー>(会)

20.入れ歯の具合が悪くなってきた。

*声が聞き取りに

<い

明らかな言語障害

歯科医師(会)

薬剤師(会)

*入れ歯が合って

いないような様子

わ状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認

体重減少で歯ぐきが痩せている可能性がある。

2)むし歯があったり、入れ歯が割れていたり、または入れ歯の上下の組み合わせが違う(新旧など)事がある。

3)入れ歯を支える歯が抜けたり、ぐらぐらして、入れ歯の安定が悪い可能性がある。

4)歯がグラグラしていたり、口腔乾燥症、口内炎や舌炎がある可能性がある。

5)入れ歯のことに関して訴えが多い場合。

6)入れ歯のことに関して無関心になってきた場合。

わ降圧剤のCa持抗薬による歯肉胞厚(歯肉が腫れる)等の副作用の可能性がある。

2)処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

医薬品の影響(コ

ンプライアンスが



看護師(看護協会)

悪い・副作用や効

き過ぎ等)による

歯肉肥厚発現の疑

い

栄養士(会)

*入れ歯に関する

訴えが多い

3)処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

4)一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

歯科衛生士(会)

介護食の相談の可

能性

1)歯科医に情報提供するとともに栄養状態の評価。

2)入れ歯のことに関して訴えが多い場合。

3)口の中のことに関して訴えが多い場合。

1)歯科医の紹介と連携をとの、本人の程度を把握して、食事形態を確認して提供する。

2)栄養評価、他職種連携、唄曙状況把握と食事提供。

3)摂食機能変化(食欲、食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)を把握し、改善につなげる。

4)入れ歯の不具合のために食事摂取が不十分な場合。

5)入れ歯のために食事内容が偏っている場合。

わ話をしていると口の中でカタカタと音がする。また話す時、いつも口に手を当てる。

2)食事の時間が長い。

3)食ベ物の噌好が変化してきた、食事量が減少した。

4)義歯をはずしていることが多い。

5)病後、体重が減少した。

わりハビリ中、口をもぐもぐさせている場合。

2)りハビリ中、口の中のことに気をとられている場合。

1)口腔内状態の確認(傷の有無)、他臓種ヘの連携。

2)入れ歯がいつも汚れた状態である場合。

3)入れ歯のことに関して無関1山になってきた場合。

つ暎下が下手になった場合

2)言語症状の悪化の有無や内容などの評価が必要な場合。

理学療法士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

作業療法士(会)

言語聴覚士(会)

*口をもぐもぐさ

せるぱかの

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

*入れ歯に関心が

ない

食事が取れない

各サービス提供者

との確認・連絡調
1)状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサーピス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的負担などの確認
整



1.介護をしている人(家族・同居人など)について留意すべきこと

【普段と比ベて、家の中が雑然としてきて、患者の世話に手抜き(ネグレクト)や虐待が疑われるようで、あざがあったり、ときには介護を

する人が、なげやのな態度を見せるなど、「おやっ」「あっ」と思うことがある)

(わ介護をする人の疲労や活力の低下、不安がみられること

21.介護をしている人の愚痴が多くなってきた。

観察するときの
相談できる臓種

注意

食事介助の方法、

調理指導の支援

歯科医師(会)
*食事支援が乱暴

である

具体的な項目

わ介護者の食事(食事時間の異常な延長等)や口腔ケアの介助、義歯の脱着→先争が介護者の大きな負担になっ

ている可能性がある。

2)口腔機能の低下や岨曙機能の低下はないか。

3)食事の時、食ベさせ方や食ベる順番が本人の意思や好みと違うと、自分の意思通のにして貰えないことへの不

満を募らせて、介護者につらく当たることが多くなる。

4)利用者の入れ歯の手入れが面倒になったなどという場合。

5)利用者の口の中をきれいすることがいやになったなどという場合。

6)食事の介助を拒否されるようになった場合。

1)介護者の処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

2)介護者の処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

3)介護者の一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

4)利用者の薬の管理が煩わしくなったなどという場合に疑う。

5)薬を丁寧に仕分けして飲ませことが面倒に恋ってきたなどという場合に疑う。

1)介護相談、レスパイトサービスの利用などケアマネジャーへの情報提供。

2)介護する人が利用者の病気、介護に関するいろいろなことをいう場合。

3)介護する人が自分自身のことを含めて、毎回とりとめのないことを漠然という場合。

4)介護する人が肉体的疲労(疲れ)を口にする場合。

5)介護についての不安を話す場合。

6)急、に無口になってきた場合。

1)訪問した時に本人の役割を、説明して理解してもらう。

2)本人のできる力を生かしてもらうことが家族と本人が元気になるコツ(例全介助でなく食事の一部介助、 ADL

薬剤師(会)

看護師(看護協会)

介護者の服用薬等

の影響の可能性

栄養士(会)

*支援とぐちが混

在している



歯科衛生士(会)

介護者・要介護者

ともに

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

理学療法士(会)

の一部介助)。

3)栄蓋評価、調理・介助状況(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)、排池状況。
4)利用者の食事が3度も毎回手間隙がかかるなどという場合。

5)利用者の排池物の処理が汚くていやなどという場合。

わ要介護者に対して口腔ケアをしなくなった場合。

2)食事介助時に要介護者の食ベ方などを見ずに機械的に介助している場合。

3)訪問者を疎ましく思うような気配がある場合。

4)介護者から口臭を感じる場合。

作業療法士(会)

*りハビリを任せ

きのにする

言語聴覚土(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

22.介護をしている人が、

わ原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能.座位姿勢含む)。
3)介護者の筋力低下など運動機能が低下してきた場合。

4)利用者のりハビリ付添、見守り、相談などが少なくなってきた場合。

5)利用者のりハビリに関して、効果がないなどの否定的なことをいう場合。

つ身体機能・精神機能の評価(口頭でのアセスメント)。

2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価(口頭でのアセスメント)。

3)利用者と他の人と会わせないような対応がある場合。

4)家の中が雑然としてきている場合。

わ介護者の愚痴が増えた場合。

2)りハビリへの要望を言われなくなった場合。

*他人との交わり

を拒む傾向

リハビリに無関1山

各サービス提供者

との確認・連絡調

歯科医師(会)

緊急時ヘの不安を言うようになってきた。

D 口腔内の不安はかかりつけ歯科医師に相談し、食ベられない時は義歯を作るぱかりではなく、口腔機能の現状
を診断して、食形態の変更を指示する事もある。

2)誤味ヘの不安はかかのつけ歯科医師に相談。

3)口および周囲から血がでている場合。

4)自然に歯が抜けてしまいそうな場合。

*口腔に関する緊

急時のことをいう

1)状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的な不安などの確認と、休息をとるためのサービスの調整
整



薬剤師(会)

看護師(看護協会)

介護者の服用薬等

の影響の可能性

5)食ベ物が喉に詰まったり、窒息の可能性がある場合。

6)夜間などに歯痛を訴える可能性がある場合。

わ介護者の処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

2)介護者の処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

3)介護者の一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

4)救急のときに服用する薬にこだわってきている場合に疑う。

5)薬を丁寧に仕分けして飲ませことが面倒になってきたなどという場合に疑う。

わ介護相談、 24時間緊急時対応。

2)肉体的な苦しさなどいろいろなことをいう場合。

3)医師は必ずきてくれるかなどを執勘に聞く場合。

わ精神的ストレスがある場合等不安感が出ることもあり、訪問して対話を持つ。

2)できることから情報提供をしていく。

3)栄養評価、嘔吐、誤暎の恐れ判定、他職種との連携を把握し、改善につなげる。

4)介護する人が、利用者が食事を食ベないとどうなるかなどを聞いてくる場合。

5)介護する人が利用者の排池が少ないことをさかんに聞いてくる場合。

1)夜間や就寝時に無意識にはずすことが多いので、シーツ、枕カバー、パジャマなどペッドや身体周辺を探す。

2)昼間は衣服のポケット、椅子の座面やクッションの間、居室内、トイレの中などを探す。

3)部分床義歯あるいは下顎総義歯も飲み込むことも多いので、まずは本人の咽頭を確実に覗き込む。

4)周辺には見つからず、咽頭も目視で見えなけれぱ、念のため受診してレントゲン撮影で体内にあるか確認する

5)むし歯、歯周病と思われたら歯科受診。

6)義歯の金具が歯肉に食い込んでいる、義歯がはずせない、などは歯科受診。

フ)むし歯で折れた歯が舌や粘膜を傷つけている場合は歯科受診。

8)顎の関節が外れた、口が閉まらない、などは歯科受診。

9)義歯を紛失して、食ベにくくなった場合。

10)口の中で痛いところがある場合。

1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(味下機能・座位姿勢含む)。

3)介護の負担が大きくなっている場合。

4)相談相手が減ってきている場合。

栄養士(会)

*肉体的な苦しさ

の緊急時ヘの対応

おいしく食ベるた

めの食環境での支

援

歯科衛生士(会)

口の中からの出血

口の中の痛み

義歯装着の有無

理学療法士(会)
*1山肺ヘの緊急時

への対応



5)介護する人が利用者のりハビリを無視する場合。

6)ときにりハビリの邪魔をしたり、効果がないなどの否定的なことをいう場合

つ身体機能・精神機能の評価(口頭でのアセスメント)。

*精神的な緊急時 2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価(口頭でのアセスメント)。
作業療法士(会)

への対応 3)介護する人が利用者と他の人と会わせないような対応がある場合。

4)精神的な苦しさをいろいろという場合。

わ悪い状況になっても無口となる。
言語聴覚士(会) 緊急を理解しない

2)介護の負担感や利用者の状況についての訴えがほとんどない場合。

居宅介護支援事業者各サービス提供者、、.、、、、_、、,、
連怒協議△くケアマとの確課.連郷調)の 6脚うノスンの必に脚じサース担当者本砥(カンファレンス)とサービス調整を行う。

、゛、_△敕 2)介護者の体調や精神的な不安などの確認と、休息をとるためのサービスの調整ネジャ_>(会)整ノ6冥 6゜月 6脚、,」、こ一 60=
(2)介護する人や身近な人を無視する傾向がみられること

23.介護をしている人に、なげやのな態度がみられるようになってきた。

観察するときの
相談できる職種

注意

看護師(看護協会)

介護者の服用薬の

影響の可能性

栄養士(会)

*「我関せず」の

!ヨ、貫1^1

必要に応じての調

歯科医師(会)

薬剤師(会)

*口腔に無頓着な

傾向

具体的な項目

わ口臭が悪化したり、口腔内を見せない行動をとる場合は、かかりつけ歯科医師に相談。

2)食事の時、食ベさせ方や食ベる順番が本人の意思や好みと違うと、自分の意思通りにして貰えないことへの不

満を募らせて、介護者につらく当たることが多くなる。

3)介護する人が入れ歯を放置する場合。

4)口の中の清潔を放置する場合。

5)食事介助の時、介助者の食ベさせる順番、量、タイミングなどが本人の希望と違う場合。

1)介護者の処方せん医薬品や一般用医薬品(市販薬)、健康食品による副作用や効き過ぎの確認を行う。

2)介護者の処方せん医薬品の場合は、処方の変更を医師に照会する。

3)介護者の一般用医薬品や健康食品の場合は、適宜アドバイスを行う。

4)薬の与え方がいい加減になってきている場合に疑う。

1)経過観察をし、必要時には多臓種と情報共有し連携を図る。

2)家の中にごみが一杯溜まってきているような場合。

3)介護する人が詳細を話すことをいやがるように恋ってきている場合。

わ他職種連携して情報を共有し、介護者の疲れを取る時間を作る公的機関の情報提供をする。



2)栄養評価、他臓種連携を把握し、改善につなげる。理指導の支援

3)調理・介助状況(食事形態・食事回数・摂取量変化、食事介助状況)、排池状況を把握し、改善につなげる。

4)食事の提供が、犬や猫に与えるような振る霧いがある場合。

5)食事内容を考えずに、あるものだけで済ます傾向がみられる場合。

わ口腔ケアを拒否する、介護抵抗する、などがある場合。
口の中の汚れ

2)1山身の不活発病による口腔内の不潔、口臭などがある場合。
歯科衛生士(会) 口臭の有無

3)義歯を使わなくなった場合、あるいは義歯をはずすことを拒否する場合。
義歯装着の有無

4)介護する人が口腔ケアをしなくなった場合。

1)原因は、病状の悪化・廃用症候群の進行・住環境、介護環境の不適。

2)対処は、1山身機能の再評価・住環境・介護環境の指導・運動指導等(噂下機能・座位姿勢含む)。
*理学療法士に怒

3)介護の負担が大きくなっている場合。理学療法士(会)
りをぶつける

4)介護する人のりハピリへの関心が除凡に薄れてきている場合。

5)りハビリ中に介護する人が理学療法士や利用者を怒ったり、怒鳴ったのする場合。

わ身体機能・¥剤耕幾能の評価(口頭でのアセスメント)。

2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価伯頭でのアセスメント)。*全てを世の中の
作業療法士(会)

3)介護する人が利用者と他の人と会わせないような対応がある場合。せいにする

4)日常生活のみならず、世間的なことなどあらゆることに否定的な言動がみられる場合。

1)全くと言っていいほど話をしない場合。

2)介護者の負担が増えている場合。
無口に注意言語聴覚土(会)

3)利用者の要望が介護者ヘ伝わらず、ストレスがたまっている場合。

4)言語機能、認知機能、味下機能の評価。

状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を居宅介護支援事業者各サーピス提供者わ

連絡協議会くケアマとの確認・連絡調 イ丁つ。

介護者の体調や精神的負担などの確認ネジャー>(会) 東女 2)^

24.介護をしている人が、虐待をしているかもしれないと、感じられてきた。

わ口腔衛生状態の悪化・放置はネグレクトの可能性がある。

2)口腔ケア不良・歯科疾患増悪はーつのサインとなる。*口腔周囲を丁寧
歯科医師(会)

3)介護する人が利用者の入れ歯を放置する場合。にみる

4)利用者の口の中の清潔を放置する場合。



薬剤師(会)

看護師(看護協会)

*明らかに不適仞

な投薬

栄蚤士(会)

*利用者と介護す

る人の態度がチグ

ハグ

わ介護する人が薬の管理を放置する場合に疑う。

2)利用者ヘ薬を飲ませていなように感じられる場合に疑う。

わケアを通して情報収集をし、適句な対応をする。

2)要介護者及び介護者ヘの支援。

3)利用者の意外なところに傷や発赤がみられる場合。

4)利用者の身の回のの世話をしないように感じられる場合。

つ他臓種連携して情報を共有し、介護者の疲れを取る時間を作る公的機関の情報提供をする。

2)栄養評価、他職種連携を把握し、改善につなげる。

3)介護する人が食事や水分を十分に提供していないと感じられる場合。

4)排池物の始末を放置していると感じられる場合。

わ食事量が減っている、明らかに残食が多い=口の機能に適した調理がされていない。

2)唇や舌が渇いた感じがある=水分補給が十分になされていない。

3)口から血が出ている=顔をたたいた時に口の中が傷つくことがある。

4)口の中が不潔になっている場合。

5)義歯がはずされたままになっている、あるいははめたままになっている場合。

わ介護する人が利用者のりハビリを無視する場合。

2)ときにりハビリの邪魔をしたり、効果がないなどの否定的なことをいう場合。

わ身体機能・¥献僻幾能の評価(口頭でのアセスメント)。

2)生活バランス・作業歴・作業内容・作業方法の評価(口頭でのアセスメント)。

3)介護する人が利用者と他の人と会わせないような対応がある場合。

4)利用者が打ち解けてこない場合。

1)無言の抵抗のように感じられる。

2)介護者から訪問者ヘの挨拶や声かけがほとんどみられない場合、または介護者が不在。

歯科衛生士(会)

食事の様子を観察

し食事内容につい

て支援

理学療法士(会)

口の中の汚れ

口臭の有無

義歯装着の有無

作業療法士(会)

*思わぬところに

あざがある

言語聴覚士(会)

居宅介護支援事業者

連絡協議会くケアマ

ネジャー>(会)

*なんとなくオド

オドしている

無言に注意

各サービス提供者

との確認・連絡調
1)状況の確認から再アセスメントの上必要に応じサービス担当者会議(カンファレンス)とサービス調整を行う。

2)介護者の体調や精神的な不安などの確認と、休息をとるためのサーピスの調整
整





参考資料 3

連携りスト:医師

.コーディネーター/連絡先

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4
住所

住所

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

T肌

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

T恥/'FAX

住所

住所

住所

住所

10

診療時間

FAX

住所

連絡方法

直接電
話また
はF麒

する

(不可曜日

^

(不可曜日

機能[ 0:可(有)

i^ー

(不可曜日

ターを
通す

^

往ao

(不可曜日

24時間
対応

担当者:

X :不可(無)

゛^

(不可曜日

看取り

一^

併設施
設

(不可曜日

一^

(不可曜日

△:不明]

i^゛

(不可曜日

^

(不可曜日

i^

(不可曜日

^

一
イ
一

コ
デ
ネ



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

コメント

コメント

コメント

4
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

10
コメント



連携りスト:歯科医師

.コーディネーター/連絡先

Ξ0療
所番
号

歯科診療所名

住所

住所

住所

4
住所

住所

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL:

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

T乱/FAX

住所

住所

住所

9
住所

10

診療時間

FAX:

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

住所

連絡方法

直接電歯科医
話また師会連
はFAX 携室を
する通す

(休診日

一^

(休診日

機能[ 0

i^゛

(休診日

訪問歯
科診療
対応日

一^

可(有)

在宅療
養支援
歯科診
療所

(休診日

居宅療
養管理
指導

担当者:

X :不可(無)

'^

(休診日

i、ー,

連携事
業所

(休診日

^

(休診日

△:不明]

^

q木診日

.^ー

(休診日

i^

(休診日

^



Ξク療
所番
号

機能(サービス対応)一覧

コメント:

コメント

コメント

4
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

10
コメント



連携りスト:薬剤師

.コーディネーター/連絡先

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4
住所

住所

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

T肌

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL/"FAX

住所

住所

※まず、かかりっけ薬局(薬袋に記載のある薬局)にご相談ください。

住所

住所

W

開局時間

F腿

住所

連絡方法

直接電
話また
はFAX

する

(定休日

一^

(定休日

機能[ 0

居宅療
養管理
指導の
算定

^

(定休日

ターを

通す

^

可(有)

(定休日

麻薬処
方せん
の応需

担当者:

X :不可(無)

認知症健康介
サポー護まち
ターのかど相
薬剤師談薬局

^

無菌注
射の調

製

(定休日

i.^゛

(定休日

一^

(定休日

△:不明]

i^'

(定休日

^

(定休日

一^

(定休日

i^.

一
イ
一

コ
デ
ネ



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

コメント

コメント

コメント

4
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

10
コメント



連携りスト:管理栄養士

.コーディネーター/連絡先:

施設
番号

施設名・氏名

住所

住所

住所

4
住所

住所

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

T乱

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX

T乱/nx

住所

住所

住所

住所

10

営業日

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

住所

連絡方法

直接電
話また

はFAX

する

機能[ 0:可(有)

居宅療

算定ターを
通す

担当者:

X :不可(無)

治療
(療養)礁下食
食の指の指導

導

△:不明]

連携事
業所ヘ
の個別

低栄養
への食
事指導

;
よ
ヒ
日

た
団
導

ま
集

士
格

導
資
者

指
有

の
ヒ

問
導

雪一
イ
一

コ
デ
ネ



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

所属先

担当者名

所属先:

担当者名

所属先

担当者名

4
所属先

担当者名

所属先

担当者名

所属先

担当者名

所属先

担当者名

所属先

担当者名

所属先

担当者名

10
所属先

担当者名



連携りスト:歯科衛生士

.コーディネーター/連絡先

施設
番号 施設名・氏名

住所

住所

住所

4
住所

住所

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL

勲X

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

T肌

FAX:

TEL :

FAX:

TEL/'、F腿

住所

住所

住所

住所

10

対応可能時間

*かかりっけ医がある場合は、連携先に注意する

担当者:

機能[ 0:可(有) X :不可(無)△:不明]

診療補
居宅療ム,_ 0ク
養管理口腔清機能訓暎下訓助(歯連携事
指導

同行)

住所

連絡方法

直接電
話また

はFAX

する

(不可曜日

^

(不可曜日

i^ノ

(不可曜日

ターを

通す

^

(不可曜日

'^

(不可曜日

i^J

(不可曜日

i^゛

(不可曜日

i^

(不可曜日

'^

(不可曜日

^

(不可曜日

一^

一
イ
一

コ
デ
ネ



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域

関係する診療所(所属先)

4
訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)

10
訪問可能地域:

関係する診療所(所属先)



連携りスト:看護師

.コーディネーター/連絡先

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4
住所

住所

住所

T肌/'FAX

TEL

FAX:

TEL

nx:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TE上

FAX:

TEL

FAX

TEL

FAX:

TEL

FAX:

住所

住所

住所

営業時間

10

FAX:

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

住所

連絡方法

直接電
話また

はFAX

する

(不可曜日

^

(不可曜日

機能[ 0:可(有)

^

(不可曜日

ターを
通す

緊急時
対応

i^J

(不可曜日

看取り
への対

応

担当者:

X :不可(無)

^

緩和ケ
アへの

対応

(不可曜日

゛^

精神対
応

(不可曜日

'^

小児対

応

(不可曜日

△

^

不明]

人工呼
吸療法

(不可曜日

一^

(不可曜日

ー、ノ

(不可曜日

'^

一
イ
一

コ
デ
ネ



施設
番号

コメント

機能(サービス対応)一覧

コメント

コメント

4
コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

10
コメント



連携りスト:理学療法士

.コーディネーター/連絡先

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4

住所

住所

TE上/、nx

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL

nx:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

T乱

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX

住所

住所

住所

nx:

診療時間(営業時間)

住所

10
住所

(休診休業日

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

担当者

機能[ 0:可(有) X :不可(無)△:不明]
連絡方法

直接電
話また
はFAX

する

"^

(休診休業日

^

q木診休業日

連携室
等を通
す

一^

(休診休業日

入院施
設りハ

^

訪問リ
ノ＼

(休診休業日

ー、J

デイケ
ア

(休診休業日

デイ
サービ

ス

一^

(休診休業日

外来リ
ハ(医
療)

i^

(休診休業日

連携事
業所

i.、ー,

(休診休業日

特定疾
患等

^

(休診休業日

i^



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

4

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

10

所属機関機能種別



連携りスト:作業療法士

.コーディネーター/連絡先

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4
住所

住所

TEL

FAX:

T肌

FAX:

TEL

FAX

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL:

FAX:

TEL

FAX:

T肌/F脳

住所

住所

住所

診療時間(営業時
間)

住所

10

FAX:

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

住所

連絡方法

直接電
話また

はFAX

する

(休診休業日

一^

(休診休業日

機能[ 0:可(有)

゛^

連携室
等を通
す

(休診休業日

入院施
設りハ

^

(休診休業日

訪問リ
ノ＼

担当者:

X :不可(無)

J^゛

(休診休業日

デイケ
ア

^

デイ
サービ

ス

(休診休業日

^

外来リ
ハ(医
療)

(休診休業日

△:不明]

J'^"

連携事
業所

(休診休業日

^

特定疾
患等

(休診休業日

i^ー.

(休診休業日

.^



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

4

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

所属機関機能種別

10

所属機関機能種別



連携りスト:居宅介護支援事業者

.コーディネーター/連絡先:

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4
住所

住所

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX

T肌

FAX:

TEL :

FAX:

TEL

FAX:

TEL

FAX:

T肌/FAX

住所

住所

住所

住所

10

営業時問

硲X:

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

住所

連絡方法

直接電
話また

はFAX

する

(不可曜日

ー、ー

(不可曜日

機能[ 0:可(有)

'^

(不可曜日

ターを
通す

24時間
対応

ー、ノ

(不可曜日

事業所
加算
1 ・Ⅱ

担当者

X :不可(無)

^

ケアマ

ネ基礎
資格

(不可曜日

i^

主任ケ
アマネ

(不可曜日

.^

併設事
業所

(不可曜日

△

゛^

不明]

(不可曜日

゛'、ノ

(不可曜日

i^

(不可曜日

一^

一
イ
一

コ
デ
ネ



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

サービス提供地域:

サービス提供地域

サービス提供地域:

4
サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:



連携りスト:言語聴覚士

.ローディネーター/連絡先

施設
番号

住所

施設名

住所

住所

4
住所

住所

i^"

T肌/、FAX

住所

住所

住所

住所

10

営業時間

nX

*かかりつけ医がある場合は、連携先に注意する

担当者

機能[ 0:可(有) X :不可(無)△:不明]

住所

連絡方法

直接電
話また

はFAX

する

(休診休業日

i^

^

(休診休業日

(休診休業日

^

(休診休業日

通す

i'^ー

(休診休業日

一^

(休診休業日

一^

(休診休業日

^

(休診休業日

^

(休診休業日

'^

(休診休業日

を

一
イ
一
一

コ
デ
ネ
タ

E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E
A



施設
番号

機能(サービス対応)一覧

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域

4
サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域:

サービス提供地域

サービス提供地域:

10
サービス提供地域:





'

""'・""""""""""'・"""""'・"""""ケノマ才ソヤー・己載欄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

年 月 日

0 オヤツ?とCard情報・所見(各項目の状態の箇所に0)

状態項目 項目

A (全身) ↑ G(口腔機能)・^

B (ADL) ↑ H(うつ症状)・^

C (運動機能) →↓↑ 1(介護者)

D(閉じこもの)→↓↑ ・^、

E (認知症) →↓↑

F (低栄養) →↓↑

'

_ノ

0モニタリング結果

①目標の達成度

③満足度

/一

==.仙

(①から④の該当部分に0)

}達成・継続中・未達成

}満足・普通・不満足

＼、

一三一.

==..

状態

変わらない

悪くなっている

良くなっている

②実施状況

④計画の変更

好調・概ね順調・不調

あの・なし

＼

,
=

=

↓
↓

=

二

↓
↓
↓

↓
↑

↑
↑
↑





参考資料 5

事伊上83歳独居女性要支援2

模擬事伊検討・シナリオモデル前編

rX県A市→息子夫婦のいるY県B市ヘJ

既往歴

以前から全身の庠みがあり、とくに左下肢が強い(近医皮膚科受診中)。

10年程前から軽度の腰痛あり、 4年前に狭心症(近医内科受診中)。

D 周囲の状況:要支援2

日常の食材などの買い物は近くの娘夫婦が支援し、食事は基本的に本人が調理

するが、一部は娘が差し入れている。認知症はないと思われるが、難聴あり。

iD QOL :腰痛強く、全身の皮膚湿疹によるかゆみがあり、不眠もある。活

気がなくなってしゃべることが減り、少し抑うつ傾向を認める。訪問介護によ

る入浴支援を週2回と家の掃除や買い物を週1~2回受けていたが、2週間ほど

前から歩けなくなってきた。この時点でX県A市からY県B市ヘ移動させ、息

子夫婦の家で面倒をみる。

血)患者の意向:本人は息子夫婦宅ヘの移動を了解し、杖を使って歩行できる

ようになることを希望する。

ル)医学的適応:A 市内科かかりつけ医は、腰椎の圧迫骨折と診断し、入院な

どの積極的治療はかえって本人に苦痛を与える懸念を示す。また全身のかゆみ

は、同じく A市の皮膚科かかりつけ医をときどき受診中である。外用薬は、起

床時にフランドルテープ 1枚(約4年前に狭心症を発症し治療続行中)とモー

ラステープ30m牙1枚(腰痛症)を、全身の庠い部位はオイラックス軟膏(保湿

邦D と庠み強いときにはステロイド軟膏を処方されている。内服薬は朝食後、

ジルチアゼム1錠(心臓の薬)、ユベラ 1包、イルソグラジンマイレン1錠(弱

い胃薬)、偶数日はフルイトランν2錠(利尿剤)、昼食後ユベラ 1包、夕食後

ハイベン1錠(鎮痛剤)、ランソプラゾール1錠(強い胃薬)、また必要に応じ

て酸化マグネシム0.58(便秘)を服薬し、殆ど自己管理可能である。体重27k今。

上顎は総入れ歯、下顎は部分入れ歯で、 1週間に1~2度程度外れる。



既往歴

以前から全身の庠みがあり、とくに左下肢が強い(近医皮膚科受診中)。

10年程前から軽度の腰痛あり、 4年前に狭心症(近医内科受診中)。

A市ヘ戻り約10日後激しい下痢を訴える。

模擬事伊検討・シナリオモデル後編

「Y県B市→娘夫婦のいるX県A市ヘ」

前編に続いて「既往歴~現病歴ヘ」

D 周囲の状況:要支援2

シヨートステイを利用しながら、 Y県B市における回復はよく、約 1力月半の

滞在で、再びX県A市に戻る。約3週間後突然強い下痢が2~3日続き、ベッ

ド上に寝たきりとなる。失禁状態、おむつ使用のため、区分変更を申請した。

iD QOL :食欲不振が強く、食事摂取量(喫食量)も低下した。全身状態は

悪化の一途で、さかんに症状に対する不安を訴える。 A 市かかりつけ医の往診

を受けて相談の上、看護小規模多機能型居宅介護を利用する。家族は死もやむ

をえないと了承する。

血)患者の意向:何とか排便排尿だけは自分で行いたい、食欲はないが好きだ

つたお寿司が食ベたい、ベッドに掴まって起き上がりたい希望。

iv)医学的適応:発熱(37・5度)、脱水が顕著となり、点滴、抗生物質の投与、

内服薬は辛うじて服用する。かかりつけ医の往診頻繁に行われる。かなり積極

的な治療が開始され、徐々に回復の兆しが見られる。 B 市滞在中の検査結果、

総蛋白 7.0今、アルブミン4.4今、赤血球数383万、ヘモグロビン 102g、ヘマ

トクリット 312%、軽度貧血で他の値ほぼ問題なし。約1力月後のA市におけ

る検査値は、総蛋白 52今、アルブミン29今、赤血球数402万、白血球数5600、

ヘモグロビン 10.78、ヘマトクリット 333%、 CRP2.8m今、クレアチニン値

0.47m今/dL、カリウム 2.9mEq/1、カルシウム 8.1m創田で、炎症反応、脱水、

貧血、電解質バランス異常、低蛋白の状態であった。なお、 B市滞在中の全身

庠みのうち、左下肢は皮膚癌の疑診となるも結果的に可能性は薄いということ

で経過観察中である。ステロイド軟膏と保湿剤の混合で対応している。





参考資料

《前編》

通し番号

6

周囲の状況

Q職能団体 Q

1 栄養士会

2看護協会

日常の食材などの買い物は近くの夫婦が支援し、食事は基本的に
本人が調、一部娘の差し入れあり→調理や差し入れの内容につい
て、また、それらの摂取状況はどの程度ですか?

難聴があります。受診時などコミュニケーションに支障はありま
せんか?

3看護協会

4看護協会

独居で、
したか)

5看護協会

毎日どのように過ごし、外出はできますか(できていま
?

通院はどのようにされていますか?

6看護協会

息子さん夫婦は介護の経験がありますか?

7看護協会

難聴のため、何度も聞き返します。聞こえていなくても聞こえた
振りをしています.受診は一人で行っていますが、先生の話が聞
こえているのか心配になります.

近医には自己受診をしていました。歩行困難になってからは、娘
が通院介助をしています。

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

8看護協会

9看護協会

娘は、週に1~2回訪問します.通院介助も必要になっています
が、これ以上の訪問は困難です.負担感が強いです。

10理学療法士会一人での外出はできないか

らに、

"'゜"" 1゛"'
先生の言葉がはっきり聞こえなくても聞こえている振りをしていま

娘が付き添って杖歩行30分程度です(でした) 0

息子夫婦は介護が初めての経験。その土地の介護サービスの情報
もないので不安です。

A

11理学療法士会重いものが持てないか

事例提示者

A 食事摂取内容から摂取栄養素等を算出します。
を算出します。

12理学療法士会自宅内で転倒しやすいか

診察のとき、
す。

13理学療法士会外出を嫌がったり、閉じこもりがちになってきたか

週に1~2回程度、

14 愛介連

一人で行っていましたが、歩けなくなったので娘の私と一緒に受診しています。

X県A市からY県B市(息子夫婦の家)
の地域の情報が不足しています

介護は初めてです。

ご家庭での日頃の体鯛や生活の状況を把握しているので情報提供するなど、医師と

連携をとることができます. 1

必要な栄養量と過不足

0

状態が変わった場合は、ケアプランの修正を介護支援専門員(ケアマネジャー)に
相談しましょう.ケアマネジャーに情報提供します。
介護支援専門員との連携

ADLの低下、今までできていたことが徐々にできなくなると、家族にとっても介
護が負担になってきます。介護支援専門員との連携をします。

イエローカー
ド該当項目

ヘ移動について(ω Y県B市
このままでいいでしょうか

介護支援専門員が転出先の地域包括支援センターなどに連絡して、調整します.

一人で外出できないことを「寝たきり」と言います.言い換えれば閉じこもりのこ
とです.環境因子として隣人や配偶者の死、心身機能として、握力の低下や歩行能
力の低下がる.握力の検査や歩行速度の検査が重要.外出が可能な歩行速度は10m
を20秒以内です。

握力の検査

F-1

レベル

(W, X,Υ, Z

0

対応可能
(0△
X)

0

バランスの検査(片足立ち等)、住環境の整備の評価

フレイルノ兆候の有無と通所サービスの導入{運器機能向

(A)そこでの滞在期間にもよりますが、
更を検討することを提案します

Y県B市の居宅介護支援事業所に担当の変

CI0、

CI0、

CI0、 11

0

D12

0

J-29

0



《前編》

通し番号

周囲の状況

Q職能団体 Q

15作業療法士

16作業療法士

活気がなくなっています。どんなことが考えられますか?

どこにも行きたくないと言います.
外出する(したい)場所の創出をどうすればよいか?

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

作業療法士会

A

家具の配置や,テレビなどの家電,トイレなどの設備が新しくなるだけでも,でき
ないことが増えたり,近しい人が亡くなったり,入院する等,死を意識される出来
密があったり,今までになっていた役割が無くなってしまうと,大きなストレスに
なります. F13,14
抑うつに要因は多様で,目に見えて分かりにくいですが,いつもしてぃたことをし
なくなったり,楽しめないときがサインになります.そんな時にはお声掛けくださ
い.

ご本人の強みを把握し、環境と結びつけることが重要です。
自分が生産的になる・自分が行けて楽しめる場所の提供、紹介などといったコー D9、 F13,14

ーを、ス・フと'ーいま

作業法士会
ケアマネ
地 センター

Y, Z

イエローカー
ド該当項目

レベル
(W, X, Y, Z

0

対応可能
(0△
X)

Y, Z 0



《前編》

通し番号

QOL

Q職能団体

1 栄養士会

Q

2栄養士会

2週間前から歩けなくなった→調理するための体力があるのか?

3看護協会

活気がなくなって、しゃぺることが減り、抑うつ傾向に伴い、食欲はあるの
カ、?

腰が痛く、動きに制限があり、足腰が弱っていますが、具体的な対応を理学
療法士に相談しましょう。理学療法士に観ていただき、りハビリ評価をして理学療法士会
いただきます。

4看護協会

5看護協会

不眠.昼問は活動することもなく、寝て過ごしている。

6看護協会

全身の掻庠感があっても、入浴も面佳功札吋巨否する。

7理学療法士会転倒の有無

皮が庠いです。

8看護協会

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

いつから外出ができなくなりましたか?

9看護協会

A

歩行困難な状態が変化していますが、要支援2のままでよいでしょうか?

A 調理が困難になった場合には、食材の内容は、調理をしなくても
食ベられるような食材の提案を行ないます。

10言語聴覚士会喋ることが少なくなり、少し抑うつ傾向を認める.

A へルパーや本人や家族に食材の残りなどを確認します。

理学療法士として、どのような姿勢もしくは作で腰痛が出現するか
を確認し、痛みが軽減するような姿勢や動作を助言します.また、 足
腰が弱っている場合は、自宅でできる簡単な運を提案します.」'

11 作業療法士
母は高齢です.
無理にでもりハピリをして歩かせる必要はあるのでしょうか?

なぜ、面倒と感じるのか?その気持ちを探ります。安全に生活できる
ように環境を整えたり方策を考えます.必要時には、理学法士に身
体評価を依頼します.介護支援専門員(ケアマネジャー)ヘ情報提供
し、サービス内容や福祉機器の相談をします.

清潔ケアや塗薬.入浴方法について介護支援専門員【ケアマネジャー)
を通じ、訪問介護員(ヘルパー)に、入浴介助の方法を助言したり、皮
科医、薬剤師ヘの情報提供。

理学療法士会

愛介連

イエローカー
ド該当項目

運動機能検査とバランス検査

看護協会

訪問りハビリテーションにより、外出困難、閉じこもり傾向の改善を
お願いできます(できました)。

状態に合わせて、また医師、理学療法士に確認して、ケアプランの計
画変更、今後の介護保険サービスの区分変更を提案します(しまし
た).

看師は、腰のみの程度、制限などを観察し、楽になる方法
(体位や晃法など)で、苦痛の軽'を図ります。また、医師や、介護

支援専門員にも相談し、理学療法士等りハビリ職とも連携します。

レベル

(W, X, Y, Z)

理学療法士会

F-1

医師会

対応可能
(0△
X)

0

外出時は、車いすの利用を勧めます。

作業療法士会

0

難聴の進行の可能性がある場合は、補聴器の検も考慮。

歩くことは生活の基盤になり非常に大切です.また、栄養状態がしっ
かりしていてこそ歩く力が戻る(身体機能の改善)と思います.たん
ぱくやカロリー摂取を確認し、ご本人の体力に併せて活量を戻して
いきましょう.まずは身近なところでご本人が興味を示される活動を
全・心してできるプログームをえでいきまし

CI0、 11

0

D12

0

B-9

0

0

0

D

B, C, G



《前編》 QOL

通し番号 Q職能団体

作業療法士

Q

13言語聴覚士会以前よりも会話が通じなくくなりましたか?

作業療法士会
歩行困難の改善を図りたいと思いますが、何から始めたら良いでしょうか?ヘルパー

ケアマネ

しゃべることが少なくなったのは薬剤の副作用で唾液分泌が低下したのでは
14歯科衛生士会ないでしょうか?

またの目厶で号がにくくなっていないでしうか?

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

A

現在は歩行が不安定な状態で、お一人での活だと倒の可能性があ
りますね.

そのため、家の掃除や外出支援といったサービスの中にご本人も参加
していただきましょう.

例えば、スーパーまでは車いすでへルパーと行き、店内は力ートを押
していていをしましう

薬剤師会
歯科医師会

"'生士

難聴が進んでいる場合は、補聴器の装用も考慮します。

イエローカー
ド該当項目

B, C, D

レベル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

0



《前編》

通し番号

患者の意向

Q職能団体 Q

栄養士会
「杖をつかって歩きたい」希望をかなえるためには、 ADLを維持する必

要がある。ADLを維持するためにも栄養状態はどう
なのか。

2看護協会 杖を使って歩きたい希望をどのように支援しますか(しましたか)?

3看護協会 転出先の息子の家は介護環境が整っているだろうか?

4愛介連
息子宅ヘ移動し、杖歩行できるような希望をどのように支援しますか
(しましたか)?

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

歩くために必要な栄養は、十分補われていますか?体重減少や、食事
量の減少、食事中のムセはありませんか?

6作業療法士

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ^^、

看護協会

歩きたいと口では言うが、歩こうとしません.
どうしたらいいのでしょうか?

訪問りハのスタッフが来るときは頑張るけど、他の日は何もしようと
7作業療法士はしません.

座ったり寝て過ごしてばかりで心配です。

A 栄養状態の評価(栄養診断)を行います。
低栄養または低栄養のりスクがあると判断した場合には、ADLを維持するため
に、適切なエネルギーやたんぱく質の摂取ができるよう食事の具体的な提璽
や、時には適切な栄養補筋食品を紹介するなどして、必要な栄養素等が摂取
できるように提案します。

理学療法士と連携し、安全を確保した練習、生活上の注意点を、 歩行能力の
評価と訪問りハビリテーションの導入を説明します{しました} 0

理学療法士会

看護協会

歩行の能力の評価と訪問りハビリ簿導入

A市での生活状況や身体状況を、 B市のサービス事業所ヘ情報提供すること
で、スムーズな在宅療養・介護に移行できるように支援します。連携⇔介護
支援専門員【ケアマネジャー)

愛介連

Y県B市の居宅介護支援事業所ヘ情報提供し、担当の継続を確認の上、サー
ビスが継続できるよう連携します。

担当が変更したときはY県B市の居宅介護支援事業所ヘ情報を伝達します。担
当が継続していれば、 Y県B市の地域包括支援センターに連絡し、サービスの

B-9
情報を入手し、ケアプランを変更します.変更に辺り、医師、PTに確認しま
す.

現在の栄養評価が必要です.摂食臓下機能を評価し、現在の食形態や量、食
事姿勢などを分析し、歩くために十分な栄が確保できるように努めます。
*連携:栄養士会、看護協会、歯科医師会、歯科衛生士会

歩くことに挑戦して出来なかった時のことを考えられたり,今までできてい
たから単にできると思っておられる等様々なです.まずは,両足揃えて立
つ,片足立ちになるなど段階を付けて失敗し難い挑戦を提案していきます.
また,周りの期待に応えようと,真意ではないことを話されているかもしれ
ませんし,お寿司屋さんに行くなど,自分のしたいことをする際に"歩くよ C,F
うにする"という解決策しか知らないから,歩きたいと言われているかもし
れません.なぜ歩きたいのかお話を聞きながら,車椅子を使用するなど,歩
かなくてもしたいことが出来る工夫を提案をさせていただくことがありま

頑張って活動(動など)を行う中で、その目標や先の未来が見えにくい状
態であったのかもしれませんね.

今の活動が何に活きるのか、何のために活動を行うのか、何を目指していく C,F,
のか、何がしたいのか、をご本人とも再確認をする必要がありそうです.
しっかり云をいただいた'、サービスス・、フとで'めてりま

イエローカー
ド該当項目

作業療法士会

0

レベル
(W, X, Y, Z)

作業療法士会
理学法士会

0

対応可能
(0△
X)

CI0、 11

0

士聴語言
会

5



《前編》患者の意向

Q職能団体 Q通し番号

言語聴覚士
8厶̂

歯科衛生士 杖を使って歩くためには体力が必要で、きちんとした食事ができる口
腔内の状況かどうか、確認できるでしょうか?^

歩くために必要な栄養は、十分補われていますか?
少や、食事量の減少、食事中のムセはありませんか?

対応可能
(0△
X)

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

体重減

歯科医師会
歯科衛生士会

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い.)

必要であれば口腔内診査をして、岨咽機能の回復を図ることも食支援になり
ます

イエローカー
ド該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

熊
く
栄

食
歩

、
携*

゛

、

まめ
゛

量
う

や
よ

態
る
ム

形
き

.

食
で

の
保
・

在
確

王
力

、
養
ム

し
栄

価
な

一
自

分十こめた

、、



《前編》

通し番号

医学的適応

Q職能団体 Q

1看護協会 現在の処方で、歩行を不安定にさせる薬剤はありますか(ありました
か)?

現体重は27kg.下痢が続く。
体重の減少はあるのでしょうか?
(体重減少率・20代の体重・
過去の体重歴について)

長い問心臓の薬を使っている.「自分で管理できる」と言っているが。
残薬があるように見えるが「自分でできる」と言って、家族に触らせな
い

便秘がある。薬で調整しているが時々便秘や下痢するという。

体重が27kgです。部分義歯が時々外れます。

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

薬剤師会

腰椎圧迫骨折の診断で、痛みの程度はどうでしょうか?

8言語聴覚士会体重減少や食欲低下、ムセの出現、食事時間の延長などは生じていないか

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくだ
さい.)

ジルチアゼムとフルイトランは血圧を下げ、過剰になりますと、ふらっ
きの原因になる可能性があります(ありました).受診して医師に伝
え、確認をしてください.薬剤師からもその旨を伝えます(ました)。

①体重減少率の有無(いっから、何kg増減しているのか)を確認し、体
重減少率から逆算し、必要な栄妻素などを提案します.
②体格指数の算出や、身体計測(上腕周囲長、下腿周囲長、上腕三頭筋
皮下脂肪厚)を行い、体脂肪と体タンパクならびに身体機能の能力を
示す筋肉量を概算し、栄養状態をより具体的に評価するとともに、食事
の具体的な食ベ方や喪り方などの提案を行います.」'

自尊心を傷っけないように、上手に看護師が介入します.また専門家で
ある薬剤師さんと連携します.曙宅療養管理指導)

薬だけでなく、食事内容の支援ができます。
連携=管理栄養士【居宅養管理指導)
連携⇔薬剤師幡宅療養管理指導)

食ベているものや是、食ベ方などを観察し、栄養評価をします。部分義
歯が週2回ほどの頻度で外れるということも一因?
連携⇔管理栄養士曙宅療養管理指導}、歯科医師。

総義歯、部分義歯の安定が悪くなっている場合は、裏打ちを合わせる治
療.歯のバネが掛かっている歯が歯周病で動揺ありの場合は、歯の固
定、抜歯.

圧迫骨折による運動制限を医師に確認します.現在、温遷法で疾の緩
和をしていますが、理学療法士と連携し、そのほかの対処方法など相談
します.

予防としてコルセットを勧めます。また、動作などで痛みが増さなけれ
ばできるだけ離床を勧めます。

腰椎圧迫骨折による痛みの有無

9言語聴覚士会内服薬は飲めているか。飲みにくさの訴えや、口腔内に残留していないか

10作業療法士

11作業療法士

2週間前から歩けなくなった理由は何でしょうか.
どうしたらよかったのでしょうか?

歯科医師会

腰椎圧迫骨折で痛みの訴えが強いがどの程度の活動が可能なのか?

看護協会

理学療法士会

イエローカー
ド該当項目

レベル

(W, X, Y, Z)

11 Y, Z

入浴などで患部を温める.

Y-1

対応可能
(0△X)

作業療法士会

摂食嘆下機能の低下による栄養不足を考慮して対応する。
携:歯科医師会、歯科衛生士会、栄養士会、看護協会

0

摂食臓下機能の評価と飲みやすくする工夫。 *連
携:医師、薬剤師会

今までの生活の中でく量が少なくなると,筋肉や骨が衰えます.ま
た,かなくなると,衰えにも気付きにくくなり,どれだけやったら疲
れるカソ痛めるかなど,自分の体との付き合い方が分からなくなります.
普段していたことをしなくなった時が要注意ですので,今後そのような
ことがありましたら連絡下さい.

状態変化ですので、まずは主治医の先生から病状とりスク、注意点を確
認させていただきます。
指示をいただき、負担のない範囲で活動を考えていきます.
痛みを忘れるような、熱中できる作業活動も取り入れてみましょう。
また、特に起居作では痛みが強いため、福祉用具の検討も視野に入

をーつていきましれ、

医師会
作業法士会

H-20

0

0

0

0

*連

0

G15

0

0

H18

0

C

0

B, C, F



《前編》医学的適応

通し番号 Q職能団体 Q

柁作業療法士

13歯科医師厶行が不安例で転倒のりスクがあります。体のバランスと歯の皎み合わせ

体重減少や食欲低下、ムセの出現、食事時間の延長などは生じていません
14言語聴覚士会、

飲み込
巧言語聴覚士会一 E、こ

16歯科衛生士会義歯が時々外れるのは合っていないということですか?

今回の腰椎圧迫骨折はなぜ起きたのか原因がわからない。予防できるの
カ、?

17歯科衛生士会残存歯の状態が悪くなることで義歯が外れやすくなりますか?

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

作業療法士会

歯科医師会

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくだ
さい.)

骨密度の低下から自然に発生することもありますね。
また、ひょっとしたらトイレにドスン!と座ってしまっていることが原
因かもしれません.トイレの便座や椅子に腰掛ける動作を確認し、負担
の,ない方法を号しま
高齢者の追跡調査から、歯数が少なく義歯を使用していない人は、歯数
が多い人と比ベて転倒のりスクが高くなること、奥歯の皎み合わせの喪
がカバーンスのにつながるこがかっていま

摂食嘆下機能の低下による栄養不足を考慮して対応します. *連
"'生士 士

摂食嘆下機能の評価を行い、飲みやすくなるように工夫します。
*

顎堤(歯ぐきの土手)の形は変化します。定期的に適合の状態を確認す
る必要があります。

e^

下顎の部分義歯を支えている歯に揺があると外れやすくなります。歯
周病の疑いもあるので歯科医師の診査を促し、口腔内の清潔を保っため
の清掃方法を提案します。

0

対応可能
(0△X)

H-20

0

イエローカー
ド該当項目

B, 1-22

レベル
(W, X, Y, Z)

C-フ

Y, Z

H-20

0
 
0
 
0
 
0

5
 
8

G
 
H

Y
 
凱



《前編》

通し番号

法の遵守

Q

1個人情報の収集についてはどのようにしていますか。

2個人情報の利用についてはどのようになっていますか。

3個人情報の管理はどのようになっていますか。

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い。)

「個人情報」を収集する場合は、原則としてあらかじめその目的・利用内容を
お伝えし、ご了承を頂いた上で収集いたします。

個人の情報」を利用する場合は、原則としてあらかじめご了承を得た目的の範
囲内で行います.目的範囲外で利用する場合は、ご本人に事前に同意の上行い
ます.

収集した個人情報にっいては、漏洩、流用、改ざん等を防止に適切な対策を講
じていきます。

イエローカード
該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

X

0

職能団体

X

0

栄養士会

0

栄養士会

栄養士会



《前編》

通し番号

説明義務

Q

栄養診断の内容や、摂取状況からみた過不足、その他の栄養ケア計画の内容
は、多職種で共有しますか.

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い。)

栄養ケア計画を作成し、本人や家族に同意を得た上で、栄養ケア計画に基
づいた栄養ケアを実施します。

イエローカード
該当項目

レベル

(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

0

職能団体

栄養士会



《前編》注意義務

通し番号 Q A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださL イエローカード
該当項目

レベル
(W' X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

職能団体



《前編》接遇態度

通し番号 Q A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してください イエローカード
該当項目

レペル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△X)

職能団体



《後編》

通し番号

周囲の状況

Q職能団体 Q

1栄養士会
歩行障害と下痢による食事の摂取量との関係はどぅですか(でし
たか)?

2栄養士会 下痢の原因はなんですか?

3看護協会

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

医師会

4看護協会

急な腹痛を伴う、下痢が2~3日続いていますか(続いていまし
たか)?これが歩行困難の誘因と思われますか(ましたか)?

5看護協会

失禁状態で紙おむつをしていますが、外し方の注意はどうします
か(しましたか)?

A

6看護協会

独居で、近くに居住する娘の介護負担が大きい。

急性期であり、具体的な関係ははっきりしません(でした).

A ウィルス性、細菌性などの要因によって対応は少し異なりますが、
「下痢食(下痢時に対応した食事)」にっいて説明し、具体的な調理法や食ベ方

などの提案をします.

①下痢の主な食対応

脱水症状に気を付け、水分を摂るときも胃腸ヘの負担を考え、ぬるめの白湯や麦茶、ほ
うじ茶、常温のスボーツドリンクなどを少岳ずっ取るように指導したり、冷たいものや
炭酸飲料、カフェイン入りの飲料、アルコールなど刺激が強い飲み物は控えるように指
導します.

また、腸ヘの刺激が少なく、消化に良い栄養価の高い食ベ物で身体の抵抗力を上げてい
く食事を心がけます.やわらかいご飯やうどん、じゃがいもや里芋などの煮物、バナ
ナ、りンゴ、ヨーグルト、たんぱくの多い食品として白身魚、豆腐などは胃腸ヘの負
担が少ないため、取り入れていきます.
反対に避けた方がいいのは、肉類や揚げ物など脂肪を多く含んでいるもの、ケーキやお
菓子など糖分を多く含んでいるもの、繊維が多い貝類や根菜、生野菜などは胃腸ヘの
負担になるため控えます.
回復状況に応じて、徐々に食事内容も変えていく指導を行います。
また、腸管の吸収能力を回復させるためにグルタミン・食物繊維・オリゴ糖を適切に使
用していくことも場合によっては提案します。

②食の衛生管理について
衛生管理について訪問している全員のへルパーへ指導を行います。

歩行困難の誘因と思われます。下痢に対しては、食事内容、水分補給の助言をし
ます.また、手洗いなどの方法や、食物の管理、,潔ケアなど生活面での指導の
ほか、介護支援専門員(ケアマネージャー)、訪問介護員(ヘルパー)と連携を
密にし生活環境を整えるよう支援します。

おむつの使い方、外し方(離脱)への具体的な助言をし、訪問介護員(ヘル
パー)との連携を行います。また、紙おむつ使用中のケアもしっかり行い禰癒な
ど、スキントラブルを起こさないよう予防についてのアドバイスも行っていきま
す。

介護支援専門員【ケアマネジャー)に介護保険の区分変更などの検討、サービスの
調整をしてもらえるよう情報提供していきます。
連携⇔介護支援専門員(ケアマネジャー)

今後起こりうることを予測しながら、福祉用具【禰癒予防マット)などを、介護支
援専門員に情報提供していきます.家族の思いにも寄り添い、家族にしかできな
いような触れ合いを大事にできるようその都度アドバイスしていきます.介護を
抱え込まないよう助言します.連携.介護支援専門員

7看護協会

栄養士会

家族も漠然とした不安があります。このようになったのは、自分
の介護方法が悪かったのか?と思う.

病院ヘ連れて行くのも大変。どうすれぱ良いのかわからない.

看護協会

ベッドから歩行訓練ヘはどのようにもっていけばよい(よかっ
た)ですか?

看護協会

看護協会

イエローカー
ド該当項目

看護協会

F-1

レベル
(W, X, Y, Z

看護協会

対応可能
(0△
X)

W

看護協会

0

主治医に訪問診療の打診をしましょう。連携⇔主治医

理学療法士会

1.まず、起居動作訓練を行い、端座位(背面解放端座位)で様子を見ます。
2.端座位で問題なければ起立訓練をします.この時、膝折れを起こさないよう
な対応、安全を確保して行います.これがクリアできれば、足踏み運動などして
徐々に介助歩行などに移行していきます。

まずは、端座位の保持が重要です。端座位ができなければ背もたれがある椅子で
も良いので30分は維持できるようにすることです.生活の基本は座位です。



《後編》

通し番号

周囲の状況

Q職能団体 Q

8 愛介連
娘の介護負担が大で、家族が居起移動の不安を気にしています
が、どのように対応すればよい(よかった)ですか?

9作業療法士会急激な体鯛悪化で在宅生活をどう乗りきれるか?

A職能団体(他職種に
回答してもらいたい場
合には、その職種名を
記載)

作業療法士会

言語聴覚士会

A

看護協会

愛介連

医師会
看護協会
他職種

訪問看護を行う中で、ご家族が不安に思っていることなどをお聞きし、対応方法
のアドバイス、必要時にはケアマネジャーに連絡して対応を考えます.具体的に
何を不安に感じているのか?など、サーピスを提供する中で介入していきます。

看護小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーに、担当が変更になります.これ
までの経過を報告し、情報の共有から連携をはかります

まずは主治医から特別訪問看護指示書を出してもらいましょう.点滴で全身状態
の改善を図りましょう.

月14日が限度ですが、真皮を超える栂癒がある場合は、月2回(28日)まで交付で
きます。

イエローカー
ド該当項目

B. C. G-15

レベル
(W, X, Y, Z

G-15, H-18

対応可能
(0△
X)

Y, Z

X、 Y

0

1-26

0

A, G-
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《後編》 QOL

通し番号

1栄養士会 下痢の頻度と下痢の原因は?

2看護協会

3看護協会

食欲がなく摂食量が減っています。体重も少なく、87歳という年齢から予備
能も少ないので不安を訴えています。

4看護協会

家族も不安です.

理学療法士会

本人が今の状態をどのように受け止めているかわかりませんん。

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してく
ださい。)

愛介連

A ウィルス性、細菌性などの要因によって対応は少し異なりますが、
「下痢食(下痢時に対応した食事)」について明し、具体的な調理

法や食ベ方などの提案をします.
下痢の主な食事対応は、脱水症状に気を付け、水分を摂るときも胃腸
への負担を考え、ぬるめの白湯や麦茶、ほうじ茶、常温のスポーツド
リンクなどを少ずつ取るように指導したり、冷たいものや炭酸飲
料、カフェイン入りの飲料、アルコールなど刺激が強い飲み物は控え
るように指導します.

また、腸ヘの刺激が少なく、消化に良い栄養価の高い食ベ物で身体の
抵抗力を上げていく食事を心がけます.やわらかいご飯やうどん、
じゃがいもや里芋などの煮物、バナナ、りンゴ、ヨーグルト、たんぱ
く質の多い食品として白身魚、豆腐などは胃腸ヘの負担が少ないた
め、取り入れていきます.
反対に避けた方がいいのは、肉類や揚げ物など脂肪を多く含んでいる
もの、ケーキやお菓子など糖分を多く含んでいるもの、繊維が多い
貝類や根菜、生野菜などは胃腸ヘの負担になるため控えます.回復状
況に応じて、徐々に食事内容も変えていく指導を行います.
また、腸管の吸収能力を回復させるためにグルタミン・食物繊維・オ
リゴ糖を適切に使用していくことも場合によっては提案します。

排尿排便だけは自分で行いたく、ベッドから起き上がるための訓練はどうす
ればよいか(よかったか)?

栄養士会

6言語聴覚士会体重減少や食欲の低下、ムセや疫の増加はありますか?

看護協会

看護協会

身体面、精神面での支援、苦痛の緩和支援をします。医師に情報提供
し指示があれば必要な医療処を行います.連携⇔医師、介護支援専
門員1ケアマネジャー}、訪問介護(ヘルパー)管理栄養士{居宅療養管
理指導)薬剤師【居宅療養管理指導)

イエローカー
ド該当項目

看護協会

家族の思いをお聞きし、今後起こりうることを予測し、医師と連携を
取りながら、家族の不安の軽減をしていきます。

レベル
(W, X, Y, Z)

理学療法士会

ケアを通してお話を伺っていきます。

愛介連

対応可能
(0△
X)

できるだけ端座位を保持します(しました).できなければ、車いす
に移譲し、生活空間の拡大が鍵と思います(ました)。

看護小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員(ケアマネジャー)が
十分な現況把握を行い、 r歩きたい」を中心に、医師、看護師、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士による総合的な計画が大切
です(でした)。

言語聴覚士会

摂食臓下機能の低下を防ぐことにより、食事の'少や体重減少など
の栄養不足を回避し、誤庚性肺炎や各穏の症状悪化を防ぎます.
*連携:栄養士会、看護協会、医師、歯科医師会、歯科衛生士会、薬
剤師会など

B9

0

B-9

0

G15.川8. H19 Y

0



《後編》 QOL

通し番号

7作業療法土会いまの状況(貧血、低栄養、脱水)において、ご本人・環境の強みは何か?全職種

8言語聴覚士会体重減少や食欲の低下、ムセや疫の増加はありますか?

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してく
ださい.)'

食欲不振・食事摂取量が低下→特別訪問看護指示書の発行により、訪
問看護サービスを受けられる.
点滴にて栄養補助を図り、全身状態の改善を図る.
不安を訴える→人に助けを求めることができる.傾聴により不安軽減
の可能性がある.

排池の自立希望→自尊心を失っていない.排池は起居、移乗や座位.
立位保持を含む活であるため、体カアップを見込める。
寿司が食ベたい→具体的な希望があり、スタッフ協業のもと段階付で
のトレーニングが可能になる

環境:看護小規模多機能の利用から、在宅・施設での連携・対応がス
ムースになる.

多職種によるチーム医療は,フレイルな高齢者の身体機能や精神状態
入の', をもた'レベル11

摂食畷下機能の低下を防ぐことにより、食事量の減少や体重減少など
の栄養不足を回避し、誤臓性肺炎や各種の症状悪化を防ぎます.*連

:栄養士会、看護協会、医師、歯科医師会、歯科衛生士会、薬剤師
ムなど

言語聴覚士会

イエローカー
ド該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

A, B, C, F, G-15 Y, Z

対応可能
(0△
X)

G15. H18. H19 ×, Y



《後編》患者の意向

通し番号 Q

栄養士会 お寿司がたべれるのか?

2看護協会 食欲はないが、「お寿司を食ベたい」と言っている。

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い.)

摂食噂下機能の評価(フードテスト、水飲みテスト)を行い、食ベられる
お寿司の形態を提案し、家族やへルパーへも調理方法を指導します.
米1:水5、塩0.2%の割合でお粥を作成する.喋下寿司は水の2%のゼラチン
を加え、加熱終了後、寿司酢を加え冷ませば簡単に作ることができる.これ
に半熟スクランプル卵、ネギトロ、椎茸のピュレ、辛子明太子ビュレ、のせ
ればちらし寿司や握り寿司が食ベられるよう具体的な調理方法にっいて提案
をします.

喋下段階にあわせた臓下寿司のバリエーション(喋下ピラミッド分類の基準
で作成した寿司口からL5)

3看護協会

栄養士会

おむつを外し、トイレで排池したいが、どのように進めていくのか
(いったか)?

t1

里卑ぜりー.わ'と毛悌麻1之瞥】
ワサピ画塗

14.

ぜ,チン凱幽頓一A,.エピー
いく'.重ぐ甚せ一口大曲."

B. C, F

壁冨ぜりー
ワサゼ"抽

看護協会

わぎι己.鳳

ι3

卿司岐エビ些眞塵C3
告゛弓り.しいた"..島"

下痢や腹痛が治まれば、体調に合わせ本人の希望に沿えるようにしましょ
う.畷下機能の評価や義歯の鯛整、食品の選択や鯛理方法、食ベる時の姿勢
など、食ベられるような環境を調整します。連携⇔言語聴覚士(ST)歯科
医師、管理栄養士、作業療法士

1.

ゼ号チン員ね官上6
しいたけ.ワサピ.諭

看護協会

イエローカー
ド該当項目

A..鳳

始めはベッド上の起居、起立訓練、ベッドサイドに腰掛ける端座位の訓練
が、次いでポータブルトイレへの移乗訓練、ズボンやパンツの着脱柳練を行
います(ました).ボータプルトイレへの移乗やトイレまでの歩行が安全に
できれば、おむつを外せます(ました).この課題を円滑に実行似に移すに
は、理学療法士・作業療法士・訪問介護員の連携が重要です(でした)。

理学療法士会

レベル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

作業療法士会

座位の安定とポータブルトイレへの安全な移乗動作の確保かつ立位の安定が
重要です。

①動作:体調や痛みに配慮した起居動作・移乗作・トイレ動作
②体操:尿失禁体操で起立時の尿漏れや切迫を予防する
③介助(連携):ご本人の力を引き出す介助とその方法の周知と統一
④QOL:座って活する意欲増進、作業活動の提供

愛介連
看護師、理学療法士、作業療法士等のサーピス提供者の意見を聞きながら、
ボータプルトイレや歩行支援用具で必要なものを手配します。また、ケアプ
ランの変更も進めます。



《後編》患者の意向

通し番号

4看護協会

Q

5理学療法士会腰痛は軽減し、筋力の低下はしていませんか(いましたか)?

今後について、娘や息子は、看取りの覚悟もできたが、本人の意向は
確認していない。

6愛介連

7言語聴覚士会摂取可能な食形態は?

3週間後にベッド上寝たきり、失禁状態に陥りましたが、歩行可能に
向けて、状態変化にどぅ対応したよい(よかった)でしょうか?

8作業療法士
今の母の体の状態で、お寿司を食ベたいと言っていますが、無理そう
なので諦めさせた方がいいでしょうか?

9言語聴覚士会摂取可能な食形態は?

看護協会

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い。)

理学療法士会

ケアを行いながら、本人の思いを傾聴し、療養生活や治療につぃてどのよう
に思っているのか確認していきます.家族や医師をはじめとした、ケアチー
ム内で共通の目標に沿って療養生活を支援します.連携⇔医師、介護支援専
門員(ケアマネジャー)

ベツドサイドで座位、立ち上がりなどの起居動作確認をします(しまし
た)。

状態に合わせたケアプランの変更を行い、介護保険サービスを考した区分
変更の提案が先します(しました).V県B市の自宅介護誌縁事業所から情
報をえて、計画変更のために、医師、看護師、理学療法士などに確認します
(しました)。

愛介連

言語聴覚士会 摂食臓下機能に合う食形態の検討。戚下機能維持・向上為のりハビリ

作業療法士

お寿司を楽しむ方法はお寿司を食ベるだけに限りません.
大将と話をしたり,店の活気を味わったり,相手にお寿司をご馳走する等の
楽しみ方もあります.ご本人がやりたいと思うことをまず全力でお手伝いす
ると,次はもっといい洋服で来たい,次は食ベたい,次は・・・とそこから先に
繋がることも多くあります.

また,他のりハ職種や看護師も良いアイデアを持っています.他の職種と連
携しながら,諦めず,車椅子を使用する等今できる方法でお寿司屋さんに行
ける方法を一緒に検討しましょう.

言語聴覚士会

イエローカー
ド該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

印8.印9. H20 ×, Y

B一

H18. H19

法士 法士

A, B,ト2 2 Y,
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《後編》医学的適応

通し番号

1薬剤師会

Q

食思不振ですが、錠剤は飲み込めますか(ましたか)?

投薬(含・内容)、剤形変更、臓下障害と「歩行障害」との関係はある
(あった)のでしょうか?

3栄養士会
アルプミンの値が低いのですが、歩くことや薬の服用とどのような関係が
ある(あった)のでしょうか?

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくだ
さい。)

薬剤師会
現在辛うじて飲めますが、今後、畷下の悪化が懸念されます。錠剤から
散斉1・穎粒ヘの剤形変更、粉砕などの工夫を提案します。オプラートゼ
リーの使用などで経口投与したいと思います。

4看護協会

薬剤師会
ジルチアゼムとフルイトランとを併用されており、血圧が下がり過ぎる
ことにより歩行の際、ふらつく可能性があります。薬剤により歩行障害
を起こさないために、定期的に血圧を測定していくことを提案します.

全般的に全身の機能力q氏下しています。看取りの覚悟もしています。

栄養士会

A 低カリウム血症と低アルプミン血症における食事の対応につぃて
カリウム低下の要因がいくつかあげられるが、低アルプミン血症もある
といった検査値より食事摂取量不足と低下がみられると栄養診断しま
す.

まずは食事摂取量(たんぱく質、エネルギー摂取量)の改善をめざしま
す.

さらに、カリウムについてはカリウムを多く含む食品、例えば果物(と
くにアボカド、バナナ、メロンなど)、野菜(とくにたけのこ、えだま
め、ほうれん草、小松菜など)、いも(とくにさといも)など主に野菜
類、果物に多く含まれまれることから、それらの具体的な食事のとり方
について提案します。

イエローカー
ド該当項目

薬剤師会

レベル
(W, X, Y, Z)

今回のケースは、感染症により、通常以上にアルブミンを消費している
こと、食欲がないことにより、アルプミン値が低下していると考えられ
ます.

蛋白結合率の高い薬物の場合、アルプミン値が低下することにより非結
合型の薬物の血中濃度が高くなり、効きすぎる可能性があります。今回
のケースは、蛋白結合率の高い薬物を服用しておりませんので、アルブ
ミン値と薬の服用との影響は低いと考えられます.'
またアルプミンを産生する肝臓の機能低下も考えられ、その場合には、

肝排池型の薬剤の血中濃度が高くなる可能性があります。肝機能検査も
受けられるとよいでしょう.

対応可能
(0△
X)

22 Y, Z

看護協会

健康管理と緊急時の対応をしていきます.看取りを覚悟しているという
ことですので、ケアの都度、折を見ながら家族にも死の準備教育をして
いきます.本人・家族が安寧とした、安心して療養生活が送れるよう支
援します.医師とは、情報を共有し、より強い連携を行います.連携⇔
介護支援専門員(ケアマネジャー)医師、薬剤師、管理栄養士、訪問介
護(ヘルパー)



《後編》医学的適応

通し番号

5看護協会

Q

6理学療法士会

貧血、低栄養、脱水、感染などで、歩行障害を中心とする治療はどのよう
に対応すべき(だった)でしょうか?

腰痛は軽減し、筋力の低下の経過は何を目安に、どの程度の間隔で観察し
ています(いました)か?

7作業療法士会
いまの状況(貧血、低栄養、脱水)において、ご本人・環境の強みは何
カ、?

8歯科医師会

看護協会

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記
さい。)

食欲不振が強く食事の摂取量がかなり減っています.歯や義歯等の口の問
題はありませんか?

必要に応じて医師から指示があれば輸液療法等の医療処置を行います.
また、24時問緊急対応、介護支援専門員(ケアマネジャー)、医師、粂
剤師、栄養士、訪問介護員(ヘルパー)と情報を共有し、安全で早期、
タイムリーな対応で、歩行障害の悪化を防ぐことが必要で、看護師はそ
れを行います。(でした)。

理学療法士会 大きな目安は起居動作の向上、日中のできるだけの離床がよい指標です
(でした)。

全職種

食欲不振・食事摂取量が低下→特別訪問看護指示書の発行により、訪問
看護サービスを受けられる.
点滴にて栄養補助を図り、全身状態の改善を図る。
不安を訴える→人に助けを求めることができる。傾聴により不安軽減の
可能性がある.

排池の自立希望→自尊心を失っていない.排池は起居、移乗や座位.立
位保持を含む活動であるため、体カアップを見込める.
寿司が食ベたい→具体的な希望があり、スタッフ協業のもと段階付での
トレーニングが可能になる.
環境:看護小規模多機能の利用から、在宅・施設での連携・対応がス
ムースになる。

多職種によるチーム医療は,フレイルな高齢者の身体機能や精神状態の改
善,入院の減少,医療費抑制をもたらす{レベル川

してくだ イエローカー
ド該当項目

歯科医師会

レベル
(W, X, Y, Z)

歯や歯等の診査、摂食底下機能の評価が必要です。上下の穣歯が全く
使えない状況であると、丸飲みが原因で窒息のりスクが高くなるので食
事の形態を軟らかくするなど考する必要があります。

対応可能
(0△
X)

B9

A, B, C, F, G-15 Y, Z

H-18,20



《後編》

通し番号

法の遵守

Q

1個人情報の収集についてはどのようにしていますか。

2個人情報の利用についてはどのようになっていますか。

3個人情報の管理はどのようになっていますか。

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い。)

「個人情報」を収集する場合は、原則としてあらかじめその目的・利用内容を
お伝えし、ご了承を頂いた上で収集いたします。

個人の情報」を利用する場合は、原則としてあらかじめご7承を得た目的の範
囲内で行います。目的範囲外で利用する場合は、ご本人に事前に同意の上行い
ます。

収集した個人情報については、漏洩、流用、改ざん等を防止に適切な対策を講
じていきます。

イエローカード
該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

X

0

職能団体

X

0

栄養士会

0

栄養士会

栄養士会



《後編》

通し番号

説明義務

Q

栄養診断の内容や、摂取状況からみた過不足、その他の栄養ケア計画の内容
は、多職種で共有しますか。

A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださ
い。)

栄養ケア計画を作成し、本人や家族に同意を得た上で、栄養ケア計画に基
づいた栄養ケアを実施します。

イエローカード
該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

X

対応可能
(0△
X)

0

職能団体

栄養士会



《後編》注意義務

通し番号 Q A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださL イエローカード
該当項目

レペル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△
X)

職能団体



《後編》接遇態度

通し番号 Q A (他職種に回答してもらいたい場合には、その職種名を記載してくださL イエローカード
該当項目

レベル
(W, X, Y, Z)

対応可能
(0△X)

職能団体
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参考資料 7

集計結果(各項目ごとの臓種によるランキングの結果

地区 種別

歯科医師

薬剤師

看護師

栄養士

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

居宅介'支援事業者

医師

歯科医師

薬剤師

看護師

栄士

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

居宅介護支援事業者

医師

歯科医師

薬剤師

看護師

栄養士

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

居宅介護支援事業者

医師

歯科医師

薬剤師

看護師

栄養士

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

居宅介'支援事業者

医師

尾張(56名)

18

三河(74名)

0

28

4

3

0

0

16

0

0

28

6

0

5

0

0

20

6

0

0

16

4

0

0

0

7

2

0

72

14

8

0

43

9

22

83

0

35

0

6

3

9

0

0

2

46

0

0

4

5

9

2

0

22

0

0

2

0

0

2

0

4

103

0

12

8

2

20

3

67

知多(30名)

69

40

18

2

0

2

2

49

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

7

0

4

3

5

1 15

30

合算(160名)

回収率

70.0%

787%

53.6%

71

18

53

12

99

参加者数回収枚数

56

74

30
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1
0
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0
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9
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ランキング

項目

看護師

医師

薬剤師

居宅介護支援事業者

栄養士

理学療法士

歯科医師

歯科衛生士

作業療法士

言語聴覚士

尾張

項目

医師

看護師

薬剤師

居宅介護支援事業者

栄養士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

居宅介護支援事業者

看護師

医師

言語聴覚士

栄養士

歯科医師

薬剤師

歯科衛生士

地区

尾張

医師

看護師

薬剤師

居宅介護支援事業者

栄養士

理学療法士

作業療法士

歯科医師

歯科衛生士

言語聴覚士

22

項目

理学療法士

作業療法士

居宅介護支援事業者

看護師

医師

栄養士

言語聴覚士

薬剤師

歯科医師

歯科衛生士

知多

17

地区

理学療法士

作業療法士

居宅介護支援事業者

医師

看護師

栄養士

薬剤師

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

尾張

49

医師

看護師 127

薬剤師 93

居宅介護支援事業者 48

栄養士 122

合算

作業療法士

理学療法士

居宅介護支援事業者

看護師

医師

歯科医師

薬剤師

栄養士

歯科衛生士

言語聴覚士

31

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

理学療法士

医師

作業療法士

居宅介護支援事業者

看護師

薬剤師

言語聴覚士

栄養士

歯科医師

歯科衛生士

知多

}__ 12_8

地区

=句

理学療法士

作業療法士

居宅介護支援事業者

看護師

医師

言語聴覚士

栄養士

薬剤師

歯科医師

歯科衛生士

合

r-'、、]

理学療法士

居宅介護支援事業者

作業療法士

医師

看護師

薬剤師

歯科医師

栄養士

歯科衛生士

言語聴覚士

24

知多

120

1 1 1

59

理学療法士

作業療法士

医師

居宅介護支援事業者

看護師

薬剤師

栄養士

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

合

142
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ランキング

項目 尾張

居宅介護支援事業者

理学療法士

作業療法士

医師

看護師

言語聴覚士

薬剤師

栄養士

歯科医師

歯科衛生士

地区

三河

居宅介護支援事業者

看護師

理学療法士

医師

作業療法士

薬剤師

歯科医師

栄養士

歯科衛生士

言語聴覚士

項目

医師

看護師

居宅介護支援事業者

作業療法士

理学療法士

薬剤師

言語聴覚士

栄養士

歯科衛生士

歯科医師

尾張

知多

居宅介護支援事業者

理学療法士

看護師

医師

作業療法士

栄養士

歯科衛生士

歯科医師

薬剤師

言語聴覚士

項目

28

医師

居宅介護支援事業者

看護師

作業療法士

薬剤師

理学療法士

言語聴覚士

歯科医師

栄養士

歯科衛生士

地区

医師

看護師

居宅介護支援事業者

作業療法士

理学療法士

薬剤師

言語聴覚士

栄養士

歯科医師

歯科衛生士

尾張

合算

居宅介護支援事業者

理学療法士

看護師

作業療法士

医師

薬剤師

言語聴覚士

栄養士

歯科衛生士

歯科医師

医師

居宅介護支援事業者

看護師

作業療法士

薬剤師

理学療法士

言語聴覚士

歯科医師

栄養士

歯科衛生士

合算

医師

居宅介護支援事業者

看護師

作業療法士

理学療法士

薬剤師

栄養士

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

知多

10

地区

135

17

61

医師

居宅介護支援事業者

看護師

作業療法士

薬剤師

113

合算

医師

看護師

居宅介護支援事業者

作業療法士

薬剤師

理学療法士

栄養士

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

知多

栄養士

歯科衛生士

歯科医師

108

11

医師

看護師

居宅介護支援事業者

作業療法士

理学療法士

薬剤師

言語聴覚士

栄養士

歯科医師

歯科衛生士
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ランキング

項目

栄養士

看護師

医師

居宅介護支援事業者

言語聴覚士

薬剤師

理学療法士

歯科医師

作業療法士

歯科衛生士

尾張

項目

16

栄養士

医師

看護師

居宅介護支援事業者

言語聴覚士

理学療法士

薬剤師

作業療法士

歯科衛生士

歯科医師

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

看護師

医師

居宅介護支援事業者

栄養士

理学療法士

作業療法士

薬剤師

地区

尾張

栄養士

医師

看護師

言語聴覚士

居宅介護支援事業者

薬剤師

理学療法士

歯科医師

歯科衛生士

作業療法士

項目

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

看護師

医師

居宅介護支援事業者

栄養士

作業療法士

理学療法士

薬剤師

知多

尾張

居宅介護支援事業者

看護師

医師

理学療法土

作業療法士

言語聴覚士

薬剤師

歯科衛生士

歯科医師

栄養士

地区

栄養士

医師

看護師

居宅介護支援事業者

言語聴覚士

理学療法士

薬剤師

作業療法士

歯科医師

歯科衛生士

合算

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

看護師

医師

居宅介護支援事業者

栄養士

薬剤師

理学療法士

作業療法士

居宅介護支援事業者

医師

看護師

作業療法士

理学療法士

薬剤師

栄養士

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

知多

16

地区

119

110

107

言語聴覚士

歯科医師

歯科衛生士

看護師

医師

居宅介護支援事業者

栄養士

作業療法士

理学療法士

薬剤師

知多

居宅介護支援事業者

看護師

医師

理学療法土

作業療法士

薬剤師

言語聴覚士

歯科医師

栄養士

歯科衛生士

27

合算

居宅介護支援事業者

看護師

医師

作業療法士

理学療法士

言語聴覚士

薬剤師

栄養士

歯科衛生士

歯科医師





参考資料 8

在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策について

公益社団法人愛知県医師会

1.現場的課題

(D 課題抽出

・研修制度の充実、症例検討

(2)対応策・取り組みなど

・在宅医療の実践、継続性を重視した医療の実践

2.組織的課題

(1)課題抽出

・チーム医療、他・多職種連携の実践

(2)対応策・取り組みなど

・地域の特性に応じた医療の実践、退院カンファレンスへの参加

3.活用人材の組織的把握の課題

(1)課題抽出

・社会的な保健・医療・福祉活動、在宅医療、地域連携活動等を地域で実践

(2)対応策・取り組みなど

・訪問診療の実施、市民を対象とした講座等の開催



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策につぃて

一般社団法人愛知県歯科医師会

1.現場的課題

(1)課題抽出

・歯科訪問診療を行うための歯科衛生士、または医療スタッフを確保することが困難。

・装置・器具の購入にコストがかかる。

・在宅医療施行前後の準備片付等に時間がかかる。

・医療保険・介護保険請求の確認等、事務処理が困難で複雑である。

・一般外来歯科診療を行っており、歯科訪問診療を行うための時間を確保することが難し

い。

・全体的に効率が悪い。

・歯科訪問診療を行うための体力的な余力が少ない。

(2)対応策・取り組みなど

・かかりつけ歯科医及び若い世代の歯科医師による歯科訪問診療の普及・推進。

・在宅療養支援歯科診療所の増加。

(高齢者対策歯科保健事業、在宅療養支援歯科診療所の施設基準申請講習会の開催

・歯科衛生士の派遣による口腔ケアの指導、講習及び問い合わせに対する情報提供。

(在宅歯科医療連携室整備事業)

・在宅歯科診療や口腔ケアの器材信剣蒲の助成。

(在宅歯科診療設備整備事業、在宅介護者ヘの歯科口腔保健推進設備整備事業)

・医療保険・介護保険請求に関する講習。

(介護保険指導事業、医療保険講習会)

2.組織的課題

(1)課題抽出

・他機関・他職種との連携を構築することが難しい。

地域包括ケアシステムにおける多職種連携の中での歯科(歯科医師会)の位置付け。

積極的な歯科医療人の増加がやや難しい。

(2)対応策・取り組みなど

・介護保険施設協力歯科医等ヘの食事指導を含む口腔機能向上研修の研鐙会開催。



介護保険施設でのカンファレンスへの参加を促すような研修会開催。

在宅療養歯科診療所間の有機的な連携構築のための研修会開催。

既存の各地区連携室機能の充実を多職種連携で図れるようにする研修会開催。

一般開業医対象に口腔機能向上研修会開催し対応可能な歯科診療所の拡大を図る。

認知症ヘの対応を多職種連携で行えるような研修会開催。

3.活用人材の組織的把握の課題

(1)課題抽出

・介護保険施設協力歯科医の把握。

訪問歯科衛生士が少ない。

ケアマネジャーとの連携が難しい。

(2)対応策・取り組みなど

・介護保険施設協力歯科医の名簿作成。

・介護保険施設協力歯科医療機関における介護給付サービス協力体制の実態調査。

・施設算定項目の「経口維持加算」に対する食事観察、専門職会議に関する講習。

・ケアマネジャーとの連携推進。

・(訪問)歯科衛生士の再就職支援・養成等。



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策について

一般社団法人愛知県薬剤師会

1.現場的課題

a)課題抽出

平成27年会員外を含む保険薬局対象(3,196名)を対象に「地域医療ヘの係りに関する

アンケート」を実施した。その中の「(訪問薬剤管理指導を)実施したいが次のことで困難で

ある。」という設問の結果(選択肢より複数回答可)、上位は以下であった(回収率71%、別

添資料1「地域医療ヘの係りに関するアンケート」(A会員対象)を実施して考えたことD。

ちなみにこの傾向は、他県・他地区の薬剤師会が実施してもほぼ同様である。

①依頼がない(36.2%)

②薬剤師が足りない(20%)

③時間がない(フ.5%)

④方法がわからない(3.2%)

なお、平成 23年度実施「各地区における多職種連携に関するアンケート調査報告」(別

添資料Ⅱ)の「多職種との連携を進める上での課題」では、「⑤会員の意識改革」が複数地

区から挙がった。

(2)対応策・取り組みなど

「②薬剤師が足りない」と「③時間がない」は密接に関連している。在宅訪問の仕事量

が増えたとしても、薬剤師数が充足していれば「③時間がない」は解決できる。慢性的な

薬局の薬剤師不足については構造的な要因もあり、一薬剤師会レベルでは解決できないと

考える。

「⑤会員の意識改革」にっいては、従来型愛知県薬剤師会主催の名古屋市開催研修会で

は意欲の高い会員が主に集まり、少数の先駆者のスキルアップには有効であったが、新規

に参入してほしい対象には届いていないと反省した。そこで地域薬剤師会の例会に「在宅

医療を始めよう研修会」の講師派遣を行った。その資料には、「④方法がわからない」を解

決する内容を盛り込んだ。(別添資料Ⅲ「地区出前研修「在宅医療を始めよう研修会」を実

施して考えたこと」)。

「①依頼がない」対策としては、地域包括ケアでは、医療・介護連携が基軸にあり、ケ

アマネジメントを通じて患者の在宅生活の状況をよく見ているケアマネジャーとの連携が

ポイントである。そのために、ケアマネジャー・介護スタッフ向けパンフレット「くすり.

薬剤師とうまくっき合う~薬で困らない」(別添資料Ⅳ)を作成し、地域薬剤師会および会員



と、地域包括支援センターやケアマネジャーとの連携を支援している。

2.組織的課題

(D 課題抽出

在宅医療は地域包括ケアシステムの根幹であり、その対応は、個々の薬局の努力もさる

ことながら、「システム」という性格上、地域薬剤師会という組織での参画が求められてい

る。そのために、地域薬剤師会の強化が重要であり、地域ごとで温度差があることが課題

である。(別添資料Ⅱ「各地区における多職種連携に関するアンケート調査報告」参照)。

(2)対応策・取り組みなど

前頁の「現場的課題」の「ヌ寸応策・取り組みなど」にも挙げた、地域薬剤師会の例会に

「在宅医療を始めよう研修会」の講師派遣を行い、地域で取り組む重要性を説明している。

さらに、地域での医療・介護連携が進む中、地域薬剤師会からの要望に応じて、多職種

向け研修会、あるいは市民向け研修会の講師用資料の作成やパンフレットの作成等行い、

地域薬剤師会を支援している。

3.活用人材の組織的把握の課題

(D 課題抽出

愛知県薬剤師会の約 5,800名の会員の中で、訪問薬剤管理指導に関わる薬剤師の人数を

把握していないし、それは困難である。薬剤師が同一法人内での異動や転職等で流動する

からである。そこで、訪問薬剤管理指導を実施している薬局の数を把握し、薬局名等公開

するため「在宅医療受入薬局りスト」を作成している(詳細は愛知県薬剤師会ホームページ

参照)。これは、訪問依頼があった場合、必ず応じることができると自己申告した薬局のり

ストであり、地域や医療用麻薬対応・無菌調製の機能別等に検索が可能である。現在、約

2,800のA会員薬局中、639薬局が掲載されているが、さらに多くの薬局の参加を期待する

とともに、質のばらつきが課題となっている。

(2)対応策・取り組みなど

0りスト掲載の薬局数を増やす

地域薬剤師会の求めに応じ、地域例会で開催する「在宅医療を始めよう研修会」の講師

派遣を行っている。さらに、個別の質問にファックス、電話等で回答し、在宅活動が初め

てでも戸惑わないようにしている。

0りストの信頼性を高める

訪問依頼を拒否することは、りストの信頼を損なうことに直結するので、毎年更新時に

その趣旨確認の手続きをとっている。



0りスト掲載の薬局の質を担保する。

来年度から毎年の更新時に、事例提出か研修会参加等の報告を求める。



資料1
平成22・25・27年

地域医療ヘの係りに関するアンケート」
(A会員対象)を実施して考えたこと

平成27年度東海剤師学術大会ポスター

0加藤仁,飯田耕太郎,岩田慎,上地小与里,大木剛
木股広美,小林伸一,鈴木紀幸,花木令子,古田勝経,松浦伸之
水野正子,大島秀康,山田成樹,鈴木弘子,西川弘嗣

(一般社団法人愛知県薬剤師会地域医療部会)

・平成22年・25年・27年に郵送法にて、愛知県

薬剤師会A会員絲加,800名)対象に在宅医療
に関するアンケートを繰り返し実施した。

【方法】

【目的】

「地域包括ケアシステム」の中では地域医療・在宅
医療は大きな要素であり、推進のために国は地域
医療介護総合確保推進法を策定し診療報酬・調剤
報酬を改定した。愛知県薬剤師会では「地域医療再
生事業」や「地域医療介護総合確保基金」等県の委
託事業でさまざまな研修や協議会を実施してきた。

このような状況の中、愛知県薬剤師会は、平成22
年・25年・27年にA会員対象に地域医療・在宅医療
に関するアンケートを繰り返し実施した。会員の取
組状況の変化から、課題と今後の会員や地区支援
の方法を考察する。

回収率:平成22年乃%

25年6196

27年7196

Q.訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導・在宅
患者訪問薬剤管理指導)を実施していますか

無回筈
2.8郭

平成22年
皿筈

03覧

平成25年

【結果】平成22年度16%、25年度21.8%、27年度
30.8%と着実に増加している。

無回答
0.念弊

早成27年



Q、訪問薬剤管理指導を実施していない理由
※「実施していない」回答者のみ(複数回答)

実施したいが次の点で困難である
※2

時問がない

蔓剤師力坏足

依頼が怨い

二点致が合わない

769 45(泓

やり方がわからない

無回答

今後も実応することはない

無回答

調査数

96

237 13.9%

5.6%

675 515%

"6 26.1%

98

7

2418.6%

75%

62

0.4%

36%

941 60.4%

165 106%

360 275%

7 0.5%

54 4.1%

25 15%

409 24.0%

3+1 200%

27115996 t14 8.フ% 55 35%

17071000% 13101(刃ρ% 15571001"6

563 362%

8 0.6%

56乳
5嘗

19

2以) 221%

12%

32%

03%

50

139易
IB6嘗

04嘗
05嘗

4

Q.実施している内容(複数回答)
※実施している薬局のみ

252 162%

望の説明

26 偶

15嘗
06鶚

副作用チエック

美の効果確認

残藁確認

お桑カレンダーや藥箱ヘのセット

血圧や体温測定

禰痘の藥剤提案

医師に粟剤提案や処方変更依頼

他鳳種へサーピス内容にかかわる

信報提供

他悶橿ヘ服聾上の注意点について

の連絡

無回答

選択肢

ユ'偶
221X

159寓

Q.一人の訪問薬剤管理指導にかかる時間は

平均どのくらいですか※実施している薬局のみ

0 成?2

10努 20、 30K 40努 50、 60無

口平威25

匠亟亟

無回筈
66賊

40分以

45寓45寓

口早成刀年

平成22年

,、".."
1 1.6X

51・ξ%
8.3、

5

70曳 80鷲 90寓 10^

【結果・小察】「20分未満」が減り「20分~40分」が増えている。次のスライド

からも、副作用の確認や薬の効果の確認、お薬カレンダー等ヘのセット、残
薬整理等を実施し、丁寧な指導を行っていると考えられる。実施した内容を医
師、ケアマネジャーのみならず他の職種ヘの報告が増え、在宅チームでの薬
剤師の存在をアピールすることの重要性が定着しつつある。

無同答
38舗

40分以
上

41鬢

1三ミ

平肱5年

需ゞ
'器'請

1美.0%

81.2、

".0.、

.昇王」衷22'"

'含3.9%

586、
4弊

玉毛愉

111々

無回筈

43努
40分以

上

06寓

Q.在宅患者の残薬を確認した(見つけた)ことは
ありますか

厘亟回匠亟Ξ到

0耳Z」虎25^

【結果】多職種連携の
意識が、向上している。

平ゑ之7年

口刃之」虎27^

熱皿筈
287寓

Q.残薬のため医師に処方日数等の変更を
お願いしたことがありますか

匡亟Ξ到 匠亟到

無伺善

ユ0'弊

無回答
195叫

無回答

292郭

匠亟Ξ勇

無回答
ユ05嘗

無回筈
1,1嘗

【結果・小察】
両設問とも、着
実に増えている。
更なる努力によ
リ、数値で薬剤師
の活動の評価を
示していきたい。

3
4



Q.残薬のため医師に処方日数等の変更をお願いし

たことがありますか?(「ある」の詳細は複数回答)

ある※5

選択肢

患者の申し出により

服薬指導時薬剤師の気づきにより

その他

無回答

ない

平成22年

件数構成比

541 258%

無回答

274 13.0%

平成25年

件数構成比

603 359%

300.'釜郵

41 2.0%

Q.退院時共同指導に参加したことがありますか
匡亟亙匠亟回

49

252 15.m6

945 450%

平成27年

件数構成比

1059 465%

423 25.1%

23%

614 292%

無圃

フ 7嘗

2100100.0%

43

ある

43弊

22

392 172%

26%

758 45.1%

無四筈
6例

761 ^昌'路

45 2.0%

13%

Q.多職種による事例検討会に参加したことがありますか

321 19.1%

1682100.0%

Q在宅医療において、薬剤師による祷瘻対策は
必要と思いますか

69

無回善

76嘗

畠る

43乳

748 3?9%

匠亟到

3ρ%

469 20.6%

.蔓で0い
4"

【結果・小察】退院時共同指導に保険薬
剤師が呼ばれることはまだまだ少ない。
入退院を経て薬剤が大きく変更されてい
ることがあるので、従前から患者の状況
を知っているかかりつけ薬剤師は退院時
共同指導に参加して退院食後からのコン
プライアンス等に関わっていきたい。

2276100.096

匪璽回

ある

74嘗

齢詞菩
,4与

無国筈
6.1嘗

匠亟Σ雪

9

る

"鼎でない
才"

匝回

畠.筈

【結果・小察】地域包括ケアシステム構
築が進み、多職種連携が課題となって
いる。薬剤師も積極的に事例検討会に
出席し、どのような事例であっても薬学
的管理指導の重要性について意見を
述ベることが重要である。

【結果】在宅医療において薬剤師による祷癒対策は必要と思
いますか」では平成27年にはやや割合は下がったが、全体の
81.2%の薬局が必要と回答している。

.冥でない
Ⅱ 6弊

Q.ケアマネジャーやへルパー等から薬に
ついて相談を受けたことがありますか

厘亟回匡亟Ξ到

匠亟回

..筈
1」嘗

無面筈

6隅

、

Q.ケアマネジャーやへルパー等に薬の
研修講師をしたことがありますか

忽田筈^ 平成ユフ年

堂回筈

5.9寓

76曳

い

伽血善
.1弧

【結果・小察】
ケアマネジャーやへルハ'ーからの
相談は、予想以上に多く、
増加している。福祉系のス
タッフの良き相談門口となり、
地域包括ケアシステムでの
の役割を確実なものにしてい
きたい。研修講師は、顔の見
える関係作りの最大の近道
である。依頼されるのを待つ
のではなく、地域包括支援セン
ター等ヘ売り込みにいく等努
力も必要となる。

(
※
5
詳
細



【糸吉果】
「訪問薬剤管理指導を実施していますか」「一人の訪問
薬剤管理指導にかかる時間は平均どのくらいですか」
「在宅患者調剤加算の算定」「残薬のために医師に処方
日数等の変更をお願いしたことはありますか」「多職種
による事例検討会に参加したことがありますか」「ケアマ
ネジャーやへルパー等から薬について相談を受けたこと
がありますか」の設問では、順当に関わる薬局の割合が
増加した。「退院時共同指導に参加したことがあります
か」「ケアマネジャーやへルパー等に薬の研修講師をし
たことがありますか」ではほぼ横ばい、「在宅医療におい
て薬剤師による祷癒対策は必要と思いますか」では平
成27年にはやや割合は下がったが、812%の薬局が必
要と回答している。

今

く 1.

置

^

^

のな

訪問薬剤管理指導を算定する薬局は確実に増えているが、
まだまだ跨跨している薬剤師・薬局は多い。さらに、退院時共
同指導やサービス担当者会、への参加も少なく、現場の地
域医療チームの多職種からは良い評価ぱかりではなく、課題
は多い。

在宅医療は、患者が寝たきりになって始まるのではない。通
院時からの店頭での服薬指における信頼関係構築が基礎
であり、地域の住民のみならず多職種に「薬で困ったら薬剤
師に聞こう」「通院できなくなったら、あの薬剤師に来てもらお
う」と思っていただくよう、日々の業務を見直すことが、在宅活
動を順調にスタートさせ多職種連携を実践し地域医療に参画
する近道であり、かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の姿で
あると考える。

ケアマネジャーは

定期的に居宅を訪問
しているので変化を

発見しやすい。ケア

マネジャー研修では
「生活機能に変化が

合ったらお薬手帳に

記載してください」
「薬で困ったら薬袋

の薬局に電話してく

ださい」と説明して

いる。

(-2015改訂版

【考察】



資料11

Rよじめに】

平成器年8月に発表されました厚生労働白書「平成24年度診療報酬改定に向けて」の中には、
「医療や介護サービス、生活支援のサービス、高齢者用住まいの確保を含めた多様なサービスを

包括して提供する制度の構築を進める必要がある」と、地域包括ケアシステムを進める必要が明
確に記載されている。在宅サービスを支える多職種間の連携強化や受け皿機能の充実が重要とな
ると思われる。

愛知県薬剤師会では、薬剤師が地域のチーム医療ヘの参画することを目的に事業に取り組んで
いる。地区薬剤師会の協力のもと、「在宅医療受入薬局りスト」をホームページ上で公開を行った。
これに続き、地区における多職種連携を促進し、チーム医療の充実させる目的で、地区の状況と
課題をアンケート調査を実施したので、結果を報告する。

【方法】

9月17日の地区会長会にて、各地区における多職種連携に関するアンケートを配布し、 FAX
にて収集。回収率95.フ%(46地区中 44地区仕也区薬剤師会単位の回答を基本とするが、一部薬
剤師会においては、自治体単位等で回答)。名古屋市内は 16地区、尾張地域は17地区、三河地域
は 13地区を対象とした。

【結果及び考察】

地区薬剤会と多職種との連携は、10地区が「できている」、 7地区が「準備中である」、27地区
が「できていない」という回答であった。(表 D 名古屋市内・尾張地域においては、三河地域よ
リ、連携がとれている傾向であった。連携エリアは、自治体単位であった。

連携の発起人は、連携できている・準備中である地区に注目すると、名古屋市内においては、
薬剤師会、地区医師会、病院が、尾張地域においては、薬剤師会、地域包括支援センター、行政
が発起人になっていた。連携の発起人には、薬剤師会のみは2地区で、医師会または行政が発起
人となっているのは8地区であった。地区薬剤師会のみでは連携は進みにくく、地区医師会.行
政(自治体)と共に連携体制を構築する必要があると思われる。

(表 2)連携のための事務局は、輪番制は稀で、ほとんどが固定制であるとの回答であった。
連携できている 10地区の連携に参加する職種は、薬局薬剤師以外では、開業医、ケアマネージャ

、ヘルパーが多かった。さらに、名古屋市内では、開業医、病院の医師・薬斉伯而が参加してい

ることが多いが、尾張・三河地域では、ケアマネージャー、ヘルパー、開業医、訪問看護師が参
加しているケースが多かった。参加職種についても、地域による傾向の違いがあると思われる。
(表 3)

各地区における多職種連携に関するアンケート調査報告

地域医療部会

具体的な連携の活動としては、研修会が12地区、情報共有化の取り組みが7地区、事例検討会
が2地区あった。連携として.刑彦会が多く、事例検討会をあげた地区は尾張地域のみであった。
研修会は下地作りとして大変重要であるが、そこからどぅ一歩具体的に踏み出すかが課題である。

その他として、地区認知症見守りネットワークの立ち上げ実施、ものわすれ相談事業による早期
ケア治療支援、吸入指導箆の受入や医師会に居宅療養薬剤管理指導実施に関する要望書の提出を
挙げる地域もあった。(表4)



未連携地区の今後の意向にっいては、7地区が「薬剤師会がどこかに連携を呼びかけたい」、20
地区が「どこかから連携に誘われたら参加したい」、7地区が「考えていない」と回答。連携に対
し、能動的な地区があるが、大部分が受動的であった。(表5)
連携を進める上での課題や当薬剤師会ヘの要望は多岐に渡り、当部会で今後、対応していける

ものもあった。(表 6、表 7)

以上の結果から、多職種との連携を進めるためには、愛知県というーつの単位で画一に対応す
るのではなく、地域・地区毎の課題を整理し、対応することが重要。連携促進に対し、当部会と

して何ができるのか検討中である。薬剤師が在宅医療において取り残されないためにも、当部会
は、きっかけづくりとして、現在、先進的に取り組んでいる地区の状況を、地区・会員から情報

収集し、連携のモデルを示すなどの情報提供に努めていくことが必要である。

【資料】

表1

愛知県

名古屋

尾張

三河

多職種との連携の有無における地区数

できていない準備中できている

2710

8

表2 多職種との連携の発起人

地区地区

薬剤師会医師会

愛知県

名古屋

尾張

三河

※地域包括センター:地域包括支援センターのこと。その他:社会福祉協議会等

表3.多職種との連携に参加する職種
ケア病院の病院の訪問病院の

開業医
マネ医師薬剤師看護師看護師

地区の

病院

愛知県

名古屋

尾張

3

その他

三河

※ケアマネ

地域包括

センター

02

ケアマネージャーのこと。

表4.具体的な連携の内容

ケアマネ

連絡会

愛知県

名古屋

尾張

三河

行政

研修会

110

※その他:地区認知症見守りネットワークの立ち上げ実施、ものわすれ相談事業に
よる早期ケア治療支援、吸入指導筵の受入や医師会に居宅療養薬剤管理指導実施
に関する要望書の提出等

0

その他

その他

12

1

歯科医居宅連、地域包括支援センター

事例検討会 その他

ヘル

情報共有化

の取り組み
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1
1
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表 5. 今後の地区の連携に対する意向(未連携地区のみ)

連携を 誘われたら
考えていない

呼びかけたい 参加したい

愛知県

名古屋

尾張

三河

表 6.

地区

2

多職種との連携を進める(始める)上での課題

課題

1

地区での人材不足(チェーンは独自に活動)
r.と薬剤師で連携してから包括などと連携か。

などはしている)

わからない。

名古屋

灸在宅業務を実施する為には市の包括支援センターと訪問看護士さん、ケアマネさんとの関
係強化?が必要です。特にケアマネさんと顔見知りになることが患者さんを紹介していただ
けることになると思います。医師会との関係も良好でないと指導書作成まで到達しません。
大変ですね。

7

薬局側の受入体制の強化。

8

マンパワ一の不足。

7

時間、日程等、相手の時問に合わす事が可能か?

会会員の意識向上。

2

現在まだ充分ではないので今後の課題であると思っている。(少し連携が始まったばかり
である)

3

2

食きっかけを作りたい。(誰にどの団体に言うのか。どの会議に参画するのか。できるのか。)

会合を持つ時の各・

会連絡窓口の設置。会員の意欲の向上。

何のために連携が必要なのかアンケートから汲み取れない。この 1枚からは何もわからな
いです。

地区医師会の連携は不可でやる気のある D
(包括などから講師依頼、ポスター配布依頼

当地区薬剤師会は会員約20名ですが、実働会員は4~5名です。多職種との連携進めたい
のですが会としては無理です。(個々の薬局ではあると思いますが、実体は不明)

尾張

開業医の先生それぞれの考え方が違う為、会としての働きかけが難しい。

会三師会、病院、包括支援それぞれと個々に連携は進めているが、全体となると非常に難し
い。戦略が必要。

との時問的な問題、平日時問がとれる薬剤師はほとんどいない。

会薬剤師が消極的。

医師等の全面的な協力が得にくい。

食薬剤師の意識改革。

会資金繰り、初年度は医師会が全額負担。会議に行政担当者(副市長出席)に入ってもらい、
次年度からは予算がつくかも?

食基幹病院又は地区医師会が先頭に立って、他業種「包括支援センターを中心に」を巻き込んで
連携を作っていく。

食まず、何から手をつけるのか?現時点で連携を進めている具体的な例があるとよいかな、
と思います。

会多職種と会う機会がない。

三河

7
4

2
。
 
5



会最初のとっかかりがむずかしい。

会個別での連携はできているところもありますが多職種連携は現在はできていません。行政
においても拠点づくりの必要性を現在話し合い中です。

六当地区では患者さんに薬局の選択をお尋ねするケースは稀で、医療機関からの指定薬局に
よる訪問薬剤管理指導となってしまう。

時間的制限(平日昼問)にて出席がむずかしい

複数薬剤師がいないところは薬局を留守にできない。接触する時問が合わない。交流する
場がない。

食全体としての連携の構築となると難しく、チーム医療的に必要と思われる患者を中心とし
た、個々の連携はできている場合もあるので、その集収とそこからの行政等ヘの働きかけに
なると思います。

現在、在宅をしているのは、マンツーマン薬局で門前のDrが在宅を実施しているところ
が多いと思う。その他の薬局が在宅に関わっていくのは人員的に難しいと考える。
灸どこに呼びかけたらよいのかわからない。在宅を受けいれる薬局が限られている。体制が
整っていない薬局に無理はいえない。薬剤師会としてサポートできるのは何かがよくわから
ない。

地区においては皿肌パワ一不足、特にオーナーA会員が少ないので、新規事業etCなどで
きない。

知県薬剤師会が、今後、支援・協力することが望ましいと思われるもの

表7

地区

多職種連携に関して愛知県薬剤師会ヘの要望

要望

在宅応需の為の研修(計画書等の作成)・往診専門Dr.との情報交換(共有)・他地区での
具体的な研修会内容、組織(?)の紹介

名古屋

多職種連携の働きかけなどのきっかけ作り等

きっかけを作るための団体を教えてもらいたい(他地区のやり方)。甘えるのであれば各上
部団体に地区薬剤師(会)に声掛けしてもらえるように働きかけをして頂けると助かる。

勤務薬剤師(調剤薬局)の未入会者が多い。又、薬剤師会活動?への無関心をなんとかし
てほしい。

多職種連携の必要性についての説明会があると有難い。

何を目標にしてどぅ行動すれば良いのか県薬から案を出してもらわないと進みません。地域
医療部会として平成24年3月までの目標とプロセスを示してほしい。でないと毎回アンケ
ートで終わってしまいます。

尾張

医師会ヘの働きかけ

地元でやるしかないと思いますが。

在宅での仕事をわかりやすく説明するDVDを作成「文字でなく漫画的な表現を入れてくださ
い」

先進地区の具体例を示していただきたい。

県薬の予算を地区にあとしてください。予算があれぱ地区として連携の必要性を感じており
検討できる。

わからないので書けない

三河

具体的なテーマを全県的に取り組んでいただきたい。

県薬が多職種からの要望、意見交換をしていただき、薬剤師会に対してどのような要望が
あるのか教えてほしい。

県として各団体(医師会、自治体)等ヘ必要と思われる連携のあり方、要望を先ず調査し
ていただきたいです。

リストに登録した薬局を中心に連携を促進していく様取り組んでいくのが良いと思う。

県薬剤師として、どのような連携を求めているのか伝わってこない。具体的なアピールを
望む。



資料Ⅲ

地区出前研修「在宅医療を始肋よう研修会」を
実施して考えたこと

平成26年度東海薬剤師学術大会ポスター

0加藤仁,飯田耕太郎,岩田慎,上地小与里,
木股広美,曽田高弘,花木令子,古田勝経,松
浦伸之,水野正子,奥健,川邉祐子,鈴木弘子
西川弘嗣

般社団法人愛知県薬剤師会地域医療部会)

地域薬剤師会の定期例会ヘ愛知県薬剤師会地
域医療部会の講師が直接赴き「在宅医療を始め
よう研修会」と題して、薬局が在宅医療に関わ
る社会的重要性、始め方、そして多臓種連携の

ポイント等を60分程度にまとめ講義を行った。
研修終了後、会場にて参加者に意識の変化を知
る目的でアンケートを実施した。地域薬剤師会

の要請により15地区をまわり566人に研修を

行った。アンケートの回収率68%であった。

【方法】

今まで愛知県薬剤師会が実施する在宅医療関連
の研修は、会場は名古屋市内で、恵欲の高い会員
が主に集まった。これは少数の先駆者集団のスキ
ルアツプには有効であったが、地域包括ケアの中
で薬剤師の存在を広く地域で主張するには不向き
でありであった。そこで地域薬剤師会の例会ヘ直
接講師を派遣し研修を実施した。その効果を検証
するとともに、課題を探し対応策を考える

【目的】

「在宅医療を始めよう研修会」アンケート
主な質問内容

.あなたについてうかがいます。
⇔開設者ですか?口はい口いいえ

⇔口管理薬剤師口管理薬剤師以外の薬剤口病院薬剤
.訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導・在宅患者訪問薬剤管理指導)を

行っていますか。

口はい→口月平均1~2件口月平均約3~9件程度
口月平均約10件以上

口いいえ→その理由をお答え下さい。

.今回の研修を受講して在宅医療ヘの参加の意欲は変化しましたか?
口向上
口変わらない
口低下した

.在宅医療に関して今までに何か疑問に思うことがありましたか?
口ある→今回の研修で解決しましたか?口はい口いいえ
口ない



【開設者かどうか】

【薬剤師種別】

20% 40% 60%

【いいえの場合の理由(複数回答可)】

20%

80%

無回答,8

100%

40%

方法が分からない

時間がない

スタッフがいない

医師から指示がこない

ケアマネージャーから依頼がこない

開設者の意向

意蓑がわからない

その他

病院薬妾11師,
7

60%

【訪問薬剤管理指導を行っているか】

80%

そのイ也,10

100%

【はいの場合の件数】

20%

0

40%

20

31

40

60%

60 80

【研修に参加して在宅医療ヘの参加意欲は向上したか】
※対象者別

20%

80%

100

無回答,3

0全員566名対象
⇔「はい」 54%

120

100%

40%

140 160

「訪問薬剤管理指を
つている」が「いい

え」の264名対象⇔Πす
い」 553%

60%

60%

80%

0 「訪問薬剤管理指導
を行っている」が「い
いえ」の開設者81名対
象⇔Πすい」 49.4%

100%

809'

無回答.2ユ

100%

ユ0%

80%

40%

100%



【在宅医療に関して今までに何か疑問に思うことがあったか】

【今回の研修で解決したか

才上の設問で「ある」の130名対象】

0% 20% 40% 60%

【展開】

今回のアンケートで、訪問薬剤管理指導を行っ

ていない理由のトップが「医師から指示が来な
しU であった。そこで在宅で薬についてコンプラ
イアンスの悪さ等で困っているケアマネジャーに

働きかけることが有効であると考え、愛知県薬剤
師会地域医療部会ではケアマネジャーや介護ス
タッフ向け小冊子「くすり・薬剤師と上手につき
あう!~薬で困らない~」を作成し、在宅医療連

携拠点事業や地域包括支援センター等で地域薬剤

師会の研修実施の支援を行っている。

80%

20%

100%

40% 60%

【考察】

薬局の経営方針は、開設者が決定する。 81名の訪
問活動未着手の薬局開設者の約半分の意識を少し向
上させることができた。追跡調査を実施していない
ので、その後の展開は不明である。しかし、平成22
年度と25年度に同じ内容で全A会員に郵送法で実施
したアンケートでは、「居宅療養管理指導(訪問薬
剤管理指導)を実施していますか?」の回答が、 22
年度168%が25年度には218%に着実に増加した
今回の研修の成果とは言い翊れないが、社会情勢の
変化に各薬局が対応したことが大きな原因と思われ
る。

80% 100%

ケアマネジャー

は定期的に居宅を
訪問しているので

変化を発見しやす
い。ケアマネジャ

一研修では「生活
機能に変化が合っ
たらお薬手帳に記

載してください」
「薬で困ったら薬

袋の薬局に電話し
てください」と説
明している。



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策について

公益社団法人愛知県栄養士会

1.現場的課題

a)課題抽出

①本会は在宅医療・介護事業の拠点となる栄養ケアステーションを、愛知県二次医療圏

に基づいて、県内各地域にどのように構築していくかが急務の課題となっています。②愛

知県二次医療圏12地区のーつ、名古屋医療圏においては、現在、名古屋市内8区に「在宅

医療・介護連携支援センター」が設置され、平成 28年度には、16 区すべてに設置される

予定とのことです。名古屋市在住の本会会員が市内で在宅訪問栄養食事指導を希望する場

会員の住居に近い支援センターに名前を登録することにより、事業ヘの参加の道筋が
^
「コ、

出来ます。

一方、名古屋医療圏を除く県内Ⅱ地区については、名古屋医療圏における在宅医療・介

護連携支援センターのような窓口が、今後、設置される可能性があるのか、地元医師会、

あるいは市町村が窓口になるのか、関係諸機関の情報提供が待たれるところです。

12

<表1>愛知県二次医療圏と本会担当者

二次医療圏 区分(市町村名)

名古屋

海部

尾張中部

名古屋

尾張東部

津島、愛西、弥富、あま、大治、蟹江、

飛島

清須、北名古屋、豊山

瀬戸、尾張旭、豊明、日進、長久手、

東郷

一宮、稲沢

春日井、犬山、江南、小牧、岩倉、

大口、扶桑

半田、常滑、東海、大府、知多、美浜、

阿久比、南知多、武豊、東浦

豊田、みよし

岡崎、幸田

碧南、刈谷、安城、西尾、知立、高浜

新城、設楽、東栄、豊根

尾張西部

尾張北部

(希望数は研修会後のアンケート調査による数値)

実施主体 本会担当者希望数

知多半島

西三河北部

西三河南部東

西三河南部西

東三河北部

名古屋市(委託)

津島保健所

清須保健所

瀬戸保健所

33

一宮保健所

^

^8

春日井保健所

5

半田保健所

9

衣浦東部保健所

西尾保健所

衣浦東部保健所

新城保健所

7

^

^

^

8

9
 
4

9
 
6



東三河南部

(2)対応策・取り組みなど

①全国47都道府県を束ねている公益社団法人日本栄養士会では、各県の事業所(病院・

介護センター・薬局等)からの申請に基づいて、「認定栄養ケアステーション(モデル事

業)」制度を平成27年度より立ち上げています。昨年12月25日には、全国の認定栄養ケ

アステーションの代表者による情報交換会が開催(東京)され、事業所に属する本会会員

も参加しています。その際の配布資料をもとに作成した事業所数一覧を下記に示します。

豊橋、豊川、蒲郡、田原

<表 2>

認定栄養

ケアステーション

東京都

愛知県

神奈川県

滋賀県

大阪府

兵庫県

日本栄養士会認定栄養ケアステーションの県別事業所数一覧

事業所認定栄養事業所認定栄養

の数 の数 ケアステーションケアステーショノ

富山県京都府

千葉県埼玉県

奈良県山形県

岐阜県岡山県

北海道秋田県

合計山口県3

豊川保健所

②本県の礁忍定栄養ケアステーション」は現在7か所で、「在宅訪問栄養食事指導」を実

施している所は4か所に留まっています。 4か所の昨年の訪問実績は以下のとおりです。

<表3>本県の認定栄養ケアステーションと平成27年の実績

住所 平成27年の訪問実績事業者

名古屋市南区松池町医療法人財団善常会
402 件

善常会りハビ 1Jテーション病院 1-11

大府市森岡町7-430
国立長寿医療研究センター

国立長寿医療研究
在宅栄養支援の和

センター栄養管理室内

名古屋市中区千代田
53 件NP0法人LET'S食の紳

5-22-11
3名

担当者数

4名

(ハ゜ート 1、常勤 3)

1名
岡崎東病院

栄養ケアステーション虹
96件

事業所

の数

44

③日本栄養士会は、認定栄養ケアステーションを将来的に、全国15,000か所設置に向け

てモデル事業制度を導入し、今年度3月末までに第2次募集実施を予定しており、今後、

本会としては認定栄養ケアステーションの県内の絶対数を増やすこと、及び各認定栄養ケ

アステーションに対し事業推進のバックァップをすることにより、「在宅訪問栄養食事指導」

岡崎市洞町向山 16-2
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2
2
2
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に携わる会員の増加を順次図っていきたいと考えています。

2.組織的課題

(D 課題抽出

本会は、平成27年6~8月の3 回にわたり「訪問栄養研修会」を実施し、毎回 140名を

超える参加者からのアンケートによる回答を得ました。その中で、「愛知県の二次医療圏(12

地区)のうち、どの医療圏で仕事をしたいか」について希望を取り、その結果は表 1一希

望数の欄一のとおりです。その際、記名・無記名を選択にしたため、地区ごとの人数は把

握できましたが、名簿作成まで至ってはいません。今後は早急に名簿づくりに取り掛かか

る必要があります。ついては平成28年2月6日(士)開催の研修会「在宅医療・介護と多

職種連携」や、本会会報(平成28年2月20日号)及びホームページ等で呼びかけを行っ

たうえで名簿を作成し、地域ごとの会員による活動体制や協力体制を整えることが、本会

の緊急課題と考えます。

(2)対応策・取り組みなど

①現在、大多数の病院や施設で働く管理栄養士は、院内、施設内の業務で手いっぱいの

状況と推測され、今後、地域密着型の在宅医療・介護推進事業の中で、訪問栄養食事指導

を確立するためには、在宅医療・介護事業に携わる管理栄養士の適材適所配置が必須と考

えます。多職種連携による研修会のグループディスカッション等で、多く聞かれる意見と

して「訪問栄養食事指導を必要とする療養者が、現場に多く見られるのに栄養士の動きが

みえてこない」があります。

②本会では現在、県健康福祉部保健医療局健康対策課からの打診に対し了解のあった市

町村ヘ、本会役員が「衛生部門ヘの管理栄養士の設置もしくは増員」の要望活動(平成27

年12月~平成28年2月)に出向いているところです。要望のポイントは「本県では平成

29年度より在宅医療・介護事業が市町村主体になります。そこで市町村の衛生部門に是非、

管理栄養士の設置をお願いしたい。設置済みの市町村には、管理栄養士の増員を是非お願

いしたい。」です。訪問してみての印象は「市町村の在宅医療・介護事業ヘの取り組みの遅

れ、また現場の危機感が伝わってこない。」が実感としてあります。

3.活用人材の組織的把握の課題

(D 課題抽出

行政に携わる栄養士の数が現在、 47都道府県のうち全国最低と言われる本県に、本会

は、「在宅医療・介護事業が市町村に移行する平成29年度までに、市町村の衛生部門に管

理栄養士の設置、もしくは増員を切にお願いしたい。」と要望する次第です。

(2)対応策・取り組みなど



①平成28年2月6日開催を予定している本会主催の研修会「在宅医療・介護と多職種連

携」では、記名式アンケートを実施し、愛知県医療圏12地区のうち、どの地区で「訪問栄

養食事指導」従事を希望したいのかを把握し、名簿の作成作業を進展させたいと考えてい

ます。そして地域の要請に即対応できる地域密着型の体制づくりを進めたいと考えていま

す。

②今後、本会が行政機関に希望する対応策として、Ⅱ地区の保健所<表1参照>がイニ

シアティブをとって、地域の医師会と市町村ヘ働きかけて、「県の在宅医療・介護連携支援

センター」の設置を各地域で押し進め、多職種がそれぞれの地域の包括ケアシステムの中

で、適材適所の働きが可能になるよう、体制づくりを早急に進めていただくよう切にお願

いする次第です。



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策について

公益社団法人愛知県歯科衛生士会

1.現場的課題

a)課題抽出

・在宅療養(医療)に従事するための知識と技術を備えた歯科衛生士が少ない

・歯科医師の指示に基づき従事するが、在宅療養に従事する歯科医師もまだまだ少ないた

め在宅療養(医療)に従事する機会が少ない。

・在宅療養者の口腔機能を維持管理することの重要性がまだまだ県民に広く周知されてい

ない。

(2)上記に対応する対策および取り組みなど

・今年度在宅療養者ヘの訪問口腔保健指導従事者の実態を把握するために本会会員に対し

てアンケート調査を実施した。それらを分析し、具体的な対策を講じる予定。

・在宅療養(医療)訪問指導に従事する歯科衛生士を養成するため、講義および実習を併

せた研修会を企画している

・(公社)日本歯科衛生士会において「在宅療養指導(口腔機能管理)」における認定制度

を設けており、高度な知識と技術を有すると認められた認定歯科衛生士を育成している。

・歯科医師にも訪問指導の重要性を理解してもらうため、歯科医師、歯科衛生士が共に共

通認識を得られる内容の研修会を企画している。

・広く県民に口腔機能の維持管理の重要性を周知することを目的として、本会の公益事業

として毎年「口から食ベる」をテーマにした県民公開シンポジウムを開催している。

2.組織的課題

(1)課題抽出

・在宅療養(医療)の現場において多職種間の連携が図りにくぃ。

本来在宅療養者ヘの訪問口腔保健指導は歯科医療機関が行うものであり、まずは歯科

医師の診療から始まる。そのため医科歯科の連携が十分に図られることが前提となる。

また医科歯科の連携が行われても、実際には歯科衛生士の職能で単独で多職種との連携

を図る機会が少ないのが現状である。

(2)対応策・取り組みなど

・多職種連携の前にまずは歯科医師との連携を図り、歯科医師が歯科衛生士の職能を理解



し、歯科医療機関として歯科衛生士の単独訪問が実践できる環境つくりが必要。

歯科衛生士に対しても歯科衛生士業務と指示系統の理解を深め、職能を明確にできる人

材育成が必要である。

3.活用人材の組織的把握の課題

(1)課題抽出

.会員の就業状況はある程度把握は可能であるが、現状は本会の組織率は約30%にとどま

つており、すべての歯科衛生士の状況ではないと考える

(2)対応策・取り組みなど

.可能であれば、歯科医師会などを通じて歯科医療機関に勤務する歯科衛生士の実態を調

査し、さらに詳細な状況把握に努める。

.患者から訪問歯科診療とそれに伴う歯科衛生士の訪問口腔機能管理を活用してもらうた

めにも、啓発事業を展開する。



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策につぃて

公益社団法人愛知県看護協会

1.現場的課題

Q)課題抽出

・他の医療職との連携以上に看護職と最も近い介護福祉士や訪問介護員(ヘルパー)との

連携や交流等を企画し「県民のくらしを支える」ことに力を入れる必要がある。

・訪問看護に携わる看護師の絶対数の不足に対して、多方面から検討していく必要がある。

・訪問看護師の質向上を推進する。

・訪問看護ステーションの労働環境の整備が必要である。(多くの訪問看護ステーションは

小規模で、 24時間対応や365日対応ができない状況にある)

(2)対応策・取り組みなど

・委員会活動を通して、多職種の連携を目指した交流会等を企画し、実施する。

・新卒の看護師が訪問看護で戸惑うことなく働けるように、教育プログラムを作成する。

また、当協会立訪問看護ステーションがそのモデル事業を展開する。

・在宅医療に関連する研修を企画、訪問看護師の抱える二ーズに合った研修の企画を行う。

・多様な勤務体系を実施する基盤を作り、他のステーションのモデルとなる。そのために

は、今までにとらわれず「やれない」から「やってみる」への大きな意識改革が役員にも

ステーションの看護師にも必要であり、担当者が積極的に行う。

・訪問看護師に関する研修等により力を入れ、カリキュラムの充実を図る(訪問看護認定

看護師教育課程・訪問看護師養成講習会)

【出典】平成25年度厚生労劃省老人保健事業推進費補助金「訪閻看護の確保と安全なサービス提供に関する鵤研究事業」全国訪問

2.組織的課題

く訪問看護ステーションの看護

(D 課題抽出

・地域包括ケアシステムの中心を担うべき訪問看護ステーションが、各々の地域で開催さ

れている会議等の主要メンバーに入り、情報をタイムリに入手する。

数(常換算)>

^

10人以上

4.196

事業檀会

'
ー
ー
ー
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在宅領域で働いている看護職の看護協会ヘの入会を促し、問題を明確化する。

訪問看護ステーション間の連携を強化する必要がある。

中心となるべき訪問看護ステーション協議会の基盤を強化する。

(2)対応策・取り組みなど

.看護協会の地区支部を活用し、地域で行われている地域包括ケアシステム関連会議の開

催情報を得て、訪問看護ステーションの看護師が参加できるように働きかけていく。

.在宅領域の看護職の現状を明らかにし、課題解決にっなげるために新年度より看護師職

能委員会を領域1(病院)と領域Ⅱ(在宅)に独立させる。

.訪問看護ステーション間の連携のため、まず昭和区・瑞穂区内の連携交流会を行う。

.協会長と協議会長が兼任であることを活かし、事務局の強化をはかり、愛知県ヘの担当

課ヘの広報活動を推進していく。

.訪問看護ステーションの管理者対象に経営を中心としたマネジメント能力向上につなが

るセミナーを開催する。

愛知県の現状

*看護職の業務従事人数(フフ,512人)

区分 S1

保健師 2,200

助産師 1,906

看護師 50,506

准看護師 15,900

*看護職の就業場所別人数の割合
訪問暑護ステーンヨン:ユ.醸

愛知県ホームページより

3.活用人材の組織的把握の課題

*訪問看護スーーション数:405箇所(H26.4月)

病院.61.8%

a)課題抽出

.がん看護・老人看護・在宅看護等の専門看護師との連携の必要がある。また、訪問看護認

定看護師を活用する必要がある。

診療所:2ユ.偶

.房 (H24.1ユ月保師等案務従事者届資料)



訪問看護ステーションの管理者の抱える課題を整理する。

在宅領域に携わる看護管理者のマネジメント能力を高める必要がある。

(2)対応策・取り組みなど

・研修会・交流会に講師やファシリテーター等の場を通して、人脈を確固たるものとする。

訪問看護認定看護師の連携の基盤つくりを行う。

・看護師職能委員会領域Ⅱによる実態調査を施行し、課題達成に向けて一歩でも具体的に
策を展開する。

・在宅領域に携わる看護管理者対象の研修会を企画し、看護管理者同士の交流を深める。

・日本看護協会の全国会議に出席し、モデル的な他府県の取り組みを可能な限り取り入れ

る。

・訪問看護認定看護師教育課程は25年度より開始し、20名ずつ修了者を送り出している。

表1 愛知県の訪問看護認定看護師数

全国 503 名

東京都 93名

愛知県 46名

兵庫県 46 名

*東京都に続き、兵庫県とともに第2位の訪問看護師を有している。

訪問看護認定看護師数



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策にっいて

公益社団法人愛知県理学療法士会

1.現場的課題

a)課題抽出

・通所型(主にディサービス)サービスにおける理学療法士の配置が少なし

・訪問りハビリテーションのみなし認定施設が多い。

・在宅療養に関わる慢性的マンパワ一不足。

・在宅りハビリテーションの必要性の理解が進まない。

(2)対応策・取り組みなど

・介護予防指導者育成事業の実施による研修・啓蒙活動の開始。

・りハビリテーション情報センター事業開始による未就業者の活用調査の開始。

・多職種連携による啓蒙活動の実践。

2.組織的課題

(D 課題抽出

・専従職員(理学療法士)がおらず組織的活動の制限がある。

在宅療養に関わる理学療法士の当会ヘの未加入者が多くいることが予測される(特に非
正規雇用者)。

在宅療養の充実に向けた研修等の活動が少ない。

地域における組織的活動が未熟である。

(2)対応策・取り組みなど

・雇用に向けた検討を開始。

・りハビリテーション情報センター事業・白書の作成を通じ実態把握を開始。

・医療介護総合確保基金を利用した研修の開始。

・ブロック再編を含めた組織改編を検討開始。

3.活用人材の組織的把握の課題

(D 課題抽出

・会員情報が任意での情報提供であり実態が把握しづらい。



所属施設からの就業状況の協力が得られにくい

未加入者の情報が把握できない。

非正規雇用者の組織率が低いと予測される。

(2)対応策・取り組みなど

.りハビリテーション情報センター事業・白書作成を通じ実態把握を実施中(平成27年度

版愛知県理学療法白書作成中)。



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策につぃて

一般社団法人愛知県作業療法士会

1.現場的課題

(1)課題抽出

・若経験者だけの職場多く、質の担保が困難。

・学校教育と臨床現場での教育/指導内容に乘離がある。また、科学的根拠のある実践が少
ない。

(2)対応策・取り組みなど

・教育研修会等の開催。

・生活行為向上マネジメント研修会の実施、事例発表の推奨

(作業療法の共通概念を学生/臨床家に向けて伝える取り組み、理論的な思考に基づい

た事例検討の場の提供)

2.組織的課題

a)課題抽出

・パラダイムシフト(心身機能重視の実践→作業/生活重視の実践ヘ)が起こっている。

リハ職種において役割分担・連携が不十分。

(2)対応策・取り組みなど

・生活行為向上マネジメント研修会の実施。

(心身機能・作業/生活をバランスよく評価し介入するプロセスを伝える取り組み)

・作業療法士/理学療法士/言語聴覚士の3職種連携の強化

(愛知県理学療法士会・愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会合同での研修会の開
催等

3.活用人材の組織的把握の課題

(1)課題抽出

・地域のブロック化が出来ていない

・人材の把握ができていない



(2)対応策・取り組みなど

・多職種との連携などを考慮したブロック化を検討中。

.研修会やブロック別での活動(地域での活動)などを利用することで、人材の把握(確

保)を検討中。



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策につぃて

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会

1.現場的課題

(1)課題抽出

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の課題として、アセスメント能力の不足が言われて

いる。

・基礎資格が福祉系の割合が高く、医療連携が不十分であるということも言われている。

(2)対応策・取り組みなど

・当団体では、アセスメントシートを愛知県の協力を得て作成し、啓発のための研修会ご

継続的に開催している。

・医療連携についても以前から言われていることであり、研修会等で啓発活動を継続して

いる。

・次年度より法定研修の形態も変更され、研修会の内容についても発言できるようにして

いる。

2.組織的課題

a)課題抽出

・事業者の団体で会員数も400あまりの状況となっている。

・各市町には連絡協議会などが存在しており、県単位での情報の収集も難しい状況にある。

・県単位での団体の必要性の啓発も不足している

(2)対応策・取り組みなど

・県単位での研修会等を開催し、啓発を継続的に行っている。

・各市町の代表者との意見交換をする機会を設けていく。

3.活用人材の組織的把握の課題

(D 課題抽出

・各市町にある地域包括支援センターは介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介

護支援事業所と介護支援専門員の人数等の状況は把握されているが、当団体の活動では

ないため、把握がされている事実を認識している。



(2)対応策・取り組みなど

.介護支援専門員の情報に関することは地域包括支援センターに確認する事となっている。

この先に、調査をする必要にあわせて方法を検討する



在宅医療(療養)における各職能団体の諸課題と対応策につぃて

愛知県言語聴覚士会

1.現場的課題

(1)課題抽出

・在宅医療に関わる言語聴覚士が少なく、利用者の方やご家族ヘ充分なサービスを提供
きていない。

・コミュニケーシヨン障害(失語症、構音障害、高次脳機能障害、認知症、聴覚障害など)

や摂食礁下機能障害に関わる関連職種の方との連携が不充分である。

(2)対応策・取り組みなど

・関連職種向け勉強会を開催する。

2.組織的課題

(D 課題抽出

・言語聴覚士の存在を知らない関連職種の方が多く、活用される機会が少ない。

地域ごとの活動ができていない。

(2)対応策・取り組みなど

・活用していただくために言語聴覚士の存在についての啓発活動を行う。

・ブロック制の検討を進める。

3.活用人材の組織的把握の課題

(1)課題抽出

・在宅医療・介護に関わる言語聴覚士の情報が不足している。

(2)対応策・取り組みなど

・在宅医療・介護に関わる言語聴覚士に対しても積極的に当会ヘの入会を勧める。

・在宅医療・介護に関わる言語聴覚士について、ケアマネジャー等からの情報収集および

地域りハビリテーションの関連研修会からの情報収集をする。





参考資料9日医かかりつけ医機能研修制度

本研修制度では、「かかりつけ医機能」として、(D 患者中心の医療の実践、(2)継続性

を重視した医療の実践、(3)チーム医療、多職種連携の実践、(4)社会的な保健・医療.介

護・福祉活動の実践、(5)地域の特性に応じた医療の実践、(6)在宅医療の実践一の 6 つ

を挙げ、これらの機能に沿った形で研修内容が組まれており、「基本研修」「応用研修」「実
地研修」の3段階に分類されている。

基本研修」

日医生涯教育認定証の取得、つまり日医生涯教育講座の 3年間の単位数とカリキュラム

コード数の合計で釦以上を取得することを第一条件としている。

「応用研修」

「講義要綱【シラバス】」を作成、項目として、1.かかりつけ医の倫理、質・医療安全、感

染対策、2.健康増進・予防医学、生活習慣病、認知症、3.フレイル予防、高齢者総合機能

評価(CGA)・老年症候群、 4.かかりっけ医の栄養管理、りハビリテーション、摂食嘩下

障害、 5.かかりつけ医の在宅医療・緩和医療、 6.症例検討一が挙げられている。

日医では来年度より、本シラバスに基づくテキストを用いた座学の研修会を開催する予

定で、こうした座学研修を本研修制度の応用研修と位置づけている。

「実地研修」

社会的な保健・医療・介護・福祉活動、在宅医療、地域連携活動等を地域で実践すること

とされ、具体的な活動内容として、1.学校医・園医、警察業務ヘの協力医、2.健康スポー

ツ医活動、3.感染症定点観測ヘの協力、4.健康相談、保健指導、行政(保健所)と契約し

て行っている検診・定期予防接種の実施、5.早朝・休日・夜間・救急診療の実施.協力、

6.産業医・地域産業保健センター活動の実施、フ.訪問診療の実施、8.家族等のレスパイト

ケアの実施、9.主治医意見書の記載、10.介護認定審査会ヘの参加、 H.退院カンファレン

スへの参加、12.地域ケア会議(会議の名称は地域により異なる)等ヘの参加、13.医師会

専門医会、自治会、保健所関連の各種委員、14.看護学校等での講義・講演、15.市民を対

象とした講座等での講演、16.地域行事(健康展、祭りなど)への医師としての出務一が

挙げられており、いずれも地域のかかりっけ医に求められる活動と位置付けている。
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平成26年12月1日 毎月1.15日発行

新たな決意と覚悟と半歩の漸進と

第1回地域医療再生に関する多職種連携協議会
日時.2侃4年8月12日 14.00~15.35

於:愛知県医師会館 5階医師連盟会議室

出席者:愛知県歯科医師会(本多、竹内)、愛知県薬剤師会(鈴木)、愛知県栄養士会(水野、小木曽)、愛知
県歯科衛生士会(金森)、愛知県看護協会(兵藤、加藤)、愛知県理学療法士会(鳥山)、愛知県作業
療法士会(稲垣)、愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会(鈴木)、愛知県言語聴覚士会(鈴木)、愛
知県(寺田)、愛知県医師会(樋口、宮治、加藤、佐野、天野)

愛知医報

樋口俊寛理事より、愛知県医師会が7月1日より

公益社団法人となり、担当理事に、野田正治理事が

副担当理事に就任した報告を受けた。続いてこの協

議会の委員長、副委員長の選出がなされ委員長愛知

県医師会宮治眞委員、副委員長同歯科医師会本多豊

彦委員、同薬剤師会鈴木弘子委員が選出され承認を

受けた。樋口理事より過去の多職種連携協議会の延

長線上としてイエローカードの改善と拡大と広報活

動に取り組みたいという挨拶、引き続き各職能団体

の自己紹介が行われて定刻開会した。

1.イエローカード・システムに係る活動としての

問い合わせ及び広報

2014年4 ・ 5 ・ 6 ・ 7月の間に、以下のような立

場より問い合わせを受けた。①半田保健所、②新城

市静巌堂医院、③歯科衛生士会、④愛知県キックォ

フ会議値a布資料1;平成26年8月1日M1979愛知

医報)、⑤言語聴覚士副会長との話し合い、⑥第190

回東海病院管理学研究会パネルディスカッション、

⑦岡崎市役所のホームページへの掲載要請(同時に、

薬斉伯市会からホームページへのりンクの希望)、⑧

栄養士会より8月30日開催の研修会ヘの支援要請

(本日の連携協議会終了後の要請)である。これら

はいずれも事務局で確認していただき、同時に、イ

エローカード・システム改善の指摘があれぱ記録に

残すこととした。最大の理由は広報の実態である以

上に、愛知県地域医療再生基金の支援を受けてぃる

多職種連携協議会の成果物のあり方、検証であり、

税金の適正活用の立場である。今後財政状況が一層

厳しくなることから、この視点は常に通奏低音でな

けれぱならない。

懐繊鯵鬪 第 1987 号

能団体が可能な範囲で、可能なことの取り組みを要

請していた。内容は多職種間のミニレクチュアの開

催・支援、均露化を目指すための事例検討のあり方

・参加であり、各職種の機関紙ヘの掲載な芒である。

同時に県民向けの理解をえるための広報活動などで

あるが、当連携協議会が支援できることであれぱ、

多様性、多岐性をもって対応することを確認し、可

能なかぎり早急に凡その日程を事務局ヘいただける

よう要請した。ここでも最大の理由は来年3月末を

もって当連携協議会が予算の一区切りとなる関係上、

残された時間は約半年と僅かであり、新たな決意と

覚悟と半歩の漸進が求められているからである。 こ

の過程で、りハビリテーションに関る三士会(理学

療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会)があるこ

とを知り、しかも来年は10周年で、愛知県・岐阜県

・Ξ重県が合同で行う会があるとのことで、支援を

確認した。同時に全国大会もあるようで、当速携協

議会が可能なかぎり協力をしたいと論議した。 ^茎五
仁1ロロ

聴覚士の当連携協議会ヘの参加は了承されたが、他

の職能と重複する部分について、異職種という視野

の相違を具体的にどぅ包摂していくかという点にお

いて、重要であるという認識は十分に首肯すべき指

摘であった。何よりも近い将来に向けた職能の本質
に関る課題だからである。愛知県居宅介護支援事業

者連絡協議会(通称.愛介連)、訪問りハビリテー

ション、訪問看護ステーション、歯科衛生士会など

多くの職能団体が多彩な企画を計画しており、当連

携協議会が積極的に活動に参加できるよう論議が交

わされた。ただこの過程で次の議論のごとく、予算

のあり方に各職能団体固有の事情を抱える財政的な

課題が浮き彫りとなった。

..............

2.アクションプランの実施

すでに2014年5月28日・同6月16日の2回に亘る

予備の当連携協議会において確認したように、各職

8

3.予算に係る多職種連携協議会のあり方

現行医師会を中核とする範囲内で可能なことは実

施するが、現実的に困難な課題も抱える。基本的原



平成26年12月1日

理はこの一連の事業は国の方向性に則って実施され

てぃるわけで、県民の納得のいく実践であれぱ、公

的資金の導入の要請、あるいは医師会でいえぱ補正

予算ヘの計上、さらには各職能団体が自らの組織の
自立と自律をもって対応する。それも無理ならボラ

ンティア(ジェニインボランティア・セミ/ハーフ

ボランティア・プロフェッショナルボランティア)

としてでも実行する価値があるか否かが問われなけ

れぱならないだろう。これらすべてが無理であるな

ら、問題提起としては凡そ1年を目処に、ぢ虫立組織

への移行が検討されるべきであろう。なぜなら、少

子高齢化は待ったなしにそこまで来ており、各職能
団体が性根を据えて取り組まないかぎり、地域医療

.介護は再生しないからである。公的資金の支援を
受けるなら、当連携協議会が常に過程の検証を怠ら

ず、地域住民が納得する、その有意義性を明らかに
しなけれぱならない。このようなことは新たな地平

を切り拓くときに起こる必然の課題であり、乗り切

れるかどぅかが焦眉の急である。「新たな決意と覚

悟と半歩の漸進と」は茨の道である認識が求められ

る。

当面は各職能団体の固有性に応じて柔軟な対応を

図るのが現実的で、是非・可否を含めて事務局ヘ相
談を願いたい。蛇足ながら、日本医師会は綱領を作
成し周知徹底を図っているが、その中で横倉義武会

長は3 つの点(日医ニュース北1270.2014.8.5)①

「組織を強くする」②「地域医療を支える」③「将

来の医療を考える」を指摘しており、当連携協議会
もその延長線上にあることはいうまでもない。しか

も綱領4つの1番目に、「日本医師会は、国民の生
涯にわたる健康で文化的な明るい生活を支えます」

とある。私的には「国民目線」という言葉を好まな

いが、要するに年度末になって、予算消化のための

毎月1.15日発行 愛知医報

講演、研修、会議倒れなどにならずに、地域、現場

に這い陰って、徹底して己の職能団体を強くするこ

とといえよう。

天野寛委員はイエローカード詳細版の見直しの重

要性を、加藤憲委員は各職能団体がイエローカード

普及のボトムアップのための固有の組織の立ち上げ

を、佐野芳彦委員はイエローカード作成や愛知県ヘ

の提言の印刷代に関る費用の問題を念頭に、イエロ

ーカードそのものの電子化の必須などをコメントし

た。電子化の件は、過去の連携協議会において視野

に置く確認とともに、愛知県ヘも提言している。

2014年4月1日付けで、柵木充明愛知県医師会長と

郡健二郎名古屋市立大学長との間で、愛知県医師会

・愛知県医師会総合政策研究機構のこの成果物に関

る協定が結ぱれており、経費のことを考慮すると、

その援用の中で対応することが好ましいかもしれな

い。いずれも騨易に根ざしたコメントであり、次回

はアクションプランとともに、この視点の討議を議

題としたい。同時に、全委員発言はいつものことな

がら、事務局より腹を括った新たな事務局能力を実

感したとの感想が述ベられ、ともに本腰を入れて取

り組まぎるをえない方向性が示唆された。

最後に樋口理事からは論議ヘの謝辞とともに、今

後の進展を期待するとの総括コメントをいただいた。

文字通り事務局をも包含して「新たな決意と覚悟と

半歩の漸進と」にふさわしいコメントといえた。次

回は9月22日午後2時開催予定である。

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)

懐滋錫闘 第 1987 号

日本医師会会費・愛知県医師会会費の納入方こ依頼について
平成26年度第3期分会費の納入時期となりましたので、ご繁忙のところ誠にお手数ではありますが

下記により納入方お願い申し上げます。

9

日本医師会会費

平成26年度第3期分賦課徴収額

金42,000円A①会員

金27,000円A②会員田)

金13,000円A②会員(C)

員:金9,000円

金2,000円員

記

愛知県医師会会費

平成26年度第3期分賦課徴収額

金32,100円

金4,300円

金600円

員
員
員

会
会
会

A
 
B
 
C

会
会

B
C

0
1

0
1



平成26年12月1日

イエローカード詳細版の改定.;医療と介護・生活のはざまで揺れる
第2回地域医療再生に関する多職種連携協議会

日時:2014年9月22日 14:00~巧:40

於:愛知県医師会館 8階801会議室

毎月1 15日発行

出席者:愛知県歯科医師会(本多、竹内)、愛知県薬剤師会(鈴木、奥)、愛知県栄養士会(水野、小木曽)、
愛知県歯科衛生士会(金森)、愛知県看護協会(兵藤、加藤)、愛知県理学療法士会(星野)、愛知県

作業療法士会(稲垣)、愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会(鈴木)、愛知県言語聴覚士会(鈴木)、
愛知県(山村、後藤)、愛知県医師会(樋口、野田、宮治、加藤、佐野、天野)

愛知医報

樋口俊寛理事より飛ひ石の休みにも関らず、全職

種から出席をいただいた御礼が述ベられ、続いて本

日最初の参加となる野田正治理事、薬剤師会奥健委

員、山村浩二愛知県健康対策課、後藤恵子同高齢福

祉課より自己紹介をいただき定刻に開始した。

1.アクションプランの報告と今後につぃて

①2014年8月30日栄養士会の研修会に加藤憲委員が

イエローカードを主体に連携に関するパネリスト

として参加した。この発表は好評で、パワーポイ

ント資料を次回配布することとなった。また歯科

医師会本多豊彦副委員長も参加された。

②本多副委員長の参加を契機に愛知県歯科医師会館

2階歯~とぴあホールで、歯科医師会主催の多

職種連携協議会シンポジウムが、 2014年12月14日

午前の部10:30~.12.00 (仮)脳卒中モデル患者

における模擬事例検討が、午後の部13:00~16

00基調講演として葛谷雅文名古屋大学教授による

「高齢者の栄養と摂食味下障霄、特に人工的な水

分・栄養補給について」、在宅療養支援歯科診療

所連絡会講演として東海学園大学中出美代准教授

による「栄養士からみた食ベることの支援」が開

催される。当協議会も参加要謂を受け、とくに事

例検討会は画期的と討議された。詳細はさらに検

討するが、事例検討における本多副委員長提示の

①【「時系列設定」 0.通常生活 1.疾病発症

脳卒中(脳梗塞) 2.1CU入院 3.一般病室

4.退院時カンファレンス 5.在宅開始 6

長期化 7.症状悪化時8.その他】は新しい

試みとして本協議会の真価を問うことになろう議

論が交わされた。他方で、以前より検討中の倫理

4原則の逆転(薬剤師会鈴木弘子副委員長)に基

づく(2)【1. QOL 儀行と無危害と自律性尊重の

原則) 2.周囲の状況(忠実義務と公正の原則)

3.患者の意向伯律性尊重の原則) 4.医学

的適応(善行と無危害の原則)】、さらには私たち

慨雜錫闘 第 1987 号

提示の(3)【①医学的適応、②患者の意向、③QOL、
④周囲の状況、⑤法の遵守、⑥説明義務、⑦接遇

態度、⑧注意義務】の相互比較のなかで、よりレ

ベルの高い、当協議会による新しい方式の事例検

討会【チーム名・司会者・記録者・発表者・必要
に応じてコメンテーター・記録の保存】が期待さ
れる。

③2014年10月19日歯科衛生士会より事務局の参加要
請を受けて、イエローカード・システムの広報を

行うこととなった。いずれも各職能団体の「自立

と自律」により、少し長い道のりであったが、よ

うやく半歩の漸進が実施に至った。

2.イエローカード詳細版の改善案について

事務局案を提示したが、原点、濫觴に戻る意味に

おいて熱い議論が沸騰した。骨子は医療と介護.生

活の視点の取り入れ方であったが、これはとりもな

おさず、国の方向性が右往左往した軌跡と一致して

おり、「医療と介護・生活のはざまで」という難題

であること、各職種、各立場による整合性の難しさ

が浮き彫りになったといっても過言ではない。当協

議会は各職能の責任者で構成されており、議論は何

でもあり、大胆で可だが、組織決定としての首尾一

貫性は、一連の経緯の討議を深める延長線上として

の視野は重視すべきである。経緯の畿論を変更する

場合、検証の上に行うべきである。

本日の討議を踏まえた委員長としての見解を以下

に纏めておくが、各職能団体はすべての項目にっい

て事務職員の方も生活者の視点も含めた案を事務局

に送付(締切り2014年10月20日)していただき、次

回整理することで原則的な了解をえた。委員長の議
事纏めは以下の5点である。

①介護・生活の視点をどこまで具体的に取り入れ

るかは別として、詳細版は最終的には各職能団体

の意見を最大限尊重したいこと、認知症が国の重

10
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要な方針のーつで、同時に認知症の病態は多彩で
あり、他の疾病ヘの応用性が高く、元来このイエ
ローカードは厚労省の項目を下敷きにしているの

で、認知症に比重をかけていること。

②鈴木副委員長からの提案:「原則5;着眼点①

現状把握、②誘因・要因・原因、③今後の視点に
酉諸、した書き方に留意する」「着眼点2の各設問
の法的定義は、職種紹介で纏める、 LaWではなく

Ruleとする」こと。

③観察する時の注意(簡略版)、共通事項など挿

入箇所など、記載表現を含めたレイアウ Nよデザ
インの力を借りること、イエローカード「1.介

護をしてぃる人(家族・同居人など)について」
の項目は虐待問題があり、運用を含めて今後別途

検討が必要であること。

④委員長が事務局案として介護・生活の視点や言

葉に配慮した案はルポ(認知症とわたしたち:朝

日新聞出版20N年6月30日)に基づいているが、

参考にしていただきたいこと、同時に認知症の比

重を鑑みると、看取りを含む医師としての重要度

からは、今後、後見制度(後見・保佐・補助)が

無視できないこと、である。

⑤今後の討議を深化させるため、イエローカード

システムの原点、濫觴を再確認しておく。

①かかりつけ医、医療機関受診中はレッドカード、

予防はグリーンカード、「おやっ」「あっ」と思っ
たときがイエローカードである。

②詳細版の概念は原点でありi)記載内容は職能の

責任において誰でもよく、主観的であっても可で
ある。iD 専門職として自分の職能からみて見逃

しがなく、療養者のQOLを高めることである。

鋤見逃しがなく、専門職のとくに責任者の立場
に鑑みれぱ、稀少な視点も鑑牙4診断の「頭の体操」
として若干強引であっても取り入れることである。

iv)自分の職能において、何ができることか、何
ができないことか、を他の職種の方に知悉しても

らうことである。 V)各職種は24項目中自分の職

能に関しては最低限1つ以上記載することである。

Ⅵ)医療と福祉の知的格差は職能上やむをえない
面があるが、可能な限りの共通認識として、この

格差の垣根を限りなく低くするための手引き、解

説書の位置づけである。Ⅷ)地域包括ケアシステ
ムを射程距離に入れた対応である。具体的な運用

に関してはまだ流動的な面があると思われるが、

国や自治体の動向に即応しっつ対応することであ
る。何D 多職種連携としての地域住民ヘの広報は

当然包含している。ix)地域住民をも対象として

毎月1.15日発行 愛知医報

の連携(イエローカード本体)は5WIHに集約さ

れた連携と捉えるべきである。

③イェローカードそのものは、一言事務ヘ連絡をい
ただけれぱ本体の活用は自由である。ただし、利

活用の手続きが不十分であり、次回検討する。

懐唯認器)

全体総括として佐野芳彦委員は樹形図を応用した

デザインの力を活用することで、広報を含めデファ

クトスタンダードとして広める可能性、加藤憲委員

はイェローカードからシステム指向性ヘの重要性、

天野寛委員からは事前了解と共通認識の重要性が指

摘された。樋口理事からは地域包括ケアシステムに

おける医療機能の名称i高度急性期機能、ii急性期

機能、途回復期機能、 N慢性期機能の4分類が提示

され、今後これらと地域の連携の必要性が無視でき

ないとコメントされた。蛇足を加えれぱ全くその通

りで、すでに愛知県医師会総合政策研究機構が愛知

県ヘの提言に盛り込んだ病院版イエローカードの概

念であるが、医師会としての取り組みの力量が期待

される。
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3.「イエローカード」の商標登録申請・その他に

つ、、て

①「イエローカード」の商標登録申請は若干事務手

続き上の不備があり、遅れてしまい大変申し訳な

いが、現在j順調に進んでいる。

②次回までの準備は各職種からの案を10月20日まで

に、最低限1項目でも可であるから、事務局ヘ送

信していただきたいこと。

③次回開催の10月27日にはいただいた原案そのもの

と、事務局整理が可能であれぱ、両者を出して検

討を加える予定である。同時に、事例検討の均露

化、構造化などを念頭に、事前に模擬事例検討会

を行う予定である。

佼責:多職種連携協議会委員長宮治眞)

Ⅱ
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イエローカード・システムに係る成果報告会

日時.2014年5月28日 14.00~15.45

於:愛知県医師会館6F研修室

出席者:愛知県歯科医師会(中西、本多)、愛知県

薬剤師会(西川、鈴木、中村)、愛知県栄

養士会(水野)、愛知県歯科衛生士会(池

山)、愛知県看護協会(加藤)、愛知県理学

療法士会(鳥山)、愛知県作業療法士会(稲

垣、堀部)、愛知県居宅介護支援事業者連

絡協議会(鈴木、熊谷)、新城市(栗田、

菅谷)、東郷町(松浦、土井)、春日井市

(長縄、伊藤)、名古屋市微橋)、愛知県

(西郷、後藤)、愛知県医師会(伊藤、樋

ロ、宮治、加藤、佐野)

地域医療再生に関する多職種連携

愛知医報

伊藤健一理事より地域包括ケア会議を視野に入れ

た多職種連携ヘの関心の高さとイエローカード活用

を含めた展望の挨拶をいただき定刻開始とした。な

お、今回はイエローカード・システムに係る成果報

告が主であり、モデル事業の自治体関係者(新城市

・東郷町・春日井市)とともに愛知県、名古屋市の

行政の方々の参加もえて開催した。冒頭参加者の自

己紹介を行った。まずもって深謝を申し上げたい。

であり、再読を願いたいが、あらためてまだ未消化

な部分が多いことが指摘された。もちろん、均露化

のツールとしてのメリットも指摘され、デメリット

を改善しつつ、かつ、地域特性、職種特性も包摂し

て、拡大、流布の重要性も指摘された。

侮蟹鎚毅副

②今後のあり方および次回開催

配布資料において、 2年問を目処としたスケジュ

ール試案を司会として提示したが、もっと具体的に

という要望が出された。次回までに事務局案をさら

に具体化するべく討議を重ねることが指摘された。

ただ、大きくはイエローカードの改善、拡大、流布

のためには各職能団体が、参加者の大中小を問わず、
自立と自律をもって研修・シンポジウム・ミニレク

チュアー・出前講義・事例検討などをきめ細かく浸

透させることが最大の課題と考えられた。手始めに

次回6月の会はモデル的な事例検討のあり方、原則

を提示して、この会において学習することとし、参

加を要請した。同時に、拡大、流布のために資料と

して「イエローカード・システムご利用に際しての

お願い」を示して、連絡先を明記した。

総括的な理論武装としてはデザインも含めて「連

携」とは何か、その「見える化」、「信頼」とは何か

など根源的な1究;念を踏まえる原則性を改めて痛感し
た。 伐責.宮治眞)

第 19的号

①各市町の報告

すでにモデル事業を行った現地において具体的な

報告検証は実が厄済みであり、ここではそれらの資料

をもとに、単刀直入にイエローカード・システムの

メリット・デメリットを総合的に討議した。全員の

方から多義に亘る意見を受けたが、今後のあり方を

含めて司会(宮治)として重要性を認識して極大雑

把に纏めると、以下のごとくであった。①イエロー

カードの位置づけが暖昧、②多職種に関る共通言語

理解が困難、③既存システムやICTとの整合性の取

り方、④文書料金のあり方、⑤FAXを中心とする伝

達方法の不便さ、⑥この方法の今後の活用の仕方、

などなどである。いずれも酉飾資料「平成25(2013)

年度愛知県医師会総合政策研究機構(愛医総研)

ROCⅡプロジェクト・愛知県・地域医療再生調査研

究事業の委託研究報告書」(150-171頁)・『イエロ

ーカード・システム』および配布資料の愛知医報に

掲載済みの連携協議会の議事纏めで論議された事項

イエローカード・システムご利用に際してのお願い
11託11Ⅱ"11Ⅱ1ⅡⅡⅡ1Ⅱ1Ⅱ11"1Ⅱ川川111111ⅡU11n川ln1Ⅱ」1Ⅲ1ⅡⅢ1Ⅱ1Ⅱm"川1"川肌11肌Ⅲ1ⅡⅡⅡ1島」1111"如如1勧"脚目1肌1Ⅱ11Ⅲ肌1Ⅱ11Ⅱ」""

イエローカードとは、主として在宅療養(医療)

を受けている利用者が重症になってから医療機関を

受診するのではなく、その一歩手前で、より早めに

医療にかかれるようにするためのチェックシートで

す。該当項目からきっかけを見出して、医療として

の専門各職種に橋渡しをすることを目的としており、

この力ードを定期的につけることで症状の見落とし

を防ぎます。(「イエローカード」は現在、商標登録

申請中です。)

これらの試みは、愛知県からの委託事業(地域医療

再生調査研究事業)として取り組んでまいりましたが、

当システムはご自由にお使いいただくことが可能で

す。なお、個人・団体いずれの場合でも使用可能と

しておりますが、普及状況の把握のため、ご利用の

際は下記迎絡先までご一報いただけると幸いです。
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また、当システムにっいてお気付きの点、改善点、

ご不明な点などがございましたら遠慮、なくご意見を

お寄せ下さい。よろしくぉ願いいたします。
平成26年4月1日現在

毎月1.15日発行

<連絡先>

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-28

公益社団法人愛知県医師会

医療業務部地域医療第二課

TEL 052-241-4139/、FAX 052-241-4130

^崇^崇^楽^楽^崇^崇^嵯^豪^崇^崇^

事例検討事前打合せ会

イエローカード・システムを利活用した均露化のた

めの「事例検討」のあり方・考え方・概念
日時:2014年6月16日 14:00~15:30

於:愛知県医師会aき5F501会議室

愛知医報

度、注意義務(藤原奈佳子他日本医療・病院管理

学会誌46①39-49頁) 4つの視点から事例検討を行

う提案をした。全員の意見をいただき大方の賛意は
えられたが、問題点も指摘された。

一番大きな課題は、医学に偏りすぎる点、医学用
語が前面に出る点、在宅に則した事例検討になりう

るかという疑義であった。討議内容において、臨床

倫理4分割の順序の変更、周囲の状況、 QOL、患者
の意向、医学的適応で実施すれぱどぅかとの討議が

交わされた。さらにADL (Activities of D.ily LNi"E)
における視野が不十分との指摘も俎上に上がったが、

配布資料に掲載した上田敏先生の有名なモデル、生

命の質徃物レベル)、生活の質(個人レベル)、人
生の質(社会レベル)の個人レベルとしての生活の

質が該当すると判断してはどぅか、グリーフケアの

視点なども含め、最近の国際障害分類も視野に入れ

た活発な討議がなされた。有意義な討議であったこ

とは間違いなかろう。出席者:愛知県歯科医師会(本多)、愛知県薬剤師
会(鈴木)、愛知県歯科衛生士会(金森)、

愛知県看護協会伽藤)、愛知県理学療法
士会(鳥山)、愛知県作業療法士会(堀部)、
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会(熊
谷)、東郷町(土井)、新城市(後藤)、愛知
県圃而会(伊藤、樋口、宮治、加藤、佐野)

儒郵鎚毅副

冒頭に樋口俊寛理事より、 7月より人事をも含め
て組織が変更となるが、イエローカードの利活用を

含めて協力、支援したいとの挨拶で定刻開始した。
なお、途中より伊藤健一理事が参加され、同様、協

カ、支援の挨拶を受けた。

第 1989 号

川事例検討のあり方・考え方・概念
司会の宮治より、過去の論文、研究などを含めて

資料による説明を行った。理由は事例検討が種々の
場で、種々の形で実施されているが、概念・考え方
.あり方に関して、最低限の視点の統一が不揃いで

あり、県レベルとしての均霧化が必要である背景を

説明した。イエローカード・システムの利活用と進
展、拡大はこの過程で検証する側面も有している。

概念原則は大雑把に、医療倫理・生命倫理4原則

を踏まえた、無危害・善行・自己決定/自律・正義

晒a分的正義)(愛知医報;平成26年2月1日

1967号)を原則とする。その医療応用としての臨床

倫理4分割、医学的適応、患者の意向、 Qualiw of

Life (QOL)、周囲の状況σ1旧篤也週刊医学界
新聞20143.10 3067号)、さらに附随事項として私
たちの研究に基づく、法の遵守、説明義務、接遇態

②今後のスケジュール

過去の議事の纏めや討議を踏まえて、各職能団体、

自治体、大学などが、できる場で、できる範囲で自

立的に取り組み、この連携協議会はそれを後押しす

る案を提示し検討を依頼した。偶々歯科医師会が虐

待に関る講演会を開催予定(2014.フ.27日(H))との報

告があり、それを補佐する形で、イエローカードの

虐待の項目が手付かずになっているので、運用のあ

り方などを討議してはどぅかということになり、本

多豊彦委員と事務局で擦り合わせをすることとした。

同時に、各職能団体において、研修、ミニレクチュ

アー、学生ヘの講義、住民ヘの啓蒙など、イエロー

カード・システムの広報に有用な行事を今から準備

し、早めに申し出をいただくことを要請した。

(3)その他

歯科医師会ヘの支援を最優先するが、日程都合に

よっては、次回は本日の配布資料事例を用いて、各

職能団体の幹部が連携協議会のイエローカードへの

応用として自主的、自律的勉強会を行うことも提示

した。最後に各職種の法律の職務範囲の収集が不可

避であり、事務局ヘ送っていただけるよう要請した。

ただ伊藤理事より医療・介護総合確保推進法、現在

19の法改正(医療法・介護保険法・保健師助産師看

護師法・歯科衛生士法など)が行われている最中で
あり、その行方を見定めた上とのコメントが出され、

経過を注視し今後の課題とした。次回開催は改めて

(文責.宮治眞)連絡することとした。
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地域医療再生に関する多職種連携協議会

悌3回イエローカードにおける【錯捌詳細版改訂と【変幻自在】事例検討のあ1坊.考え方
陳4回)「他の職能の職務内容を知らないことを知らない現実から

毎月1.15日発行

第3回地域医療再生に関する多職種連携協議会

日時:平成26年10月27日

13:30~事務局事前打ち合わせ

14:00~15:40

於:愛知県医師会8F801・802会議室

愛知医報

出席者:愛知県歯科医師会(本多、竹内)、愛知県

薬剤師会(鈴木、奥)、愛知県栄養士会(水

野、小木曽)、愛知県歯科衛生士会(金森)、

愛知県看護協会(加藤)、愛知県理学療法

士会(鳥山)、愛知県作業療法士会(堀部)、

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会(熊

谷、鈴木)、愛知県言語聴覚士会(鈴木)、

愛知県(樋川、後藤)、愛知県医師会(樋

ロ、宮治、加藤、佐野)、事務局(小牧、

大場)

③2015.1.31~2.1(土・日)理学療法士会・作業療法士
会・言語聴覚士会が行う、 3県合同訪問りハビリ

テーション研イ彦会が開催されるので、当協議会が

参加できるよう協力を要請した。

④イエローカードを広報するに当たり、いわゆる利
活用の説明資料が各職能団体の手元に置く資料と

して不十分であり、各職能団体のホームページに

載せていただくよう要請した。原文は事務局より
データで送るが、現在、詳細版が改訂中であるこ

とから、イエローカード・システム第1版の表紙

頁から20頁までをもって説明資料とすることとし

た。各職能団体のホームページへの掲載を確認し
、- 0

⑤追加的に第191回東海病院管理学研究会が2014年
11月1日に「チーム医療と専門職性」の題で開催
され、鳥山喜之理学療法士会代表理事が講演する
ことが報告された。

儷翻鎚毅副

冒頭、樋口俊寛理事より、12月開催の愛知県歯科

医師会の取り組みへの敬意と関心を示された挨拶を

された。同時に司会(宮治)より、事務局内の連絡

が不十分で委員の方々にご迷惑をかけているとの認

識から、時間的余裕があれぱ、 13:30より事務局の

事前打ち合わせとして、本多豊彦愛知県歯科医師会

・鈴木弘子愛知県薬剤師会のお二人の副委員長にも

ご出席いただいた。各委員は早めに来られれぱ、事

前打ち合わせに順次ご参加いただくことを可とした

経緯の了解を得て、定刻開始とした。

第 1991 号

1.イエローカードに関る活動報告

①2014.10.19旧)愛知県歯科衛生士会において「イェ

ローカードの使用法」の説明を宮治が講演させて

いただいた。大変有意義であり、現場の意見を拾

い、他・多職種の学習の面からも、今後とも各職

能団体が開催するこのような会の広報、参加要請

の必要性を痛感した。

②2014.12.14旧)10.30~12.00愛知県歯科医師会が

「多職種連携協議会シンポジウムモデルケース

で考える多職種連携一生きる喜びを実現するため

にー」が同歯科医師会館歯~とぴあホールで開

催される。各職能団体ヘの協力要請が行われた。

2.イエローカード・システムの改訂

各職能団体の原案締切りが10月20日であったが、

宮治の不手際により趣旨が十分伝わらず、一部誤認
を招いているので謝罪の上、本日送信した案の中の

原理・原則をもってそれにミ助口・削除(全削除も可)
・自由意見をお願いした。

本日の討議においては、言葉の難解さ、職能間の

概念の未分化、対象の不明確さに象徴される利活用
方法の不徹底、知識・技量格差、幹部としての生涯
学習などとの錯綜など鋭い指摘を受けた。とくに専

門用語の難解さ、全ての人が利活用する基本的レベ

ルをどぅするか、など核心的な話題となった。利活
用に関しては5WIH (だれでも・どこでも・いっで

も・なんでも・なぜ・どのように)を原則として、

各職能特性(含・組織特性)・地域特性・施設特性

などを是認した対応を可とした。錯綜の通奏低音は
各職能の個人、ネ旦織を問わず「自立・自律」である

ことの理解を求めた。とりあえずの原案締切りはH

月末日として、次回、次々回までには一定の方向性

を出したい旨の論議を行った。本日配布された歯科

医師会『歯科訪問診療のススメー患者さん・ご家族
のためのハンドブックー』、薬斉拍市会『くすり.薬

邦珀市と上手につきあう!~薬で困らない~ケアマネ

8



平成27年2月1日

ジャー.介護スタッフの皆様ヘ』の小冊子は良くで

きており、イエローカードへ掲載される表現も散見

されるとともに、偶然にも同時に^飾されたが、将

来を見据えて統一(たとえぱデザインをすべてイエ
ローで統一)なども討議の俎上に上がった。私が栄

養士会より贈呈を受け書評したプックレヴュー(愛
知医報2014.10.15第1984号「幸せの介護食レシピ

100」)もその延長線上である。

毎月1 15日発行

3.事例検討のあり方・考え方

本多副委員長より2014.12.14開催のシンポジウム

の事例が提示された。方法はパワーポイントの利用
は不可で、自分の職能からみた事例ヘのコメント、

さらには職能理解のためのプロパガンダ、何でも結

構というユニークな取り組みで開催したいと、協力
要請を受けた。唯一は時問厳守(約3分以内)であ
る。まさに個人・職能の「自立と自律」の濫觴であ

リ、種々の疑問も提示されたが、宮治は本多副委員

長の天衣無縫を大歓迎し、これこそが多職種連携の

濫觴である見解を披渥した。同時に、当協議会当初
からの課題のーつである「変幻自在」な事例検討の

あり方・考え方をイエローカードに因んで均露化の

ために、配布資料により(1)QOL、②周囲の情況、

③患者の意向、④医学的適応、⑤法の遵守、⑥説明

義務、⑦接遇態度、⑧注意義務、の8つをあげて日

常現場での考察と検証を要請した。まずは行政、事

務の方も含めて全員から意見が出されてようやくこ

の連携協議会が活発になってきた感を受けた。全体

総括は佐野芳彦委員からはイエローカードを商品化

する視点、そのための表現デザインの重要性を、加
藤憲委員からは虐待の項目を家族介護者の健康とい
う視点から捉え直すことについてコメントされた。

樋口理事からは医療介護総合確保推進法の影響が大
であり、十分な留意を指摘された総括コメントであ

つ大。

愛知医報

第4回地域医療再生に関する多職種連携協議会

日時.平成26年11月17日

13:30~事務局打ち合わせ

14:00~15:妬

於:5F 医師連盟会議室

懐笈錫闘

出席者:愛知県歯科医師会(本多)、愛知県薬剤師

会(鈴木、剣、愛知県栄養士会(小木曽)、

愛知県看護協会(兵藤、加藤)、愛知県理

学療法士会(鳥山)、愛知県作業療法士会

(堀部)、愛知県居宅介護支援事業者連絡

協議会偵a谷、鈴木)、愛知県言語聴覚士

(鈴木)、愛知県医師会(樋口、野田、会

宮治、加藤、佐野)、事務局(片岡、小牧、

大場)

第 1991 号

樋口俊寛理事から総括コメントを最後にするとの

挨拶により定刻に開始した。

4.その他

加藤憲委員より2014.H'4 宇都宮共和大学宇都宮
シティキャンパスにおいて開催の、「在宅ケアを担

う家族介護者の健康を守ろう一日本公衆衛生学会自

由集会一」が紹介された。次回連携協議会は11月17

日14.00~開催予定。

1.イエローカードに関る活動報告

①平成26年Ⅱ月1日に開催された第191回東海病院

管理学研究会(椙山女学園大学)において「チー

ム医療と専門職性」として亀井有子(市立岸和田

市民病院急性・重症患者看護専門看護師)、石

川和宏(名古屋大学医学部附属病院薬剤部)、鳥

山喜之(愛知県理学療法士会.本連携協議会委員)

の3氏によるシンポジウムが行わ九専門職性の

意義が問われた。

②本多豊彦副委員長より、平成26年12月14日に愛知

県歯科医師会が開催する「モデルケースで考える

多職種連携~生きる喜びを実現するために~」に

関る当日のスケジュールが提示された。後述のご

とく、熱く活発な論議が交わされ、今後の事例検

討のあり方・考え方が期待された。

③堀部恭代委員より、平成27年1月31日開催の「第

5回3県合同訪問りハビリテーション研修会」の

概要が示さ九本連携協議会ヘの参加要請がなさ

れ、積極的に協力することを確認した。

2.イエローカード・システム信羊細版)の改訂

事務的な立場からいうと、既に本協議会で討議し

てきた経緯に従って、各職能団体からの改訂案提出

の締切りをⅡ月末日までにおいをし、次回あるい

は次々回までに事務局案を出して詳細版を改訂する

ことの了承をえた。ただし、この過程でいわゆるイ

エローカード普及の広報活動と事例検討の関係が不
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明瞭であるとともに、理解し難いとの基本的な問題

提起があった。重要な指摘で、本日酉飾の資料に委

員長としての関連を記したつもりだが、さらに検討

を要する。イエローカードと事例検討を別次元の課

題と考えての対応でも、両者を関連付けての対応で

あっても、いずれでも良いといえよう。委員長とし

ての見解は、両者が表裏一体であり多職種連携の通

奏低音であることへの理解を求めた。この論議の背

景にはICTを視野に入れた対応が必須であり、 1)

各職能団体のホームページに、県医師会のイェロー

カードシステムのぺージへのりンクを設置すること

は確認済みである。 2)同時にイエローカードと手

引書を各職能団体がりンクとともにデータとしてダ

ウンロードできるようにすることを確認した。それ

を関係者が自由に利活用できるようにすることとし

た。 3)このような広報はまだ不十分であり、スマ

トフォンなどヘ自由にダウンロードできるシステ

ムがICTの視野である。問題は予算措置で、本協議

会の各職能団体が商標登録申請と同様、分担するか、

個人や医師会が単独で予算化するかなどの課題があ

リ、早急に予算措置を詰める必要性が痛感された。

さらには書籍出版による原稿料からの予算捻出など
が話題となった。

毎月1.15日発行 愛知医報

ドと事例検討の乘離、 2)主治医は誰か・複数の

場合は、 3)医療職とMSWとケアマネジャーなど

との関連性、 4)情報の確認と共有は、など現場に

即した課題が指摘された。これらを踏まえて、事例

検討におけるイエローカードの項目一つひとつに関

る多職種連携の試みも提案され、たとえぱ薬剤師会

などが主導すると、有害事象の立場からイェローカ

ドの利活用の有効性が高いことなどが示唆された

討議となった。これらの背後にイエローカードのシ

ステムとして bソールの使い方・広め方」「パッケ

ージ化」が論議を呼んだ。いずれにしても多くの指

摘、論議の中で改めて【在宅療養において、歯科医

師は他の職務内容を知らない】・【ということを全く

知らない】という率直かつ真撃で清廉な態度表明な

くして、新たな展望が開けないということになろう。

会議後の3~4人の委員の方々から本協議会の本音

の議論と、参加することによる有意義性のお褒めの

感想を記しておきたい。

佐野芳彦委員のコメントは事例検討を基盤に置く

と同時に、組織としての態度表明や発言、その延長

線上としての多職種連携の継続性を問う指摘がなさ

れた。加藤憲委員のコメントはイエローカードシス

テムを使用してもらうためには根拠の積み重ねが不

可欠であり、そのうえで広報のためにそれらを文章

化することが必要であるとの指摘を受けた。

最後に樋口理事からの総括コメントとして、平成

26年12月6日名古屋市中小企業振興会館7階メイン

ホールで、シンポジウム「今後の地域包括ケアシス

テムー高齢者の救急と看取りー」が開催されるので、

チラシの案内とともに参加を呼びかけられた。これ

は医療介護総合確保推進法に基づく活動の一環とし

ての保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジ

ウムである。定員350名の申し込み順だが無料であ

リ、本協議会と同一基盤上、同一戦線上の課題であ

リ、積極的に参加していただけるよう要請を受けた。

また地域医療再生基金による在宅医療サポートセン

ター事業、在宅医療連携システム整備事業により、

地区医師会を中心に地域包括ケアシステムの支援事

業の位置づけとして開催される旨が紹介された。次
回開催は12月8日とした。

佼責.多職種連携協議会委員長宮治眞)
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3.事例検討のあり方・考え方

12月H日開催の事例検討に関る本多副委員長の冒

頭の【在宅療養において、歯科医師は他の職務内容

を知らない】・【ということを全く知らない】という

言葉は衝撃的であった。この現実、実態は本協議会

の中で繰り返し指摘された事項だが、正面切って、

かつ街いもなく、正々堂々と本音の現況を喝破した

ことにより、熱い討議となった。脱帽のほかない。

記録の重要性、レジメの作成、肩書きは1~2行で、

パワーポイントは使用不可、時間厳守、シナリオ作

成などの内容的実態とともに手続き論的事前準備の

重要性が語られた。多職種の方々(含・地域住民な

ど)の参加希望の強さ、訪問看護ステーシ,ンと他

の職の内容との関係、退院時ケアにおける病院と診

療所の関係、在宅と訪問管理栄養士の介入するタイ

ミング、連携とりスク管理、地域ケア会議と多職種

との関り方など多くの課題が提起された。歯科医師

会提起の時系列設定による事例検討であり、薬剤師

会提起の現状把握・誘因、要因、原因・今後の見通

しの背景という事例検討といえる。同時に「事例検

討会後のアンケート調査」「反省会」などの重要性

があげられた。

イエローカードとの関連からは、 1)イエローカ

第 1991 号
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地域医療再生に関する多職種連携協議会
(第5回)多職種連携の事例検討は細余曲折・暗中模索のなかにある

日時.平成26年12月8日 13.30~事務局打ち合わせ
14:00~15:50

F 医師連盟会議室

毎月1.15日発行

出席者:愛知県歯科医師会(本多)、愛知県薬剤師

会(奥)、愛知県栄養士会(水野、小木曽)、

愛知県看護協会(兵藤、加藤)、愛知県理

学療法士会(鳥山)、愛知県作業療法士会

(稲垣)、愛知県居宅介護支援事業者連絡

協議会偵^谷、鈴木)、愛知県言語聴覚士

(.詠)、愛知県(樋川)、愛知県医師会
^

(野田、宮治、加藤、佐野)、事務局(兼

松、小牧、大場)

愛知医報

.......................

野田正治理事より、多忙、寒波のなかでの出席に

感謝の意が表され、12月14日の歯科医師会のシンポ

ジウムへの期待を寄せられた挨拶牲もって定刻に開

始した。

1.多職種連携の活動報告

①多職種連携協議会シンポジウム(2014.12.14)に

関し、本多豊彦副委員長より改めて概略が説明さ

れたが、多角的な質疑応答がかわされた。要点を

纏めると、時間厳守を保てるか、参加者に理解可

能か、当日の具体的な運営方法、当日酉怖の資料、

パワーポイントとシナリオとの整合性、演者を

「先生」ではなく全て「さん」づけで呼称するな

ど、である。いずれも初めての試みであること、

相当の事前準備をしてなお、綺余曲折・暗中模索

にあることが痛感された。結論的にはシンポジウ

ムの主旨、本多副委員長の名言「歯科医は他の職

種の内容を知らないということを知らない」とい

う大前提の共通認識、理解不足と各協議会委員と

当日のシンポジストとの連携不足であり、畢寛、

事前準備不足が最大の理由のように思われた。形

式の課題ではなく、実質討議の課題といえる。解

消策として前日夜に各シンポジスト、座長、歯科

医師会事務局の方による打ち合わせを行うことが

提示された。生まれ出づる悩みといえる。

②3県合同訪問りハビリテーション研修会(2015.131

~2.1)の事前打ち合わせを12月3日に、宮治、堀

部恭代(作業療法士会)、梅田典宏(理学療法士

会)の三者で行った。本日試案が出されたが、本

日の討議を踏まえると、歯科医師会と類似した懸

念が払拭できない状況である。とくにグループワ

畷蟹鎚雛副

ークのやり方は十分な留意が必要である。岐阜県、

三重県、愛知県の3県合同の意義を十分樹酌して、

一層の事前準備が重要であり、歯科医師会を止揚
しなけれぱならない。

③愛知県医師会のイエローカードに関するウェブペ

ージへのりンクと、各職能団体のホームページヘ

イエローカードと手引書のデータ掲載を再度お願

いした。広報活動の根幹と考えられるためである。

この課題は本日討議のICT化に向けてと同一基盤
上である。

2.イエローカード・システム信羊細版)の改訂

既に素案が提示されてから2度目の締め切り延長

であり残念である。最終締め切りを12月20日とし、

改訂案提出を要請した。不幸にして締め切りまでに

素案の提出がない場合は、宮治が独断と偏見で作成

する無粋の了解を得た。組織の「自立と自律」が翰
晦する。

3.事例検討のあり方・考え方

歯科医師会のシンポジウムの延長線上の課題が討

議されたが、①連携のための情報共有と開示、②診
療録内容の把握、③かかりつけ医の診断書、多職種

連携としての医師の指示書、④地域住民ヘの広報活

動などが主要な課題となった。根源的な課題である

が、これらは各職能団体の組織の力量が問われる課

題といえる。病態としては当面、低蛋白、貧血、骨

折、サルコペニア、認知症などについて地域連携パ
スを含め検討することとしたが、現場においては言

葉の難しさがあり共通言語化が課題となろう。また、

入院率の高さの要因の解明などの必要性が指摘され

た。加藤憲委員は、事例検討を「見せる」ことと

「行う」ことの違いを指摘し、「行う」ためには参
加者が予習できるようにイエローカード・システム

の手引書などの教材を準備すること、つまり反転学

習(授業)の考え方が必要であるとコメントした。

事務局からは、同様に現況の事例検討を知ってぃる

者とそうでない者の2極化ヘの対応が述ベられた。

会終了後ではあるが、加藤容子委員より有用性の高

い事例検証経緯の報告を示唆され、前向きに検討す
ることとした。

第 1992 号
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4.1CT化ヘ向けて

愛知県下でも3種類程度の電算化された連携シス
テムが稼動を開始しており、イエローカード・シス

テムに基づく当連携協議会の立ち位置が討議された。

本県では電子連絡帳システムが、名古屋市では別の
システムが稼動するなど、国の方向性で電算システ

ム化に予算が投じられているが、群雄割拠の現況で
ある。各職能団体が組織としてどのようにコミット

してぃくか、最大の議題であり課題である。これら

を踏まえて佐野芳彦委員はイエローカードに関して

1)いわゆるGISとの連結ヘの課題、 2)既存シス
テムヘイェローカードをアドオンする方途(OCRの

活用など)、 3)イエローカードに関るビッグデー
夕の有益性を指摘した。最後に野田理事からは県下

毎月1.15日発行 儒盤鎚鎚副愛知医報 第 1992 号

の地域包括ケアシステムにおけるICT化の実際と

「もう待ったなし」の状態が報告され、いずれかの

段階で現況を報告したいとの総括コメントをもって

終了とした。

5.その他

名古屋市の多職種連携協議会ヘの参加要請を確認

した。ただし、 2014.5.28開催の多職種連携.イエロ

ーカード・システムに係る成果報告会には名古屋市

は参加しているが、一定の手続きを経て参加してい

ただくことが大切であろう。私は立場上2014年4月

の段階で名古屋市医師会長、名古屋市健康福祉局の

担当者ヘ協力要請を行っている経緯を報告した。次

回は2015年1月16日倒開催予定である。

(文貴.多職種連携協議会委員長宮治眞)

平成26年度学校保健シンポジウム
平成27年3月1日(日) 13:30~16:40

愛知県医師会^き9階大講堂恪古屋市中区栄4-14-28)
公益社団法人愛知県医師会

愛知県教育委員会名古屋市教育委員会
愛知県下の学校医、学校長等学校管理職、保健主事及び養護教諭
その他学校保健関係者

日本医師会生涯教育講座対象3単位

(2 継続的な学習と臨床能力の保持Ⅱ予防活動 12 保健活動
70 気分の障害(うつ) 72 成長・発達の障害)

愛知県医師会学校保健部会副部長
^

長愛知県医師 ユ=

愛知県教育委員会健康学習課長

愛知県医師会学校保健部会副部長
「いじめ対策としての医療と教育の連携」
日本赤十字社松山赤十字病院副院長

「心臓病を持った児童生徒について」
知県医師会学校保健部会幹事
知県医師会学校保健部会幹事

「全国およぴ愛知県における学校心臓検診の現状」

愛知県済生会りハビリテーション病院院長
「心臓病を持った児童生徒の管理をどぅするか」

名古屋大学医学部附属病院小児科講師
「心臓突然死の実態とその予防・救急処置について」
JCH0中京病院小児循環器科医長

「学校における心臓病疾患をもっ児童生徒ヘの対応にっいて」
西三河教育事務所指導主事
愛知県医師会学校保健部会部長

愛知県医師会学校保健部会部長
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地域医療再生に、関する多職種連携協議会
(第6國地域ケア会議に多職種連携協議会はどのように参画するのか?

右往左往の現況?

毎月1 15日発行

出席者:愛知県歯科医師会(本多)、愛知県薬剤師

会(鈴木)、愛知県栄養士会(水野)、愛知

県歯科衛生士会(金森)、愛知県看護協会

(兵藤、加藤)、愛知県理学療法士会(鳥

山)、愛知県作業療法士会(稲垣、堀部)、

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会(熊

谷)、愛知県言語聴覚士会(鈴木)、愛知県

(寺田、後藤)、愛知県医師会(宮治、加

藤、佐野、天野)、事務局(小牧、大場)

愛知医報

日時.平成27年1月16日倹) 13
14

1.多職種連携の活動報告

①歯科医師会主催の多職種連携協議会シンポジウ

ム(2014.12.14)は本多豊彦副委員長のご尽力に

より有意義な会となった。反省点は配布資料の通

りであるが、良かった点は事前打ち合わせが有用

であったことなど、悪かった点は話が長すぎたこ

となどが示された。本多副委員長よりさらに進化

させた会を開催したい旨の挨拶と関係者ヘの謝意

が表された。加藤憲委員からは参加者が予習でき

る資料を整備したらどぅかと総括が述ベられた。

②理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会主

催の3県合同訪問りハビリテーション研修会

(2015.13D は「ホウ・レン・ソウ」報告・連絡

・相談の事前準備不足に懸念が示され、当日の不

安感が示された。これは平成24年度第5回当協議

会の議事纏め【ホウ(報告)・レン(連絡)・ソウ

(相談)から決断・実行ヘ.愛知医報2012.12.1

険1939】と同一基盤上の課題である。委員長とし

て事前準備に関っていながら、力が及ぱず謝罪し

たが、もっとも重要な点は【他・多職種の人材育

成と組織の泊立と自律」を育成する】当連携協

議会の立場を改めて明示した。さらに理学療法士
/△、

作業療法士会、言語聴党士会が演者から抜けユ耳、

た経緯に関し指摘がなされたが、当事者をどこに、

どのように位置づける、後半の地域ケア会議ヘの

参画を含め同一の陰路で今後の検討課題といえよ

う。最後に堀部恭代委員から準備不足の謝罪とと

もに、可能な範囲で事務も含めて当連携協議会委

員、演者の全員参加要請の申し出がなされた。な

儒蟹鎚毅副

医師連盟会議室

お、演者は当日午前Ⅱ時の事前打ち合わせに出席
することを確認した。

③加藤容子委員の主催する事例検討会(2015.1.1の
ヘ委員長として参加させていただいたが、生活に

切り口をおき、文献の引用、司会の巧みさ、会場

からの活発な発言を含めて、賞賛に値する会であ

つた。今後当協議会の委員が一人ずつでも参加で

きれぱ極めて有意義といえよう。

第 1993 号

30~事務局打ち合わせ
00~15:30

2.イエローカード・システム信羊細版)の改訂

前回の会議から全く進展しておらず、委員長の責
任をあらためて謝罪した。天野寛委員から提示され

約1年近くになるが、この2回にわたる締め切り延

長の確認と対応は深刻である。各職能団体の「自立

と自律」の吟持が問われる課題を内包する認識が不

可欠である。後半には佐野芳彦委員からイェローカ

ドの電子化に関る話題提供を受けたが、これも委

員長として前回しかるべき人材と相談すると言いな

がら、実施できていない点は責任者として申し訳な

く謝罪したが、聆持の課題である点は同一である。

Ⅱ

3.事例検討会のあり方・考え方と地域ケア会議

①全体の方向性:今回の熱い討議では「地域ケア

会議」に収斂された内容であった。結論的な言い

方をすると国の方向性と現場の泥離が著しく、当

連携協議会が「地域ケア会議」ヘ具体的にどのよ

うに参画するかに絞られた討議内容であった。

②現況把握.鳥山喜之委員から①言葉の定義の暖
昧さが述ベられ、 D 有識者など広範囲の地域ケ

ア会議、iD 以前からの地域包括ケア推進会議、

轍)纏めとしてケアマネジャーを中心とする窓口

的な会議など3段階の会議の存在にっいて、鈴木
弘子副委員長からは名古屋市昭和区の実情より、

②ほぽ類似した組織構造が提示されたが、在宅医

療ネットワークが実務を担うと同時に、地域の課
題ヘ焦点を絞った組織目的、構造(包括一覧、経

済的課題、紛争対応など)が示された。県行政の

立場からは③行政的な区分はあるが、保健師を例

示にあげて立場の微妙さを示唆しながら、錯綜が
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ありそうだと述ベられた。いずれにせよ、国の方

向性はあるが、法的対応を含め具体像が提示され

てぃないのが実情である。それゆえ当連携協議会

の各職能の幹部がどこへ、どのようにコミットす

るか不詳であり、苛立ち感が払拭できない討議と

なった。

③行政の境界:名古屋市およびそれに伴う区単位、
県下の市町村単位、愛知県単位と行政のあり方に

敷衍すると、大阪府で提起されている道州制や大
阪都構想の根幹に関る課題である。そこまで理論

武装することは難題で、事例検討会のあり方・考
え方/イエローカード・システムを通奏低音とす

ると「地域ケア会議」への参画といえるだろう。

次回は昭和区と行政の組織構造を出していただい

て討議することを確認した。

④当協議会の原点:名古屋市と愛知県の関係と整

合性(前回、名古屋市行政に対して当連携協議会
ヘ担当者の出席要請をした背景の再確認)や地域

の病院との関係、モデル事業との関係、新しいシ

ステムのあり方など難題山積の実態と方向性に関

る議論となった。この過程で地域における認知症

への対応の重要性も指摘されたが、イエローカー

ドは認知症にも対応している旨、さらにはメンタ

ルヘルスケアが標的になっていることも含めて解

説し、理解と広報を求めた。

⑤現場の率直な感想:地域医療再生に関る課題と

して「やらなけれぱならないから、やっている現

況」という実情の吐露は右1主左往の象徴といわぎ

毎月1 15日発行 愛知医報

るをえない。当協議会が担う多職種連携を砂上の

楼閣にしないためのイエローカード・システムで

あり事例検討であり、「地域ケア会議」への主体

的な参画である。核心は10年後、 30年後、 100年

後ヘ向けて、イエローカード・システムが脱落す

るのか、孤立無援の道を歩むのか、あるいは第3

の道を歩むのか、歴史の審判を受ける覚悟が問わ

れている現況である。

⑥総括的発言:天野寛委員は再度改訂版における

分かり易さを力説し、認知症ヘの取り組みを、加

藤憲委員は地域包括ケアにおける会議の関係(組

織図)の提示要望と、恐縮ながら私(宮治)の言

葉を引用して本邦の少子高齢化に向けた取り組み

が世界から注目されていることから、 rThink

LO0.Ⅱy, Act Glob.Ⅱy」から「Thi"k GlobaⅡy, Ad

L0仏11y」への転換を指摘した。佐野芳彦委員は
イェローカード・システムのぺージを各職能団体

のホームページへりンクを張ってもらうことから、

各自のデスクトップに落とすこと、またipadにお

ける自由活用の電子化を提示するとともに、デフ

アクトスタンダードとして無料配布のビジネスに

なりうる視点を強調した。技術は大学院生レベル

で可能と推断した。あたかもトヨタ自動車が各種

特許を公開し、水素ガス燃料を普及させる手段を

講ずる方向性を参考にすべき点を示した。なお、

次回開催は2月16日働を確認した。

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)

爆蟹鎚雛副 第 1993 号

愛知県医師会は医療関係従事者のための

無料職業紹介所を運営しております

愛知県医師会では、労働大臣の許可を受けて昭和40年12月10日から公益社団法人愛知県医師会医療従
事者関係無料職業紹介所を開設し、取扱職業を医療関係従事者(枠内参照)のみ扱い、求人'求職の紹
介等を主業務としております。

求人.求職等手続きその他詳細にっいては、当紹介所ヘお気軽にお電話ください!!!

看護師、准看護師、保健師、、助産師、医療事務員、医療秘書、【取扱職業】
医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、

以上13職種作業療法士、視能訓練士等

※ご利用いただいた登録情穀は厳重に管理し、登録者(求職者)のプライバシーは固く守られております。

【お問合せ先】
信午可番号.23ームー0200OD公益社団法人愛知県医師会医療関係者無料職業紹介所

〒460-0008 名古屋市中区栄4-14-28 TEL :052-241-4143 FAX :052-241-4130

〔業務取扱時間〕、
月曜日~金曜日の9.00~12.00及び13.00~17.00 (但し、士・日・祝、特別休暇は除く)
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平成27年4月1日

地域医療再生に関する多職種連携協議会
(第7回)他・多職種連携;アウトプットからアウトカムへのパラダイムシフト

日時.平成27年2月16日侶) 13:30~事務局打ち合わせ
14:00~15:35

毎月1.15日発行

出席者:愛知県歯科医師会(本多)、愛知県薬剤師

会喫)、愛知県栄養士会(水野、小木曽)、

愛知県看護協会(兵藤、加藤)、愛知県理

学療法士会(鳥山)、愛知県作業療法士会

(稲垣、堀部)、愛知県居宅介護支援事業

者連絡協議会偵^谷、鈴木)、愛知県(樋

j川、愛知県医師会(樋口、野田、宮治、

加藤)、事務局(片岡、小牧、大場)

愛知医報

冒頭、樋口俊寛・野田正治両理事より参加いただ

いたことへの謝辞とともに、地域ケア会議を嚇矢と

する「待ったなし」のパラダイムシフトの転換期に

あるとの認識を示さ九本日、当連携協議会の議題

に鑑みて、適宜発言、助言をいただくことで定刻開

始した。なお冒頭にNHKの報道関係者の個人的な勉

強と取材を兼ねた参加の了解をえて開始した。

於:5F 医師連盟会議室

実はこの件は名古屋市の3月15日開催の会議に向け

て同様の問題点が指摘されているようであり、参考

資料として市行政の方ヘ送る予定とした。

儒聖'認鬮

1.多職種連携の活動報告

3県合同訪問りハビリテーション研イ彦会(2015.1.31~

2.1)の検証として、資料に示すごとく良かった点・

悪かった点などが種々の観点から意見が出された。

アンケート調査の結果では何よりも多職種が一同に

介した討議がインパクトを与えたとの感想が多かっ

た。総括的にみると、参加者の若い層に多くの感銘

と学ぶべき影響を与えたとされた。不備な点はやは

り事前の準備不足で関係者から謝罪が示されたが、

委員長の立場からいうと、あまりに生真面目すぎて

ユーモア不足を感じた。在宅療養の現場は多くの問

題を抱えて深刻に陥りやすく、それゆえユーモアの

必要性「にもかかわらず笑うこと」を2日目の私の

総括コメントとした。その過程で野田理事は出席予

定が欠席となった点をお詫ぴされた。それでもなお、

本多豊彦副委員長が行った歯科医師会の事例検討会

を基盤として、格段の進化が指摘され、今後もより

創意工夫をもって有意義な会を目指したいなどの意

見が出された。

重要な問題点のーつに在宅療養を中心とする現場

において、救急の場合が焦点となったので、宮治が

その対応についての素案を本日会終了後に各委員ヘ

送信するので、各職能団体にその検討をお願いした。

第 1995 号

2.地域ケア会議について

前回の予定で行政ならぴに鈴木弘子副委員長より

名古屋市昭和区の取り組みを報告いただく予定であ

つたが、都合により欠席されたので、資料に基づい

て、樋口・野田の両理事を中心に総括、論議を行っ

た。ザクッと言うと国の方向性である医療介護総合

確保推進法についてであり、それが県・医療圏単位

から市町村と医師会で実施される計画概要が示され

た。資料に要約された概要から、名古屋市が例示さ

れたが、在宅医療・介護連携支援業務、在宅医療サ

ポートセンター業務、急性期病院を骨格として、か

かりつけ医(主治医)、アセスメント対応医療機関

(病院・老健など)の図示とともにICTツールによ

るネットワークが提示された。野田理事より概要を

分かりやすく説明していただく一方で、相当活発な

論議が続いた。ただし当連携協議会の委員長の立場

からすると、個々の質疑応答は有用であったが、他

・多職種がどこへ、どのように主体的に参画し、こ

の連携協議会が何をなすべきかという、その多くの

課題が各職種の組織の脆弱性に基因してぃることが

あまりに大きいといわぎるをえなかった。各地域に

おける名称の不統一による内容の分かりにくさや

ICTの今後、多職種が一堂に会して参加する時間的

な制約、さらには個人情報の取り扱い範囲、診療所
医師と病院勤務医に象徴される、開局薬剤師と病院

薬剤師など私的自営と勤務職種など多方面の課題が
俎上に上がった。

当連携協議会の立場からは、たとえぱりハビリテ

ーションに関して言えぱ、訪問りハとの関係、他.

多職種の職能の理解不十分、地域特性と称する均露

化ヘの対応などが活発に議論された。現時点で明確

な絵が描けている訳ではないが、走りながら創って

いくというのが現状であろうし、工見実だろう。現段

階で正解があるわけでもない。これは是非を別にし

て介護保険制度の創設の歴史と同じであろう。ただ

曲りなりにも介護保険制度が定着しつつぁる現況は

8



平成27年4月1日

直視が必須であり、この連携協議会の任務に対して
参加職能団体のほぽ全員の賛意が得られている背景
でもある。地域医療の再生という果実を他・多職種

がどぅ結実させるか、その一点が問われているとい

わぎるをえない。これは単なるアウトプットではな

く、社会貢献としてのアウトカムへのパラダイムシ

フトでなけれぱならない。当面はイエローカード、

事例検討会を充実させ、基盤にすることにより各職

能団体が「自立・自律」し、存在意義を現場に問う
ことであろう。今回の討議の中核課題といえる。

要するに 1)「国の方向性」・ 2)「自治体と医師

会の方向性」・ 3)「現場で何が課題か」という3層
構造が模索される。だとすると、多職種のトップが
集う当連携協議会の位置づけは自ずと、愛知県にお
ける「自治体と医師会の方向性」と「現場で何が課

題か」の二っの「間隙的乘離」を埋めて「連携」す
ることが主務である。現況は地域特性の独善という

陥穿に陥らぬよう錯綜のなかにあると集約されよう。
本日は短時間で多くの問題点を包含しながらも意義
深い討議内容であったと総括すべきである。

毎月1.15日発行 知医報

り厳しい問い合わせがきており、事務局が対応す

るが、 2月末日までに各職能団体よりご意見をい

ただけれぱ幸甚である。

②詳細版の改訂については前記のごとく、緊急時の
対応ヘの宮治素案を本日送付するので、やはり2

月末日までにご意見をいただきたいと、各職能団

体に意見を募集した。なお虐待も重要事項と考え

られるので、とりあえず加藤憲委員に概略の素案

をお願いした。

同委員よりコメントとして小・中・高に関る地域
住民ヘの教育、またイエローカードの運用率などで

計測することにより、在宅介護の質評価の一面であ

るプロセス評価が可能となるのではないかと指摘が

あった。総括コメントとして、樋口理事は当連携協

議会の検討事項が有効活用されること、医師を始め

とする他・多職種が繋がりにくい現状を吐露し、重

ねて地域ケア会議で示された繋がることを強調した。

野田理事はICTに関しては機会をみてこの会で内容

を示したいこと、他・多職種の参画の具体例を挙げ

て方向性を示したこと、医療介護の関係者が自ら変

わるべきとの重大な認識を示した。次回開催は3月

23日とした。

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)
3.「イエローカード」商標登録および詳細版の改

訂について

①「イェローカード」商標登録に関しては特許庁よ

懐繊噐闘 第 1995 号

愛知県医師会は医療関係従事者のための

無料職業紹介所を運営しております

愛知県医師会では、労働大臣の許可を受けて昭和40年12月10日から公益社団法人愛知県医師会医療従
事者関係無料職業紹介所を開設し、取扱職業を医療関係従事者(枠内参照)のみ扱い、求人'求職の紹
介等を主業務としております。

求人.求職等手続きその他詳細にっいては、当紹介所ヘお気軽にお電話ください!!!

※ご利用いただいた登録情報は厳重に管理し、登録者(求職者)のプライバシーは固く守られております。

【取扱職業】

【お問合せ先】
公益社団法人愛知県医師会医療関係者無料職業紹介所信午可番号.23ームー020001)
〒460-0008 名古屋市中区栄4-14-28 TEL :052-241-4143 FAX :052-241-4130

〔業務取扱時間〕
月曜日~金曜日の9.00~12.00及び13.00~17.00 (但し、土・日・祝、特別休暇は除く)

看護師、准看護師、保健師、助産師、医療事務員、医療秘書、
医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、

以上13職種作業療法士、視能訓練士等
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平成27年7月1日

平成27年度第1回地域医療再生に関する多職種連携協議会
ーイエローカード・システムから、オヤッ?とCard」システムへの変更

日時:平成27年4月20日明) 14:00~15:45
場所:愛知県医師会館8階8侃・802会議室

この会終了後にも幾つかの指摘を受けており、本来

各職能団体のトップが集まる協議会としては、もっ

とプラッシュアップして会員ヘの「自立と自律」が

求められるだろう。ただ野田理事・鳥山委員の指摘

は他・多職種連携に関る根源的な課題を包含してぃ

ることは間違いない、有益な指摘である。今後の当

協議会そのものの質的向上に関する指摘と考えられ
る。

毎月1 15日発行

野田正治理事・樋口俊寛理事より第1回の他・多

職種連携委員会であること、台風もどきの天候のな

かを参加いただいた謝辞とともに、 NHK記者の参加

を了承して定刻に開始した。

1.今年度の実施計画

すでにイエローカードの改訂に取り掛かり1年余

が経過しているが、事務局としては遅延ヘの憂慮が

強く、一層の協力を要請し、同時により良い意見の

討議を期待することが今年度の方針であることを説

明した。また県行政からはイエローカードの流布が

今年度の主要な実施計画であることに理解を求めた。

具体的には以下の通りで、イエローカード・システ

ムの改訂はa)イエローカード本体②手引書(簡略版

・詳細版)である。イエローカードの商標登録が万

ーの不採用を想定して「オヤッ?とC鮎d」への名称

変更を提案し了承をえた。①は項目数の削減を提案

し大方の賛意をえたがなお、削減すべきでないとい

う少数意見もあり、事務局で検討することとした。

②の簡略版は「職種⇔相談できる1哉種」・「ここが出

番です階眼点)」は⇔「観察する時の注意」「具体

的内容才具体的項目」変更、職椡順に言語聴覚士を

追加する。さらに追加内容としての③は在宅死に際

し、救急病態における救急車の利用と連絡先が問題

提起され、野田理事より有用な発言をいただき再検

討とした。④鳥山喜之委員より「出血」に関する疑

義や認知症の項目がより早期発見の手がかりとして

は当たり前すぎるとの鋭い現ナ昜的な指摘を受けた。

これらの課題は先の京都の医学会総会でも重要な課

題とされ、 4年後の参加の有無は別にして名古屋に

おける斉藤英彦会頭による医学会総会を見定めた論

議が必要と思われた。全体討議では10年を見据えた

アクションプラン、国民の理解、アピール、医療介

護センター、施設・在宅の棲み分け、本格的な在宅

ケアシステムはこれからがスタートなどが俎上に上

つた。④虐待・認知症・後見人制度の概要は簡略版

に挿入を検討する。(5)イエローカードから「オヤッ?

とCard」への変更を前提に、項目や語尾の整合性を

図る。以上細かな点も含めて、活発な論議が行われ

たが、事前に資料が配布された点に鑑みると、もう

少し効率の良い効果的な議論のあり方が痛感された。

愛知医報 侮翻鎚毅副 第 2001 号

2.イエローカードと事例検討

昨年度来の課題であるが、本多豊彦副委員長が牽

引した歯科医師会の研修、りハビリ.テーション三士

会偵E谷泰臣・稲垣毅・鈴木美代子委員)が主導し

た研修は一定程度イエローカードに関ったが、さら

に止揚を意識しないと、研修・広報が単に実施した

だけに堕する危険があり、イエローカードの各項目

の関わりが必要である。県行政ならびに県民が望み、

当連携協議会が全国に先駆けて実施する立場の「自

立と自律」でなけれぱならない。

15

3.ミニレクチャー・研修会などの開催

①栄養士会.訪問栄養研修会(平成27年6月27日

同7月25日・同8月22日)が提案され、意欲的

な取り組みであるが、残念ながら二人の委員が欠

席で詳細を詰めきれず、事務局が積極的に対応す

ることとした。具体的な事前打ち合わせがより大

切で、基本的には各職能団体の「自立と自律」が

最大限尊重され、当連携協議会は後押し・支援の

立場である。トップが集まる会である以上、理念

の共有、十分な事前打ち合わせ、時間的余裕など

は必須である。それが昨年の検証に学ぶこととい

える。

②言語聴覚士会:市民公開講座(平成27年6月7

印が提示されたが、可能であれぱどのような形

であれ、りハビリテーション三士会などの開催を

鑑みる時、当連携協識会の支援が望ましいと指摘

し、検討を依頼した。

③理学療法士会.第18回国際福祉健康産業展ウェ

ルフェア2015 (平成27年年5月21・22・23日)ヘ

の参加の可否が提示されたが、可能であれぱどの

ような形であれ、当連携協議会が参加することが



平成27年7月1日

望ましいと指摘し、検討を依頼した。

④薬剤師会.名古屋地区における在宅療養は、名
古屋市介護サービス事業者連絡研究会陥介研)

の活動がかなり地域に実績を積み、浸透している
現況から、鈴木弘子副委員長が参加の可能性、調

整を打診するとの意見が提示されたので、一任し

て協力をお願いした。事務局として私も協力要請

にお願いに訪れているが、意を尽くしきれなかっ

た経緯があるので期待をした背景である。

⑤事務局より県民集会の可倉馳が示唆されたので、

次回の検討課題とした。事務局としては各委員の
協力をえて理念、事前打ち合わせ、具体的方法、
検証などの重要なモデルとした開催を試みたい。

毎月1.15日発行 愛知医報

これらはいずれも愛知県医師会が後援するなどと

して関っており、当連携協議会ができる範囲ででき

る支援を行うことは嬉しい悲鳴であり、意義が深い
という認識である。

全体総括として加藤憲委員はイエローカードの流

布に関し県医師会Webページ(httPゾ/WWW.aichi.med.

Or.jp/)へのりンクを依頼するとともにケアラーズ
ネットあいち設立記念フォーラム「つくろう!つな

がろう!介護者の会」(平成27年4月18日)の意義

深い資料を配布し、介護者団体との連携の可能性を

指摘した。野田理事は「こういうことをやりたい」

というプロジェクトの希望、立ち上げを、樋口理事

は他・多職種連携における5疾患ヘの取り組みの重

要性を述ベて総括コメントとされた。次回開催の日

程は2、 3変更がありご迷惑をかけたが、 5月25日

倶)14:00~となった。

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)

儒蟹鎚毅副

~日本医師会医師資格証をご希望の皆様ヘ~
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愛知県医師会及ぴ一部郡市医師会で発行手続
きをいたします。

まずはわ電話でご予約をお願いいたします。
愛知県医師会総務部庶務課
(TEL :052-241-415D
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2.申し込みから利用開始までのスケジュール
①利用申し込み、②申請書類の提出、③書類受付・事前審査、④本審査、⑤医師資格証の作成、
⑥医師資格証の発送、⑦医師資格証の受取

※受付.事前審査が可能な医師会は下記の通りです。

愛知県医師会

名古屋市医師会、瀬戸旭医師会、春日井市医師会、小牧市医師会、東海市医師会、東名古屋医師会、
西名古屋医師会、海部嘩m会、知多郡医師会、豊橋市医師会、碧南市医師会、刈谷医師会、豊田加茂医師会、
蒲郡市医師会、新城市医師会、名古屋市立大学医師会、藤田保健衛生大学医師会

※詳細な手続きにっきましては、愛知県医師会総務部庶務課(TEL :052-241-4151)までお問合せください。
また、愛知医報平成27年1月15日号及ぴ愛知県医師会ホームページ(ht即S://WWW.aichi.med.or.jp/oyakudachv

玲isikok゛syN.htmD でもご覧いただけます。

1.医師資格証とは

日本医師会電子認証センターが発行している、ネットワーク

上で医師資格を証明するための電子証明書です。医師であれぱ、

日医会員でなくても発行されます。

電子証明書は、1C力ードのICチップ内に格納さ九電子的な

医師の印鑑の機能やログィン時の医師資格確認に利用いただけ

ます。なりすまし医師等ヘの対策として、ネットワーク上だけ
ではなく患者に対しても医師の資格保有を証明できるように、

医師資格保有者であることをIC力ードの券面に記載し、顔写真
を貼付しています。年会費は5,000円(税別)、非会員は10,000

円(税別)で、医師会員は初年度(医師資格証券面に記載の発

行日から1年間)は無料です。 2年ごとにICチップ内の電子証

明書の更新手続きが必要となります。また、 6年ごとに医師資

格証の更新を行い、新しいIC力ードに切り替わります。
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平成27年7月15日 毎月1

第2回地域医療再生に関する多職種連携協議会
一地域包括ケアシステム:あえて火中の栗を拾えるかー

日時:平成27年5月25日侶) 14:00~巧.45
場所:愛知県医師会館5階医師連盟会議室

き続きの検討をお願いした。種々の点が論議された

が、一言で言えぱマンネリの打破と運用趣旨の再確

認と事前打ち合わせの不十分が背後にある論点と思

われた。一層の改善を要請した。とくに喋下障害に

関わる法的根拠において、言語聴覚士、作業療法士、

理学療法士の三士会の職能に関する混乱が見られた

が、法に基づく任務(かつての討議のL.worRUI0)
への理解が不可欠である。

一連の論議で痛感された点は事例検討の重要性で

ある。提示された事例のレビー小体型認ま嘘ΦLB)

についていえぱ、経過や時間により反応が明瞭な時

と不明瞭な時がある「認知の変動」、他人に見えな

いものが見える「幻視」や「妄想」、睡眠中に大声

を出す、手足をバタつかせる「レム睡眠行動障害」、

気分が沈む「抑うつ」、動作が鈍くなる、小股で歩

く、バランスを欠き転びゃすい、手が震える「パー

キンソン症状」、頑固な便秘・頻尿・過度な発汗.

立ちくらみなどの「特発性自律神経障害」さらにあ

る種の「薬物過敏」などの症状に各職能・職種がど

のように対応するかなどの事例特性を活かした研修

が痛感されるとともに、有意義であろうとの感想を

えた。当初の懸念どおり難題であることも確かとい

えよう。今後の検討と検証の糧である。

②言語糖覚士会(鈴木美代子委員).市民公開講

座(平成27年6月7日)③理学療法士会(鳥山喜弘

委員).国際福祉健康産業展ウエルフェア2015 (平

成27年5月21・22・23勵④薬剤士会(鈴木弘子副

委員長).名古屋地区における在宅療養は、名古屋

市介護サービス事業者連絡研究会;名介研が中心で

あるなど、多くの提案を受け、各委員に当連携協議

会の後押しの折衝を試みていただいたが、いずれも

不首尾に終わった。機会があれぱ大小に関係なくど

のような会であれ、当連携協議会が後押しすること

により「オヤッ?とC町d」の流布を図るべきだ。各

職能団体のホームページ上ヘの公開がまだ果たされ

ていない団体の状況や機会がありながらイエローカ

ド流布を失念していたなどの反省は、トップの集

まりであるがゆえに今後に生かされなけれぱならな

い。やはり各ネH綴とともにトップの「自立と自律」

が求められよう。なお、ウエルフェア2015において、

事務局の佐野芳彦委員は「ウ~クとサウンドセルメ

15日発行

樋口俊寛理事より、「オヤッ?とC町d」と地域医

療構想策定ガイドライン・地域包括ケアシステムに

おける多職種連携ヘの期待が述ベられて定刻に開始
した。

1.イエローカード(オヤッ?とCard)・システム

の改訂

オヤッ?とC町dおよび手引書における簡略版・詳

細版の改訂が、著しく遅れていることに関して、当

連携協議会は各団体のトソプの立場が集まる会であ

ることに鑑み、責任者(宮治)の憂慮を表明して討

議を始めた。今回はオヤッ?とCard本体に的を絞っ

た検討を行った。その結果2点について合意、了解

をえた。結論は以下の通りだが、少数意見ヘの配慮、

や現場の意見を拾い上げる重要性を踏まえた結論と

なった。(1)【.こんな時は、劼問看護ステーション、

医療機関ヘ連絡①呼ぴかけに反応しない。②会話

ができない。③強い苦痛がある。】は本体冒頭に挿

入すること、②【.在宅療養開始にあたり、在宅死

(生前の意思表示・救急蘇生を行わないなど)が契

約において、事前確認をされている場合は、これら

本人・家族の意志を尊重】は手引書簡略版に挿入す

ること、を確認した。

簡略版に関しては、重点項目として①感染症・②

認知症・③薬の副作用・④虐待・⑤終末期の5点を

提示したが、感染症に関してはインフルエンザ、ノ

ロウイルス、痔癖などを括弧として説明するなどの

論議が行われた。同時に(1)「あり方上の留意点」

・(Ⅱ)「早期対応上の留意点」・(Ⅲ)「運用上の留

意点」を示し、参考資料として「認知症高齢者ケア

に.ついて」・「成年後見制度について」・「高歯諸虐待

対応ヘの基本姿勢」の3点を掲載することを示した。

これらに関し2週間を目処に、意見を事務局ヘ送っ

ていただけるよう要請した。次回は本体の確定を確

認して、手引書筒略版・詳細版の検討を行う予定と

した。

愛知医報 懐滋錫闘 第 2002 号

2.ミニレクチャー・研修会などの開催および報告

(1慶知県栄養士会.訪問栄養研イ彦会(平成27年6

月27日)は前回疑問が出された点を踏まえた案が提

示さ?湘当に改善されたが、なお疑問が残され、引

15



平成27年7月15日

ソッドの試作機」を発表し、一部の委員も参加し、

好評をえたことから、本日の会終了後にプレゼンテ
ーションをしていただいた。

毎月1.15日発行

3.今後の多職種連携のあり方

オヤッ?とCard・システムを基盤に置きながらも、

多岐にわたる意見が提示された。居宅介護支援事業
者連絡協議会のブロックでの活用やアピール、職種

内の広報活動のあり方、成功事例の広報と検証、徹
底的に現場に密着する、各研イ彦会で活用した事例の

集積、事例集の作成、地域包括ケアシステムにおけ
る本当の二ーズの抽出、事例検討のモデル化、再度
地域住民ヘの広報活動、相談コーナーの設置などで

あり、いずれも検討に値しよう。当連携協議会によ
る各地区、地域からの相談コーナーは有意義かもし
れない。

纏めとして佐野委員は改めて情報デザインの視点

愛知医報

の導入を、加藤憲委員はオヤッ?とCardの在住外国

人向けの外国語訳の検討を、同時にカナダ人のこの

問題に関る研究者と交流があり、カナダでも同様の

課題に直面していることが示さ九機会が合えぱ当

連携協議会における意見交換も可能とした。

昭昶31年9月10日)(第三種郵便物認可

野田理事からは愛知県医師会としての年1回の報

告とシンポジウム(平成27年12月13日・同19日)、

県内42箇所のサポートセンターが活動を開始、過去

多職種との連携に関る会話が不足していた、多職種

の地域、地区におけるト、ソプとの連携協議などが総

括された。当連携協議会が地域包括ケアシステムに

おいて、あえて火中の栗を拾えるか否かであろう。

次回開催は今回開催日が二転三転した点を詫びて、

平成27年6月22日明)14時開始を確認した。

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)

〔9階大講堂〕
開会1.

式典2.

①主催者挨拶

平成27年度愛知県救急医療推進大会

第 2002 号

②表彰
③来賓祝辞

会3.
(14:45~15:15)1.「愛知県広域災害・救急医療情報システムにっいて(仮称)

愛知県救急医療情報センター顧問
愛知医科大学名誉教授

Π.「ネパール地震求娠について(仮称)」
名古屋第二赤十字病院
第二麻酔・集中治療部部長兼国際医療救援部部

4.事例紹介
「AED設置に関する取組について」

尾張旭市消防本部
^̂

5.閉

〔8階会議室〕(※事前申込みが必要です。)
(14:00~16:30)救急蘇生法講習(入替制各回定員48名)

この会に、救急蘇生法を学んでみませんか!?

参加資格:医師・医療従事者・学校関係者・行政関係者・会社員・主婦・学生等受講料:無料
愛知県医師会医療業務部地域医療第一課(TEL052-241-4138)まで申込書をご請求受講希望者は、
定員、超えた場合にっきましては、抽選とさせて頂きます。(申込み締切7月31日)下さい。なお、

.00~14.40 第2回 14:55~15:35 第3回 15.50~16:30】【講習時間第1回
増田和彦師愛知県医師会救急委員会委員

当日本救急蘇生普及協会指導員
名古屋市応急手当研修センター指導員

〔7階愛知県救急医療情報センター〕
愛知県救急医療情報センター見学

主催愛知県公益社団法人愛知県医師会愛知県外科医会

平成27年9月9日材0
愛知県廊市会館9階

16

知県知
知県医師
知県外科医

14:00~16:30

8階・ 7階
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平成27年8月1日 毎月1

第3回地域医療再生に関する多職種連携協議会
ー「待ったなし」:他・多職種事例検討のモデル的なあり方一

日時:平成27年6月22日侃) 14:00~15
場所:愛知県医師会館6階研修室

15日発行

冒頭、樋口俊寛理事よりイエローカード改訂ヘの

謝辞と野田正治理事からの事例検討のあり方に関わ

る議題ヘの期待を表明されて定刻開始とした。

1.イエローカード(オヤッ?とCard)・システム

の改訂

(1)イエローカード(オヤッ?とC町d)本体

相当綿密な討議を経て最終確定案を提出したが、

なお不備の指摘があり訂正の了解をえた。主たる点

は「5.食欲がなくなり、体調が悪くなったり、徐

々に元気がなくなってきたりした」を総論として冒

頭に置くことを了解した。また、 2~3の言葉使い

の指摘を受けたので、事務局で検討の一任を了解し

た。一連の経過でもっとも大切な点はイエローカー

ドとオヤッ?とCardの名称は登録商標の結論がでる

まで並存的施行であることの再確認である。もうー

つは言葉使いの指摘は歓迎だが、一連の時間経過を

鑑みると、訂正の期限を2~3回延長しており、ト

ツプの集う連携協議会としては反省が必要であろう。

今回をもって「カード」本体の確定とする。

愛知医報

記ヘの具体的留意事項となる、 D QOL、ii)周

囲の状況、遊)患者(含・家族)の意向、 N)医

学的適応、 V)法の遵守、田説明義務、Ⅷ)接

遇態度、血)注意義務、の8つが基軸である。

②経時的推移に関しては段階「高度急性期・(ー

般)急性期・回復期・維持期(生活期)」に配慮

する。事例検討の目的は、①本人(含・家族)の

希望、②到達目標の達成、③「オヤッ?とC町d」
を活用したチェック項目の検討、④これを踏まえ

た各職能が実施できることを明示化する方向性が

示された。なお、佐野芳彦委員より「オヤッ?と

Card・福笑い_Dig北aU の資料が出さ九チェッ

ク項目を用いた利用者の状況の数値化・客観化.

視覚化などに関わる可能性が論議され大いに盛り

上がったが、概念論としては創造可能だが、具体

化はアカデミックサイエンスに属し、知識.経費

・有能な人材などが確保できないと困難であり、

本気で実施するにはコーディネー.トを中核とする

ワーキンググループなどの立ち上げが必要と思わ

れる。正直現況の当連携協議会の実力で可能か否

かはさらなる検討が必須である。提示議論として

は有用であった。

③県行政・野田理事より前記に基づく、 1)地域

包括ケアシステムにおける(言葉としての医療系
と福祉系の源流を止揚するべく)同一事例検討に

基づく各地域の均露化の意義、 2)さらに医療介

護資源の過不足の現況把握と、その解決に向けた

対応事例の提示の意義という鋭い指摘と要請がな

された。とくに事例検討を基盤とする均露化と医

療介護資源の過不足の現況把握と対応事例の提示

は、成果物としての来年3月末に終了する当連携
協議会「待ったなし」への危機感が言及された。

税金を投入する以上、行政からゴールに向けた高
いハードルが提示された。 3)この現況下で、各

職能団体に対し各々有用な事例検討モデル作成の

準備を要請した。すでに前年開始時より、この課

題を提起し続けた責任者としての貴任の痛感を表
明した。初めて事の重要性と重大性が認識できた

との発言もあったが、全国初の試みとしてのトッ

プの根源的認識と実施能力に基づく常識や良識で

はなく、高い見識が問われている。「待ったなし』

懐ぞ叢紹闘

②手引書(簡略版・詳細版)

簡略版に関しては本日提示の事務局案に関し、 2

週間を目処に意見を事務局ヘ寄せていただくことを

確認した。〆切期限の厳守とトップの会にふさわし

い訂正をお願いした。事前案を大幅にカットしてあ

るので、その点をトップとしての概念と実務現場(現

場に役立つ)に即した整合性の留意を要望した。

第 2003 号

45

2.事例検討のあり方

①宮治が作成したモデル的試案を軸に、事例検討

のあり方を討議したが、有意義な意見が活発に出

され、次回の当連携協議会における模擬事例検討

を実施することで合意をえた。野田理事からは普

遍性のある事例との賛辞を得て、鈴木弘子副委員

長とで当日の牽引シナリオの作成をしていただく

ことを確認した。基本的考え方は、連携協議会の

討議を通奏低音として、①倫理4原則、②臨床倫

理4分割、 1)周囲の状況、 2) QOL、 3)本人

(含・家族)の意向、 4)医学的適応、③ICF国

際生活機能分類、④QOLとADLの具体例、⑤上
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平成27年8月1日

はまだ問に合うということだろう。次年度が展望
できるか否かが本質であり、各職能団体トップの

「自立と自律」が改めて問われる事態である。

毎月1.15日発行

3.愛知県栄養士会:訪問栄養研修会(平成27年6

月27日)・その他

具体的実施に関しては当事者間の連絡に委ね、参
加者ヘのアンケートを了承した。ただ一連の経緯は

次回以降十二分に活かされる取り組みを要訥した。
看護協会から8月29日開催の「地域包括ケアの実現
に向けて一在宅とつなぐ退院支援と多職種連携一」

の案内が広報されたが、当連携協議会が後押しでき
ない点は前記状況に鑑み残念の一言である。 9月7

日出私(宮治)が関った部分として「名古屋市天白
区在宅医療介護連携協議会」に参加することが、正

式に了解された。詳細は近日中に担当者と詰める予
定を報告した。また商工会議所との折衝も試みてい
るが詳細不詳の現況である。これらに関連して、栄

養士会から後2回の開催、鳥山喜之委員からは7月
における長久手市(吉田一平市長)における会ヘの

参加の可能性、稲垣毅委員からは近隣における可能
性、鈴木副委員長からは周囲ヘの再折衝などが語ら
れた。いずれも身を挺した本気の取り組みなしには

愛知医報

実行できない。要するに総論賛成、各論バラバラで

はト、ソプの吟侍が問われる。また配布の日本医師会

雑誌(平成27年6月144巻3号)の表紙「日常診療

に必要な口腔ケアの知識」の目次のみを紹介し、医

科歯科連携の実情の資料とした。

総括として佐野委員は「オヤッ?とCard」の延長

線上に愛医総研がかつて作成したRadarNEWS (可

変的なレーダーチャート)への反映を考慮すべきと

した。加藤憲委員は、椙山女学園大学の講義で「オ

ヤッ?とC町d」を活用することへの了解を求め、認

められた。野田理事は今後の成果物がもっとも重要

との指摘をされ、鈴木副委員長と前記事例検討に取

り組んでぃただけることの再確認をした。樋口理事

は時間が差し迫っていること、および当連携協議会

の今後の重要性についての総括コメントをされた。

次回開催は7月13日俔)14時からを予定している。

(文責:多職種連携協議会委員長宮治眞)

保蟹鎚毅副

平成28年慢知医報. 1月1日号「新春特集頁」作品投稿のお願い

【募集要領】
「丙一一蓉]

.随筆、詩、俳句、短歌、写真、絵画、書等。

.内容は自由ですが、投稿は一人一点とさせていただきます。
厚一、1引

・900字程度(タイトルは別)
.写真、絵画、書のサイズは特に問いませんが、絵画等は保管・管理の関係上写真でご投稿ください。

隔一ーフ可
・10月9日幽必着(作品全て)

「憂憙事可
・原則として、掲載は受付順に行います。
.写真の印画紙は「光沢紙」をご使用ください。
.ペンネーム、雅号の使用は自由ですが、本名も併せて掲載させていただきます。
投稿作品には、必ず「所属地区医師会名」「氏名」「タイトル」を明記ください。絵画の場合は「作品
のサイズ」も明記ください。

.写真等の作品は、天地が分かるようにお願いします。
投稿作品は返却致しませんので、必要な場合はコピー等をお取りください。

厩磊、死]
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目14番28号

愛知県医師会愛知医報社「平成28年新春特集頁投稿」係
合(052) 241-4139 Fax (052) 241-4130
。、m毎Vkoho@aichi.med.0,.jp (データでのご投稿も可能です)
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平成27年10月1日 毎月1.15日発行

第4回地域医療再生に関する多職種連携協議会
一愛知県発・日本初の他・多職種連携事例検討を目指してー

日時:平成27年7月13日卿 14:00~15:55
場所:愛知県医師会館 5階医師連盟会議室

樋口俊寛理事より極暑の中を参集いただいた謝辞

に引き続き事例検討に関る活発な討議ヘの期待の挨

拶をいただいた。同時に当連携協議会の委員長(宮

治)の立場として、今年度の愛知医報の第1回の議

事纏めから諸般の事情により、出席者名簿を掲載し

ないことになり責任の痛感とお詫ぴを申し上げて理

解を求めて議事を定刻に開始した。歯科医師会は瀬

川伸広委員ヘの変更、栄養士会は馬場正美代理を紹

介し、薬剤師会も委員が変更予定であることが報告

された。

1.イエローカード(オヤッ?とCard)・システム

の改訂

イエローカード(オヤッ?とC町d)の本体は前回

確定したので、手引書の内、簡略版は本日提示の事

例検討討議を通じて事務局を中心に、詳細版も固有

の立場から各職能団体による改訂を要請し了解をえ

た。全体の統一は事務局で行うこととした。

2.愛知県栄養士会訪問栄養研彦会(6/27)の検証

参加者のアンケート調査によると研修内容は概ね

良好であり、今後の「訪問栄養指導」の希望ありが

66名、希望なしが51名で、今後の活動が期待された。

他方、発表者による終了直後の反省会は、厳しい意

見が多かった。とくに事例検討のあり方、時間配分、

発表者ヘの要請内容の不統一、事例であるレビー小

体型認知症の難しさなど相当厳しい意見が寄せられ

た。まさに本日討議の事例検討の討議そのもので、

今後の半歩の漸進が望まれた。加藤憲委員は参加者

の二ーズに合わせ、発表や事例を選択することの重

要性などを指摘し、樋口理事は興味をもっている地

域の方が参加している情況に言及された。

委員長としては①入れ歯の装着は異物であり、年

老いてからは馴染みにくい、入れ歯を誤暎した場合

の措置?②摂食拒否に対して々子物手羽先を聴取し、

手羽先のように成形ならびに味付けしてトロミとし

たら摂食を開始し、その過程で栄養士が関与した専

門性、③口腔ケア拒否に関しては、口腔内ヘ歯ブラ

シを入れるだけでもケアの一端になりうることなど、

学ぶことが少なくなかったし、これは、他・多職種

連携の事例検討の本質を突いていると思われた。

3.模擬事例検討・シナリオモデル

シナリオに関して、事前配布、前回の討議に基づ

愛知医報

いて8つの基¥.1)周囲の状況・ 2) QOL ・ 3)患

者の意向・ 4)医学適応・さらには5)法の遵守・

6)説明義務・フ)接遇態度・ 8)注意義務、およ

び4つの視座①本人(含・家族)の希望の尊重・②

到達目標の達成の確認・③課題抽出の明示・④各職

能の職範囲、実行の可否、実現ヘの方向性(地域特

性など)の明確化を論点に検討を開始した。これら

をイエローカード(オヤッ?とC町d)の番号、地域

における職種の可否などの記号で示す案を提示した。

活発かつ個々には有意義な討議であったが、議論

は百花繚舌Lの呈をなし、他・多職種の事例検討が総

論と各論の両立、専門職性と開示する対象の事例の

総合性・統合性が肯繁と思われた。委員長としては

「愛知県発・日本初の他・多職種連携事例検討モデ

ル」を目指すべきことを痛感した。野田正治理事や

私宮治が随所でフレイルな事例であることの強調、

専門職性と一般理解可能な普遍性を強調した背景で

ある。いずれにせよ、時間切れの討議に終わり、司

会の不手際もあり、上記原則および本日の討議を踏

まえて、次回再度、事務局案を提示、検討すること

とした。専門職性を保持しつつ、他・多職種連携の

理解可能性は、当然のこととして医療と介護とさら

には生活に直結する課題であり、難題であることは

確かである。だからこそ、各職能のトップが集まる

当連携協議会が指導性を発揮する課題・難題といえ

る。あらためて愛知県医師会が指導力を発揮して、

愛知県発・日本初の他・多職種連携事例検討を目指

す聆持が必須である。司会の不手際により総括でき

ない点を詫ぴて終了とした。

4.その他

a)9月5日田(14.00~16:00).天白保健所で

「名古屋市天白区在宅医療介護連携会議」において、

各職種の事例に基づく発表(ミニレクチャー相当)、

質疑応答に参加することの確認。②鈴木弘子副委員

長より名古屋市北区における夜の事例検討、同じく

7月28日・29日における半田市社会福祉協議会の相

談員を対象の事例検討ヘの参加と見学の可否を打診

した。次回は8月17日明)14時開催予定。

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)

儒ぞ滋鯵剖 第 2007 号



平成27年10月15日

第5回地域医療再生に関する多職種連携協議会
一医療・看護・介護・生活という森羅万象における多岐性のなかの総合性と統一性一

日時:平成27年8月17日偶) 14:00~15:35
場所:愛知県医師会館 6階研修室

た。大枠は事務局で調整することとした。

いずれにしても、統合的、統一的な意味で、初の

試みであり、期待と不安(野田理事指摘のドキドキ

感?)を背景に、多面的な有意義な討論となった。

この観点から終了後の検証の重要性が改めて示唆さ

れた。医療・看護・介護・生活という森羅万象から

みると、多岐性のなかの総合性と統一性といえよう。

有用かつ有意義な模擬事例検討にするために、以

下の資料を配布閲覧に廻し、熟読吟味の上の参考資

料とした。①上田敏「QOLとADL」(メディカル.

ヒユーマニティ V01.5-M4:18-23 1991.4)②宮治

眞、塚田勝比古、星野信、他「外来診療における教

育方法としての問診の行い方」旧本医事新報鵬499

43-46 平成3年5月1日)③愛知医報第2回.

第3回の議事録の纏めが配布された。そして、天白

保健所から提供を受けた④名古屋市における在宅医

療・介護連携ガイドライン(平成27年3月)が回覧

された。このガイドラインに関しては冒頭に3箇条

が記されており、【①利用者(患者)のための連

携であることを心がけましょう】・【②主体的かっ

積極的に連携をはかりましょう】・【③利用者(患

者)の個人情報の取り扱いには気をっけましょう】
当連携協識会の主題そのもといえる。とくに自分の

家族を外装する視点が重要であろう。

毎月1.15日発行

樋口俊寛理事より「多職種連携における模擬事例

検討」への一層の協力要請と野田正治理事からは事

例検討に関わるドキドキ感が迫ってくるというユー

モラスな挨拶をいただいた。さらに初参加である愛

知県薬剤師会大島秀康理事と同言語聴覚士会村瀬文

康地域りハビリテーション委員会理事の紹介を受け

て定刻開始した。

愛知医報

1.イエローカード(オヤッ?とCard)・システム

の改訂

手引書(詳細版)に関して事務局案を提示し、原

則的な了解をえたが一部未提出、確認不足の職種が

あるので、早急に対応していただくように要請した。

2.模擬事例・シナリオモデル

司会(宮治)が立場上の点から、天白保健所との

協議、他の職種との質疑応答などの経緯、概略を説

明し、「多職種連携を図るための模擬事例検討につ

いて」のプログラム案の最終確認を行った。要点は

①フレイルから急性変化した事例、②全体を90分の

時間厳守(1職種7分・スライド8枚迄)、③発表

は医学的内容に偏りすぎないように、一般人でも分

かりやすいように、④的を絞った説明、などをお願

いした。これを踏まえて、私が天白保健所ならびに

安江直二天白区医師会長に説明と了解を得ることと

した。質疑応答は参加者より紙で受ける方式とし、

フレイルを中心とする総論からの開会と個別事例の

纏めを樋口、野田理事にお願いした。

一連の経緯の中で、ホットな議論が交わされたが、

まずは事務局内の連携不徹底のため、混乱を招いた

点をお詫びした。最初の論点はこの延長線上に、事

例の個々に関る文章表現と要支援と要介護の状態区

分に関る点であったが、現場で携わっていると実態

と認定区分の泥雉を感ずることがあるとの指摘がな

された。引き続いて看護協会、薬邦伯市会のパワーポ

イント、歯科医師会の紙のスライド原稿が酉飾され、

スライドの統一などが話されたが、 1)周囲の状況、

2) QOL、 3)患者の意向、 4)医学的適応を基軸

とすれぱ可とした。ただ表示としては可能な範囲で

統一が好ましいが、職能の立場、事例内容、発表の

対象などにより、不必要に拘泥する必要はないとし

侮蟹拶鎚副 第 2008 号

3.事例検討会の報告・情報提供他

①半田市7月28日/同29日(半田市社会福祉協議

会10:00~12:0の・天白区(天白区役所第3.

4会議室 9月5日; 14.00~16.00)・北区陥
古屋市総合社会福み上会館9月8日;18.30~20

3のが示された。連携協議会が後押しする会と単

なる情報提供を区別して報告すること、連携協議

会が関る会は少なくとも 1ケ月前に日時・場所.

主催の公表を頂きたいことを確認した。半田市の

事例検討の概略が報告されたが、少し難題である

とともに、「野中式事例検討」の理解が困難で

あり、文献、原著などさらなる資料が必要とされ
た。

②情報提供として、①2015年7月16日朝日新聞記

事(当連携協議会で試作デモが行われた佐野芳彦
委員の作成による「ウ~クωハビリ用音楽キー
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平成27年10月15日

ボードとパッド)」の紹介)、②家族介護者支援団

体レ、ツピーネット」の会員募集・設立記念講演

会(9月5日)の案内が配布された。

③次回開催は、 9月14日倶)14.00~とした。 9月
5日開催の「多職種連携を図るための模擬事例検

討について」の検証を中心に行う。

毎月1.15日発行

全体として佐野芳彦・加藤憲・天野寛委員を通じ
て、スライド発表における作成方法、あり方の方法

.全体の流れなどが指摘された。樋口理事からは地

域包括ケアシステムが一部流動的な面を有している
こと、野田理事からはそれを踏まえて「事例検討を

愛知医報

愛知県委託事業

平成27年度

実施して良かった」として当連携協議会が知ら九

多職種連携の声がかかるようになるとよい、などの

総括がなされた。

佼責:多職種連携協議会委員長宮治眞)

愛知県・(一社)愛知県薬剤師会

毎年秋に開催してきました未就業薬剤師講習会が県委託事業となって、10年目を迎えました。
内容をより充実させて、保険二剤業務を志す薬剤師の社会復帰を支援したいと考えています。男女を問わず、

会員外の方でも受講して頂けます。また、お知り合いに未就業薬剤師の方が見えましたら、ぜひお声をかけて
下さい。多くの方々の受講をお待ちしております。

回講習会(定員100名、託児有) 10:00~13:00
師(敬称略)題演

ご

開催日・場所

1 10月28日伽0
章伊村松愛知県薬剤師会館
秀康大島5階講堂

2 11月4日材0
愛知県薬剤師会館

5階講堂

儷聖岬闘祉)

薬剤師再就業支援講座開催のお知らせ

第 2008 号

3 Ⅱ月14日出
名城大学薬学部1号館

マルチメディア教室

4 11月18日目0
愛知県薬剤師会館

5階講堂

初心者を対象とする調剤の基礎(定員20名、託児なし)
12月7日明) 13:00~16:00 名古屋市立大学薬学部
[講義と実習]名古屋市立大学大学院薬学研究科

開会挨拶
1.薬剤師のおかれている現状
2. OTCセルフメディケーション

1.患者満足度につながるコミュ
ニケーションの考え方

2.瀏寸文書の読み方

回
実習棟模擬薬局
教授松永民秀

鈴木匡

回病院薬剤部見学(県内3病院より選択)
.11月25日伽0 13:00~16:00 安城更生病院(安城市)
.11月26日困 13:00~16:00 藤田保健衛生大学病院(豊明市)
.11月27日倒 13:00~16:00 名古屋市立大学病院(名古屋市瑞穂区)

回薬局における実務実習
.12月10日0詩 10:00~13:00 愛知県薬剤師会調剤センター

受講料:無料
講座受講資格:薬剤師免許を有すること

1.「"情報力"をみがこう!」
~薬剤師とインターネット~
講義と実習

1.保険薬局の業務
2.在宅医療と薬剤師

愛知県薬剤師会会長
愛知県薬剤師会理事
株式会社スズケン
医業経営コンサルタント根岸裕二

愛知県薬剤師会薬事情報センター
竹林まゆみ

医薬品情報学研究室
大津史子

申込方法

6

「氏名.住所・電話番号・ファックス番号・薬剤師免許番号・年齢(何歳代)」を明記の上、
又はファックスにて下記担当者ヘお送り下さい。定員になり次第、締め切ります。
※申し込みを受付け後、詳細をご連絡させて頂きます。(10月上旬頃より1順次発送予定)

※国講習会の受講は必須です。

名城大学薬学部
教授

愛知県薬剤師会
愛知県薬剤師会

はがき

常務理事
常務理事

近藤
鈴木

靖子
弘子

愛知県薬剤師会事務局松田
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-3- 1
TEL 052 (231) 2261/'FAX 052 (231) 2268



平成27年11月15日 毎月1.15日発行

第6回地域医療再生に関する多職種連携協議会
天白保健所:多職種連携の理解を図るための模擬事例検討における検証
(天白保健所:平成27年度第2回天白区在宅医療・介護連携推進会議)ー

日時:平成27年9月14日明) 14:00~15:40
場所:愛知県医師会aき 5階医師連盟会議室

いった福祉にかかわるサービスの相談を一括して受
け付ける窓口を自治体に広める方針」を発表したが、
検証の点からみると現場現況との禿離において、医

師会、当協議会は関わりうるか否かであろう。

2)一②からは、事前の連絡、スライドの統一不

足、当協議会内部の「連携」が不詳、現況打破に洗
練されたプレゼンテーションが必要、事例をいかに

して的を絞るかなどである。現状を理解して実際の

現場に活用できる発表に限定すべきである。これら

に関して委員長の立場としてスライド作成の手順の
指示不足、今回の事例で象徴された「寿司を食ベた

い」などの焦点を絞る論議不足、参加対象者の職種

やレベルへの配慮不足の責任を痛感する。背後に模

擬事例提示が狭義の医療専門職間、広義の他・多職
種医療職間、これにプラスした福祉系介護職、住民
などの対象をどこに設定するか、連携深化のための

本質的な課題があるが、さらにその深層には他.多
職種間ヒエラルキー、各組織の「自立と自律」の欠
如が垣間見られるのが現実である。

2)一③からは、このような事例検討が各地区で

実施されることへの期待、「地域ケア会議」(連携会
議のメンバーはこの言葉を理解しているはず?)、
ICFに則った情報の提供、各地区は多職種連携に困

つている現況、臨場感をうるため居宅サービス計画

書などの提示、多職種(含・住民)が繋がるための

連絡先、窓口自体が知らされていない点が最大の課

題などである。これらは現場感覚とト、ソプに立っ人
の感覚の禿離、それを基底に置く地区格差、職種間
格差といわざるをえないだろう。

2.今後に向けて

纏めと大雑把な討議内容を記したが、より生々し

く、活発な以下のような点が論じられた。まず野田

理事より休日に関わるりスク管理(予期しない死亡)

は、救急医療情報センター内に「医療事故調査制度
相談窓口」を開設準備中であること、 24時問365日

対応を「切れ目のない対応」とすることなどの見解

が表明された。同時に訪問看護ステーションにより、

即座に連絡可能な事業所と不可能な事業所との格差

も浮き彫りにされた。模擬事例は事前練習の必要性

も指摘され委員長も前回の会議で言及したが、現場
的には時間の確保が課題、スライドは全て残し、ア

野田正治理事より、天白区の事例検討では「あり

がとう」と、そして「あっそうだな、という別の視

点に気付いた参加者、発表者も多かったのではない

力寸と、謝意を表して定刻に開始した。

1.天白区在宅医療・介翻車携推進会議(9月5日国)

における模擬事例検討会の検証

安江直二天白区医師会長、神谷美歩天白保健所長

のご尽力により、この検討会が少なからぬ綺余曲折

をへて開催されたが、一定程度評価されたと考えら

れた。ただ税金を使用している立場からすると、厳

格な検証は必須である。かつアウトプットからアウ

トカムへの変換、可視化ヘの検証である。

検証は以下の4点の資料、 1)天白区側からの意

見、 2)多職種連携協議会側からの意見①会場から

の質問、②終了直後の反省会における当協議会委員

の発言コメント(宮治纏め)③当協議会委員の記載

コメント(原則匿名・一部記名)である。委員長と

してこれほどに拘泥したのは、発言、記載などにお

ける本音と建前の違和感を一連の経緯の中で痛感し

た点にある。これらの資料や背景が本日の検証に影

響したか否かは定かではないが、討議の活発さは目

を見張るほどであった。

D から(本日以後も意見が寄せられた)を要約

すると、時間的余裕のなさ、事前配布の模擬事例内

容を当日も概略を示してほしい、馴染みのない職種

(言語聴覚士・作業療法士)などを知った、これだ

けの多職種にビックリした、休日ヘの対応、対象と

意図が未分化、不消化、いかに対処するか、連携の

現実的な意味は、自分自身の立ち位置の再検討など

であった。さらに焦点は各職能の現場の窓口はどこ

にあるのか、地域住民ヘの広報が不可避であること

が鋭く指摘されていた。当協議会におけるいままで

の論議と同一線上である。

2)一①からは、認知症における対応、ケアマネ

ジャーが提案するケアプランのバラツキが大、医療

依存の高い療養者における訪問看護はどこまで可能

か、在宅医療における地域の中核は地域包括支援セ

ンターか在宅医療サポートセンター(在宅医療・介

護連携支援センター)かなどであった。野田理事は

地域特性に応じて、どちらでも可とした。近報によ

れぱ、 9月17日に厚労省は「介護や障害、子育てと

愛知医報 儒郵卸雛副 第 2010 号
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ウトプットとする、「フレイル」の説明をもっと詳

細に、イェローカードと模擬事例の合体、何度も

り返す、このような事例検討に関わる謝金、財政上

の課題、りハビリ三士会や居宅介護支援事業者連絡

協議会における検討などが俎上に上がった。

佐野芳彦委員は事例とイエローカードを合体させ

る重要性を、加藤憲委員は模擬事例とともに、連携
に必要な要素が含まれているイエローカード・シス

テムの徹底的な活用を、天野寛委員からは再度東郷

町、春日井市で事伊雌討の実施をとの総括を示した。

今回は県の医療福祉計画課、健康対策課、医薬安全

課、高齢福祉課の4課から担当者の出席があり、各
々意見やコメントを受けたが、今後とも出席をいた
だくことが現場との乘離を埋める上での相互連携が

不可欠であろう。いずれにせよ、今後に向けては事

例検討とイエローカードを統合し、ブラッシュアツ

プした事例検討が必須であるとの認識をえた。さら

に窓口の選定はすでにイエローカード・システムで

提言したとおり、各職種がコーディネーターを配し
て対応すべき組織の「自立と自律」を促すものとい

えよう。

本日の検証における総括的な纏めを行うと、①税
金を活用する自覚、②事例検討において切り口を絞

るとともに、参加は必須だが、発表職種は限定的に

毎月1.15日発行 愛知医報

する、③行政との協力において、地域の人材活用を

念頭においた事例検討が必要で、イエローカードと

の統合における、具体的にはイエローカードの符号

に即して、その地域(含・各訪問看護ステーション

など)に職能の範囲内で活用可能な人材が存在すれ

ぱ0、職能の範囲内だが、その地域に活用可能な人

材が存在しなけれぱ△、職能の法的な範囲外であれ

ぱX、 0.△・ Xのいずれも判断できなけれぱ?と

記載し、現場に役立たせる。④このような現場に即

したコーディネート、主務は地域包括支援センター

か、在宅医療サポートセンター(在宅医療・介護連

携支援センター)か、あるいは介護や障害、子育て

といった福祉に関わるサービスの相談を一括して受

け付ける窓口か、行政と当協議会との相互連携が、

今後避けて通ることのできない現場の課題といえよう。

3.イエローカード(オヤッ? card)・システム(簡

略版・詳細版)の改訂ほか

実は検証論議があまりに活発化して、この議題の

討議を失念して時間切れとなった。はたまたお詫ぴ

したい。ただ前回より簡略版・詳細版の訂正、追加

なく、本当にこれで良いか不安を残すが、 4度目の

警告であり、次回了承をえて公表とする。次回は10

月19日働14時より開催予定。

(文貴.多職種連携協議会委員長宮治眞)

侮蟹紗毅副 第 2010 号

平成20年4月1日より、愛知県医師会ネットにログィンする際のΦ・パスワードは日本医師会の会員
情報を利用したID.バスワードに変更して、運営しております。現在のID・パスワードは下記参照の上、

愛知県医師会ネットのID・パスワードについて

ご利用くださいますようお願い申し上げます。
なお、変更にあたり、変更後のID・パスワードのご連絡はいたしておりませんので、日本医師会から

届きます配布物をご確認願います。

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-14-28
愛知県医師会館

0000 様
2008/3/3123、恕、XX O00000(勵00

新しく入会された先生ヘ・一定期的に日本医師会から会員情報を提供いただいております。所属地区医師
△に手続きされましても、愛知県医師会、日本医師会と手続きが進む都合上、時間(最長で2ケ月程度)
要しますことをご理解、ご了承願います。手続き完了の連絡はありませんが、目安として、日本医師会
からの定期刊行物等が届いた頃となります。
異動される先生ヘ.,数ケ月間は情報が保持されることから、新しく所属する地区医師会ヘの手続きが遅
れても、既に発行されているものをご利用になれます。ただし、退会後約2ケ月を経過いたしますと、
退会として処理され、ログィンが出来なくなりますので、ご注意願います。

この件にっきまして、ご質問等ございましたら、医療業務部地域医療第二課までお問い合わせくださ
いますようお願い申し上げます。

ID:日医からの送付物にある10桁の数字です。

バスワード:生年月日(西暦)の下6桁です。

(左図参照)

医療業務部地域医療第二課
TEL :052-241-4139 E-Mail
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平成27年12月15日 毎月1

第7回地域医療再生に関する多職種連携協議会
一他・多職種連携における事例検討のあり方一

日時:平成27年10月19日伯) 14:00~15:30
場所:愛知県医師会館 5階医師連盟会議室

④対象(含・事例検討発表)地区における人材活
用の現況の視点:

1)法的職務範囲として当該地区内に活用可能な

人材が存在すれぱ0、 2)法的職務範囲内だが、

その地区に活用可能な人材が存在しなけれぱ△、

3)法的職務の範囲外であれぱX、 4) 0 ・△.

Xの判断ができなけれぱ?と記して、現況把握と
する。

⑤模擬事例の検討に当たっての概略の再確認の視
,:

1)目的.多職種連携理解を図るための模擬事例

検討【個人情報に配慮し脚色してあることの明

記】、 2)対象. X~Yレベル、 3)医療・介護
連携において他・多職種連携を推進するための事

例検討。事例は「フレイル」から医学的対応を要

する「下痢」を主として急性の症状を経過した事

例。考え方に際し、各職種は以下の8点を基軸。

①周囲の状況、②QOL、③患者の意向、④医学的

適応、⑤法の遵守、⑥説明義務、⑦注意義務、⑧
接遇態度。

⑥今回の具体的例示の視点

焦点の絞り方(職種・職能);「歩きたい」・(個人

レベル・生活の質/QOL);主として医療と福祉

が重複する点が重点;「寿司が食ベたい」・(社会

レベル・人生の質);主として福祉が重点;「下痢

をとめて、おむつを外したい」(生物レベル.生

命の質);主として医療が重点。

15日発行

野田正治理事から当連携協議会の整理と纏めが急

がれる、樋口俊寛理事からは地域医療再生の整理と

背景ヘの配慮、との挨拶をいただいて定刻に開始し

た。

1.模擬事例検討とイエローカード(オヤッ?

Card)・システムの組み合わせ

前回のかなり突っ込んだ模擬事例検討の検証を再

検討した。委員長の立場として前回の模擬事例を例

示して、具体的な「模擬事例検討のあり方に関わる

基本的視点」を提案した。直接的な契機は安江直二

天白区医師会長の2つの感想を参考にした。ーつは

多職種連携、地域医療は「事例に始まって事例に終

わる」、もうーつは「天白区における事例検討をも

つと他地域に広報しておくべきだった」の二つが翰

晦している。要点を列挙した上で、当日の討議を纏

めたい。

愛知医報 儒蟹噐鵲)

①焦点の絞り方の視点:

・職能の視点(3~4職種?)

・イエローカードの符号ヘの視点

対象地域(含・各事業所単位)の窓口(コーデ

イネート)機能の視点

②地区における各職種の人材資源の把握の視点

1)地域包括支援センター、 2)在宅医療・介護

連携推進会議、 3)厚労省「介護や障害、子育て

といった福祉に関わるサービスの相談を一括して

受け付ける窓口を自治体に広める方針」、 4)リ

スク管理(予期しない死亡)は、救急医療情報セ

ンター内に「医療事故調査制度相談窓口」など。

③参加の対象者の視点

1) Wレベル=指導者:狭義の専門家間の事例検

討(高度専門性など)、 2) Xレベル=指導者・

コーディネーター:他・多職種問を交えた事伊」検

討(他・多領域専門性など)=「当連携協議会レ

ベル」・「Yレベルと重なる」;主に医療職系に重点、

3) Yレベル=実務者:広義の他・多職種を交え

た実務者間の事例検討(他・多領域一般性など);

主に福祉職系に重点、 4) Zレベル=一般市民・

地域住民.広報的な意味で広く知ってもらう事例

検討(市民・住民向けの公開講座など)。

第 2012 号

討議で問題となった点はD 複剥ヒ iD 地域とは、

所)誰が0 ・△・ X ・・?を付すか、 iw rQJ・rAJ
に関してイエローカードの番号との符合などである。

これらのいずれの課題も当連携協議会が当初より論

じていた点であり、過去の愛知医報の議事纏めを熟

読吟味していただきたいこと、もっとも危倶した点

は、討議内容が堂々巡りし、トップが指導力を発揮

するための思考回路に不安を感じたこと、地域医療

再生のための事例検討による人材活用を包摂する均

露化、県行政の強い要請、税金の投入であり、当連

携協議会の見識が問われている課題である認識が必

須である。ただし鋤に関しては出席者全員との意

見は傾聴に値する。「他・多職種連携における事例

10



平成27年12月15日

検討のあり方」の視点は、少し気障っぽい言い方で
恐縮だが、整理整頓の観点に立つと、整理は機能の

美健用・運営)であり、整頓は形式の美舷律・

経澗である。当連携協議会の事例検討は両者の認
識の上に立たねぱならない。

毎月1.15日発行

2.広報活動としてのICTツールの活用・その他
①各職能団体は愛知県医師会のイエローカード・

システムへのりンクを張ること、独自のホームペ

ージにも掲載すること、さらにCD化を考慮して

いることを確認した。

②総括コメントは佐野芳彦委員より出前事業を、

加藤憲委員からはイエローカード・システムの連

愛知医報

携りスト(コーディネーター連絡先)を人材資源

把握ヘ活用することが提言された。野田理事は本

日の討議を参考にして、次回の模擬事例検討にお

いて本日の討議を参考にして各職種が有用性ある

rQJ・「A」を作成して討議すべきとし、了承を
受けた。樋口理事は医療と福祉の連携の観点から

5事業および在宅医療を視野に入れる点をコメン

トされた。

③会終了後、来年度におけるりハビリテーシヨン

専門職介護予防支援指導者育成事業、またりハビ

リテーション三士会より当連携協議会の協力要請

が求められた。次回は11月10日41014時から。

(文責:多職種連携協議会委員長宮治眞)

年末年始休業のお知らせ

愛知県医師会事務局は、下記の期間休業させていただきます。

平成27年12月26日(土)~

平成28年1月3日(日)

肥^和鎚副 第 2012 号

愛知県医師会は医療関係従事者のための

無料職業紹介所を運営しております

愛知県医師会では、労働大臣の許可を受けて昭和40年12月10日から公益社団法人愛知県医師会医療従
事者関係無料職業紹介所を開設し、取扱職業を医療関係従事者(枠内参照)のみ扱い、求人'求職の紹
介等を主業務としております。

求人.求職等手続きその他詳細にっいては、当紹介所ヘお気軽にお電話ください!!!

【取扱職業】.看護師、准看護師、保健師、助産師、医療事務員、医療秘書、
医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、

以上13職種作業療法士、視能訓練士等

※ご利用いただいた登録情報は厳重に管理し、登録者(求職者)のプライバシーは固く守られております。

玲問合せ先】

公益社団法人愛知県医師会医療関係者無料職業紹介所(許可番号.23ームー020001)
〒460-0008 名古屋市中区栄4-14-28 TEL .052-241-4143 FAX .052-241-4130

〔業務取扱時間〕

月曜日~金曜日の9:00~12:00及び13:00~17:00 (但し、士・日・祝、特別休暇は除く

愛知県医師会

Ⅱ



平成28年2月1日 毎月1.15日発行

第8回

冒頭、県行政の方から2016年3月をもって当連携

協議会を一区切りとして終了するに際して、高いハ

ドルであることを承知して、多職種の各地域にお

ける現況の医療資源を明らかにし、連携をもって増

加に繋がる方向性を示していただきたい旨の要請を

受けた。樋口俊寛、野田正治両理事からは、纏めと

して職種としての組織現状およひ覗状の課題を取り

上げたいとの挨拶をもって、定刻開始とした。

以上の議事纏めを通覧していただけれぱ理解いた

だけるように、最大の難問課題は行政からの要請と
当連携協議会の次年度以降のあり方、存続の可否で

ある。全委員が存続に関しては必要性の認識を示し

たが、内容は情報交換の立場と連携の後押しという

現場支援、その延長線上により精緻な「多職種の各

地域における現況の医療資源を明らかにし、連携を
もって増加に繋がる方向性」が見受けられた。ただ

し責任者の立場の見解を表明しておくと、行政、事

務局内をも含めて一連の経緯において、「殺告.連
絡・相談」が暖昧で「ことづくり」としての運営

運用のルール化を把握しえない現状、それを承知し

てなお、痛恨極まりのない自己批判をすれぱ、「措
定の明示不足、克服不足」の一語である。ただ、ま

地域医療再生に関する多職種連携協議会
一措定を明示して克服せよー

日時:平成27年11月10日410 14:00~15:45
場所:愛知県医師会館 5階医師連盟会議室

愛知医報

1.当連携協議会における模擬事例検討

前回のシナリオに基づいて整理したが、要点は①

焦点・職種の絞り方、②各職種の人材資源の把握、

③対象としての参加者、④対象地区における現況と

して1)職能範囲として活用可能な人材が存在すれ

ぱ0、 2)職能範囲であるが、その対象地域内に活

用可能な人材が存在しなけれぱ△、 3)職能の法的

な範囲外であれぱX、 4) 0 ・△・ Xのいずれも判

断できなけれぱ?、とすることで理解を求めた。こ

の要点に基づいて、事前に事務局ヘいただいてぃる

模擬事例のQ&Aの司会(宮治)が重要と判断した

一問一問について検討を行った。

ここの委員は各職種のトップであるためか、人材

活用は多くが0とされた。しかし、最大の課題は各

地域で事例検討に参加された方々が、 0・△・X ・?

が正しく判定できるかどぅか、各職種の自律と自立

が求められよう。各委員の指導力が問われる課題で

ある。同時に地域包括ケアシステムへの繋ぎ方の課

題である。他方、県行政の要請に鑑みると、もう少

し定量的な現況把握の必要性が痛感されたが、この

課題が当連携協議会の主目的なのか否かについて疑

問を禁じえなかった。各委員の発言の裏側に戸惑い

を垣間見たからである。

「0 ・△・ X ・?」による判定は来年の名古屋医

事法研究会、訪問りハビリテーション実務者研修に

おいて試行する確認を得たが、各職能団体が保有し

ているだろう在宅療養を中心とする活用可能な各地

域特性としての、各施設特性としての、マンパワー

などの集計的な数字が必須なのかもしれない。試み

る価値は十分あろう。他方模擬事例討議の内容に関

しては討議を通じて不十分ながらも洗練されてきて

いることも確かである。さらなる検証が必要である。

儒蟹鎚鎚副

2.イエローカード(オヤッ?とCard)・システム
の課題

前回の再確認として、愛知県医師会ホームページ

へのりンク・各職能団体のホームページへの掲載、
URLの一覧が必要であると感じられた。また、 CD

化に関してはさらなる予算の議論が求められた。も

つとも重大な点はいわゆる「イエローカード」と「オ
ヤツ?とCard」の関連である。商標登録は現在進行

中で、商標登録が滞った場合の代替案が「オヤッ?
とCard」であり、この明示はホームページ上、 CD

化上は必須である。活用は全く自由であるが、組織
であれ個人であれ「使用する」との一言を医師会事
務局ヘ申し出ることを要望した。

第 2015 号

3.今後の他・多職種における研究会、研修会など
開催予定・その他

①本日の討議を踏まえて、名古屋医事法研究会(来
年1月;日程未調整・名城大学薬学部)において

リハビリテーション三士会、看護師による模擬事

例検討を実施予定。発表者は当連携協議会委員で
あ九各職能の推薦者であれ可とする。ただし、

発表方法、「0 ・△・ X ・?」に関しては主旨を
理解していただいて厳密に実施したい。

(2)訪問りハビリテーション研イ彦会(来年1、 2月)
も主旨は前記同様、本日の討議を踏まえて実施予
定。
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の歩みーその源流とこれから」(医学書院2013.6.1)だ残り時問はある。責任者の連携協議会の方向性の
の文中に【一私などもその一環として、砂原茂一先次年度以降の提案は、 1)廃止、 2)新たな組織の
生のお供をして、阻白御殿」に田中角栄氏(当時確立(含・ボランティア)、 3)他組織と合併、 4)
自民党幹事長、のちの総理大臣を訪れて「陳情」し存続の模索であり、根底は各職能団体が財政基盤
たりしたものである。・・私は思わず「でも先生、医事務局能力を担保できるか否かである。加藤憲委員
者が足りないからといって保健婦に医者の業務を全は事務局能力に鑑み3)に否定的であり、樋口・野
部認めるようなものですよ。それでいいんですか?」田理事は4)を示された。
と反論一「田中氏は「う~ん、医者と保健婦はたし

かに違うねえ。・・君はなかなかいいことを言うなあ」日医ニュースNO.1300 (2015.11.5)によれぱ【第
と一笑いにまぎらわせてその場は終わった。(221~12回国民医療推進協議会(会長:横倉義武日医会長
222頁)」・・この問題の結末はーどれだけ成果があっ10月7日開催)「国民医療を守るための国民運動」
たのカヰよ分からないが、ー】と断りつつも、現場のにおいて、地域包括ケアシステムの構築に向けては、
声を1頃肺。するト、ソプというものの決断の象徴だろう。「『かかりっけ医」を中心とする多職種連携が重要」
あらためて措定を明示して克服せよ。次回は12月7だとして、『モノ」ではなく、「ヒト』に重点的な評
日侶)14.00から開催予定。価を、すなわち財源の手当を強く求めていきたい】

(文責.多職種連携協議会委員長宮治眞)と記している。

当日の配布資料・上田敏著「りハビリテーション

~日本医師会医師資格証をご希望の皆様ヘ~
6

^』'"L工ー,

,ー.'.

1.医師資格証とは、 .エーL

日本医師会電子認証センターが発行している、ネットワーク上師資楕"松t0
う厶 .,

で医師資格を証明するための電子証明書です。医師であれぱ、日
'U'1

'..・日,'マ・.
^

'ギ 医会員でなくても発行されます。Y、;

蔀・金一Y騨・.i 電子証明書は、1C力ードのICチップ内に格納され、電子的な
医師の印鑑の機能やログィン時の医師資格確認に利用いただけま

真

113 、、慮 13 'MPι主 F去
す。なりすまし医師等ヘの対策として、ネットワーク上だけではが石^-1^n^^物M 二

二嘩{なく患者に対しても医師の資格保有を証明できるように、医師資"どXト:OL伽t知1,'ー
獣 ':;う、.、.,.1.,',0 0

愛知県医師会及ぴ郡市医師会(一部を除く)△
で発行手統きをいたします。

まずはお電話でご予約をお願いいたします。で、医師云員は初年度(医師資格証券面に記載の発行日から1年
△問)は無料です。2年ごとにICチップ内の電子証明書の更新手続愛知県医師会総務部庶務課

きが必要となります。また、 6年ごとに医師資格証の更新を行い、(TEL :052-241-415D
新しいIC力ードに切り替わります。

2.申し込みから利用開始までのスケジュール
①チU用申し込み、②申請書類の提出、③書類受付・事前審査、④本審査、⑤医師資格証の作成、
⑥医師資格証の発送、⑦医師資格証の受取

※受付.事前審査が可能な医師会は下記の通りです。

愛知県医師会、名古屋市医師会、一宮市医師会、瀬戸旭医師会、半田市医師会、春日井市医師会、津島市医師会、小牧市医師=、
東海市医師会、東名古屋医師会、西名古屋医師会、尾北医師会、稲沢市医師会、海部医師会、知多郡医師会、豊橋市医師工、
岡崎市医師会、豊川市医師会、碧南市医師会、刈谷医師会、豊田加茂医師会、蒲郡市医師会、西尾幡豆医師会、北設楽郡医師広、
新城市医師会、田原市医師会、名古屋市立大学医師会、藤田保健衛生大学医師会、愛知医科大学医師会

※詳細な手続きにっきましては、愛知県医師会総務部庶務課(TEL:052-241-415D までお問合せください0
また、愛知医報平成27年1月15日号及び愛知県医師会ホームページ(ht如S://WWW.aichi.med.or.jp/oyakudachv
isisikakusyou.htmD でもご覧いただけます。
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平成28年3月15日 毎月1

第9回

15日発行

樋口俊寛、野田正治両理事から、暮れの多忙なと

きに、纏めとしての各職種からの組織現状や課題要

請に関するご協力、名古屋医事法研究会における

Q&Aの例示を戴いたことへの謝辞が述ベら九ま

た委員長の立場から、協議事項のj1頂序を変更して定

刻開始とした。なお、 NHK記者の傍聴を了解した。

地域医療再生に関する多職種連携協議会
ーまさに一歩下がって半歩漸進をー

日時.平成27年12月7日4M 14:00~16:00
場所:愛知県医師会館 5階医師連盟会議室

ともかくQ&Aの例示は近日中に委員長試案を送付
する。

愛知医報

1.名古屋医事法研究会における規範的模擬事例検

討について

委員長として事前に対応の内容、方法など論点整

理を通知しておいたが、説明不十分、不徹底のため

に、あらためて出席者全員から議論百出となり、95

分以上も要した背景を記して司会の不手際をお詫ぴ

した。

規範的模擬事例検討の議論百出は、医療介護一体

における事例検討のあり方の根幹に関わる課題であ

るがゆえの錯綜と思われた。過去の討議を踏まえつ

つと言いながら、現場でいま起こっている事態に関
して、 1)次の一手をどぅ対応するかという現在進

行形の立場、 2)すでに起こった事象ヘの検証の立

場、の暖昧さが基因しているように思えた。つまり

発表の場と内容のTP0の認識の違いが表面化したも

のと思われた。 TP0に応じて柔軟な対応で可であろ

つ。

さらに焦点の絞り方の説明不備であり、これは「焦

点とする内容」はりーダーシップの課題であり、「参

加する職種」は参加職種を限定し、他の1哉種は討議、

質疑応、答参加による会の多岐性ヘの課題提起であろ

う。現実的には時間的制約を無視しえないからであ

る。この2つの中心的議論百出は原点に戻れぱ、 1)

自らの職能を他・多職種に知ってもらいたいこと、

2)自らの職能のあり方をアピールすること、 3)

医療系と福祉系の格差縮小、均露化のための規範事

例検討であること、が背景要因である。前者の立場

の課題、後者の参加職種の限定の課題は、過去の討

議で明確にされていなかった陥穿でもあり、いずれ

にせよ、各1哉種が自らの職能に立脚した事例を提示

し、当連携協議会で各職種の立場を勘案したQ&A
に基づくプラッシュアップをして集積、発表するこ

とが急がぱ回れであろう。同時に委員長自らがケア

マネジャー(介護支援専門員)、ホームヘルパー(訪

問介護員)のカタカナ訳と和訳の不一致の暖昧さが

一層拍車をかけた点も否定できず、反省を記したい。

侮墾鎚毅副

2.在宅医療(療養)を中心とする今後の課題にっ
いて

①現場的課題、②組織的課題、③活用人材の組織

的把握の課題について各職能団体の意見を求めてお

リ、③に関してはほぽ全職能団体から回答をいただ

いていたが、(1×2)は不十分であった。実は前回行政

からの要請を受けて実施したが、前記「規範的模擬
事例検討」の錯綜と全く同様に、事前の論点整理が

不十分、説明不足が大きな要因であろうと思われた。

県行政より再度説明が行われたが、十分な理解が得

られたとは思われず、具体的な文面をもって対応し

ないと理解困難と思われ、理事、県行政、事務局と

も話し合いながら、文面での要請を示す予定とした。

県行政からは良い例示として、当日配布された【ー

般社団法人愛知県理学療法士会発行「愛知県理学

療法白書あいち2012一多様化した姿の標準化をめ
ざしてー」】が推奨された。

この過程で③のデータの可視化も討議され、愛知
県医師会総合政策研究機構が作成したレーダーニュ

ースと同一範疇であるが、現況の財政負担、天野寛

・加藤憲・佐野芳彦委員の負担能力では対応できず、

医師会の事務局ヘの依頼、話し合いが必要であろう。

より根源的には2016年4月以降の当連携協議会のあ

り方に関わる問題であることは当然である。まさに
一歩下がって半歩漸進が必須である。

佐野委員は錯綜の原因の科学的視点の欠如を、加

藤委員は規範事例検討に伴うイエローカードのあり

方の再確認を指摘した。野田理事は在宅医療際養)
の職種ごとの把握と錯績認識の、樋口理事は各職種

の今後の方向性と錯綜認識の重要性を総括された。

第 2018 号

3.イエローカード(オヤッ?とCard)・システム

のICT化ヘの確認、今後の他・多職種における開
催予定他

1)イエローカード(オヤッ?とC町d)・システム

のICT化ヘの確認、訪問りハビリテーション実務

者研修等(理学療法士会)は司会の不手際、時間
の関係で省略した点は別の検討としたい。

2)次回開催は2016年1月26日14.00~を予定。

(文責.多1哉種連携協議会委員長宮治眞)
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参考資料Ⅱ地域包括ケアの歴史的・法的経緯の再確認(文献4からの引用)

①「20Ⅱ年6月に成立した『介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律』(2012年4施行、介護保険法第三次改正)の第5条第3項に、以下のような、地域包括ケア

システムについての概念的規定が導入されました。『国及び地方公共団体は、被保険者が、可能

な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となる予防又

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活

の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進

するように努めなければならない山

②「2013年5月に3年ぶりに発表された『地域包括研究会(2012年度.第3 回)報告書』は、地

域包括ケアシステムの5つの構成要素の表現を緻密化する(介護・りハビリテーション.医療.

看護.保健・予防.福祉・生活支援.住まいと住まい方)と同時に、これら 5 つの構成要素の

基礎に新たに『本人・家族の選択と心構え』を加えました。」

③「2013年8月発表された『社会保障制度改革国民会議報告書』も、地域包括ケアシステムと医

療との関係を強調しました。同報告書は地域包括ケアシステム(の構築)」に 15 回も言及した

のですが、ほとんどの場合、それを『医療機能の分化・推進』と併記し、しかも『医療の見直し

と介護の見直しは、文字通り一体となって行わなければならない』、『地域ケアシステムは、介

護保険制度の枠内では完結しない』と強調しました。さらに、同報告書は『地域包括ケアシス

テムというネットワーク』とのストレートな表現に象徴されるように、吐也域包括ケア』をシス

テムではなく、『ネットワーク』と位置づけました」

④「2013年12月5日に成立した『持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関

する法律』(以下、社会保障改革プログラム法)では、地域包括システムの法的定義が初めて、

しかも『医療制度』について規定した第四条4に以下のように導入されました。『地域の実情に

応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、医療・介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの

予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう.次条において同

じ。)住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制』、『介護保険制度』にっい

て規定した第五条2一も、地域包括システムに触れました。同法成立直後の2013年12月27日

に発表された社会保険審議会医療部会『医療法等の改正に関する意見』は、医療部会の公式文

書として初めて『地域包括ケアシステム』に言及しました。しかも『医療機能の分化・連携』と

『地域包括ケアシステムの構築に資する在宅医療の推進』をワンセット・同格で規定しました。」

⑤「2014年6月に成立した吐也域における医療及び介護の総合的な確保に関する法律』(医療介護

総合推進法)は、第一条(目的)で、吐也域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築す

るとともに、地域包括ケアシステムを構築する』ことを明記し、第二条で、社会保障プログラ



ム法中の地域包括ケアシステムの定義を再掲しました。


